
平成26年版

茨　城　県

環境白書
Environmental White Paper



茨城県

平成26年版

環 境 白 書



平成 26 年版環境白書をここに公表いたします。
環境白書は，茨城県環境基本条例に基づき，本県の環境の状況並びに環境の保全

及び創造に関して講じた施策をとりまとめた年次報告書です。
今日，私たちが利便性の高いライフスタイルを追求し，大量消費型の生活を志向

した結果，環境問題は，大気汚染や水質汚濁，廃棄物の不法投棄などの身近なもの
から，地球温暖化の進行や生物多様性の喪失といった地球規模のものに至るまで多
岐にわたっています。
このような複雑かつ深刻化する環境問題に的確に対応するためには，持続可能な

社会を構築し，環境と調和した生活を送ることが必要となっております。
県では，環境の保全のための施策を総合的かつ計画的に推進するため，平成 25 年

３月に第３次茨城県環境基本計画を策定し，県民総ぐるみによる温暖化対策の推進
や泳げる霞ヶ浦の実現，循環型社会の形成など，県としてより積極的に取り組む重
点施策を「いばらきエコ・プロジェクト」として推進しているところです。
本県の恵み豊かな環境を次世代へ引き継ぎ，誰もが安心して暮らせる茨城県とし

ていくためには，行政や事業者，各種団体などあらゆる主体が連携・協働して積極
的に取り組むことはもとより，私たち一人ひとりが環境問題を自らの問題としてと
らえ，身近なところから環境保全活動を実践することが重要です。
本書が，県民の皆様の環境問題に対する理解を深め，環境の保全並びに創造のた

めの具体的な行動を展開していく上での一助となれば幸いです。

平成 26 年９月

茨城県知事　橋　本　　昌

環境白書の発刊にあたって



第１部　総説

環境保全への取組の経緯‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

第１	 環境関係の主な条例・計画等	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

第２	 地球温暖化対策の推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

第３	 地域環境保全対策の推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

第４	 湖沼環境保全対策の推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8

第５	 資源の有効利用と廃棄物の適正処理	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9

第６	 生物多様性	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

第２部　環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して平成25年度に講じた施策及び平成26年度に
講じようとする施策

第１章	 地球温暖化対策の推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13

第１節　地球温暖化の防止	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13

第１　地球温暖化の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13

第２　地球温暖化防止に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18

第２節　再生可能エネルギーの利用と導入促進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19

第１　エネルギーの現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19

第２　エネルギーに関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20

第２章　地域環境保全対策の推進‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22

第１節　大気環境の保全	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22

第１　大気環境の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22

第２　大気環境保全に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27

第３　大気環境保全に関する今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31

第４　騒音・振動対策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32

第５　悪臭対策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35

第６　酸性雨対策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36

第２節　水環境の保全	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

第１　水環境の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

第２　水環境保全に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45

第３節　土壌・地盤環境の保全	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

第１　土壌・地盤環境の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

第２　土壌・地盤環境保全に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47

目　次



第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49

第４節　化学物質の環境リスク対策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50

第１　化学物質環境のリスクの現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50

第２　化学物質環境リスク対策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55

第５節　放射性物質による環境汚染対策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56

第１　放射性物質による環境汚染の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56

第２　放射性物質による環境汚染対策のための施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57

第３章	 湖沼環境保全対策の推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58

第１節　霞ヶ浦の総合的な水質保全対策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58

第１　霞ヶ浦の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58

第２　霞ヶ浦の水質保全に関する総合的な施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63

第２節　涸沼の水質保全対策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66

第１　涸沼の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66

第２　涸沼の水質保全に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68

第３節　牛久沼の水質保全対策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69

第１　牛久沼の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69

第２　牛久沼の水質保全に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71

第４章	 資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72

第１節　３Ｒ（リデュース，リユース，リサイクル）の推進‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72

第１　廃棄物の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72

第２　３Ｒに関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

第２節　廃棄物の適正処理	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 76

第１　廃棄物処理の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 76

第２　廃棄物の適正処理に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81

第３節　不法投棄等の防止	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83

第１　不法投棄等の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83

第２　不法投棄等防止に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 84



第５章	 生物多様性の保全と持続可能な利用	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

第１節　生物の多様性の保全	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

第１　野生生物の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

第２　生物の多様性の確保に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 87

第２節　自然公園等の保護と利用	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88

第１　自然公園等の現状	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88

第２　自然公園等の保護と利用に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 90

第３節　森林・平地林・農地の保全‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 92

第１　森林・平地林・農地の現状‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 92

第２　森林・平地林・農地の保全に関する施策‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 92

第３　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 95

第４節　河川等水辺環境の保全と活用	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 97

第１　河川等水辺環境の保全と活用に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 97

第２　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 97

第６章	 快適で住みよい環境の保全と創出	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 98

第１節　都市地域の緑の保全と快適な生活環境の創出	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 98

第１　都市地域の緑の保全と快適な生活環境の創出に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 98

第２　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 99

第２節　歴史的環境・自然景観の保全と活用	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100

第１　歴史的環境・自然景観の保全と活用に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100

第２　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100

第３節　自然災害等への対応	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 101

第１　自然災害への対応	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 101

第２　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 103

第７章	 各主体が学び協働することによる環境保全活動の推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 105

第１節　環境教育・環境学習等の推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 105

第１　環境教育・環境学習等の推進に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 105

第２　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 105

第２節　各主体の環境保全活動と協働取組の促進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106

第１　各主体の環境保全活動と協働取組の促進に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106

第２　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 107

第３節　国際的な視点での環境保全活動の促進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108

第１　国際的な視点での環境保全活動の促進に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108

第２　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108



第８章	 環境の保全と創造のための基本的施策の推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111

第１節　環境情報の収集・管理・提供‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111

第１　環境情報の収集・管理・提供の状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111

第２　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111

第２節　グリーン・イノベーションの推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112

第１　グリーン・イノベーションの推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112

第２　グリーン・イノベーション推進のための施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 112

第２　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 113

第３節　総合的な環境保全対策の推進	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 114

第１　総合的な環境保全対策の推進に関する施策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 114

第２　今後の取り組み	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 117

◇　森林湖沼環境税活用事業の実施状況について	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 118

第３部　環境指標

環境指標	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 125

トピックス目次

「いばらきエコチャレンジ」推進プロジェクト	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21

霞ヶ浦問題協議会の活動	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64

霞ヶ浦直接浄化実証施設	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65

特定外来生物対策	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91

森林湖沼環境税を活用した森林の整備・保全	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96

海岸防災林の機能強化	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 104

茨城県環境アドバイザー制度	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109

快適な自然冷房「緑のカーテン」	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110



環境白書

総　説

第1部



図表 1-1　主な環境関係の法及び条例・規則等

事項 国（法） 茨城県（条例・規則等）

環境一般 ・環境基本法 ・環境基本条例

典　型
七公害

大気汚染
防　　止

・大気汚染防止法 ・大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例
・生活環境の保全等に関する条例
・生活環境の保全等に関する条例施行規則

水質汚濁
防　　止

・水質汚濁防止法
・湖沼水質保全特別措置法
・下水道法
・浄化槽法

・水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例
・生活環境の保全等に関する条例
・生活環境の保全等に関する条例施行規則
・霞ケ浦水質保全条例
・霞ケ浦水質保全条例施行規則
・湖沼水質保全特別措置法の規定に基づき指定施設

等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条例

第 1　環境関係の主な条例・計画等  

環境保全への取組の経緯

１　環境関係の主な法令及び条例・規則等
地球温暖化の進行や廃棄物の問題，湖沼・河

川の水質汚濁など，今日の環境問題は，私たち
が豊かで快適な生活を追求し環境に負荷を与え
てきたことが原因である。このように地球規模
の問題から生活に身近な問題まで複雑多様化し
ている環境問題の解決のためには，行政や企
業，団体のみならず県民一人ひとりがそれぞれ
の立場で主体的な取組を重ねていくことが重要
である。

県では，以下の条例により複雑化する環境問
題に対応を図っている。

（１）環境基本条例
８年６月に「環境基本条例」を制定し，現在

から将来にわたる環境の恵沢の享受と維持，環
境への負荷の少ない社会の構築，県民の総参加
による行動，地球環境保全の推進を基本理念と
して掲げるとともに，県民，事業者，市町村及
び県の役割，県の環境施策の基本的な枠組みを
明らかにした。

（２）生活環境の保全等に関する条例
近年の環境問題が，かつての公害型のものか

ら，都市部の自動車排出ガスによる大気汚染や
生活排水による河川の汚れなどの都市・生活型
の課題に加え，化学物質による環境汚染など広
範囲にわたってきたことから，工場等に対する
規制を中心とした「公害防止条例」を 17 年３
月に全部改正し，新たに「生活環境の保全等に

関する条例」を制定するとともに，分かりやす
い条例体系とするため「大気汚染防止法に基づ
き排出基準を定める条例」及び「水質汚濁防止
法に基づき排水基準を定める条例」を分離して
制定した。

（３）霞ケ浦水質保全条例
19 年３月に工場等に対する規制を中心とした

「霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例」を「霞
ケ浦水質保全条例」に全面改正し，例外なき汚
濁負荷削減を図るため，小規模な事業場への排
水規制の適用，生活排水対策，農業・畜産業等
が行う水質保全対策の徹底等を新たに規定した。

（４）廃棄物の処理の適正化に関する条例
首都圏から排出される廃棄物が県内に不法投

棄される事案が後を絶たない状況にあることや，
首都圏の家屋解体業者等が自社処理と称して廃
棄物処理法の許可対象とならない小型廃棄物焼
却炉を設置する事例が増加している状況にある
ことなどから，19 年３月に「廃棄物の処理の
適正化に関する条例」を公布（19 年 10 月施行）
し，廃棄物処理法の許可対象とならない小規模
な廃棄物処理施設への規制強化，不法投棄など
の不適正処理を防止するための自社マニフェス
トの導入，施設設置に当たっての事前協議の義
務づけなど，必要な措置を講じることとした。

その他主な環境関係の法及び条例・規則につ
いては，図表１−１のとおりである。
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事項 国（法） 茨城県（条例・規則等）

典　型
七公害

土壌汚染
対　　策

・土壌汚染対策法
・農用地の土壌の汚染防止等に

関する法律

・生活環境の保全等に関する条例
・生活環境の保全等に関する条例施行規則

騒音規制
・騒音規制法
・道路交通法

・生活環境の保全等に関する条例
・生活環境の保全等に関する条例施行規則

振動規制
・振動規制法
・道路交通法

・生活環境の保全等に関する条例
・生活環境の保全等に関する条例施行規則

地盤沈下
対　　策

・工業用水法
・建築物用地下水の採取の規制

に関する法律

・生活環境の保全等に関する条例
・生活環境の保全等に関する条例施行規則
・地下水の採取の適正化に関する条例
・地下水の採取の適正化に関する条例施行規則

悪臭防止
・悪臭防止法 ・生活環境の保全等に関する条例

・生活環境の保全等に関する条例施行規則

公害防止
組　　織

・特定工場における公害防止組
織の整備に関する法律

紛争処理 ・公害紛争処理法

循環型
社　会

リサイク
ルの促進

・循環型社会形成推進基本法
・資源の有効な利用の促進に関

する法律
・容器包装に係る分別収集及び

再商品化の促進等に関する法律
・建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律
・食品循環資源の再生利用等の

促進に関する法律
・特定家庭用機器再商品化法
・家畜排泄物の管理の適正化及

び利用の促進に関する法律
・使用済自動車の再資源化等に

関する法律
・国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律
・使用済小型電子機器等の再資

源化の促進に関する法律

・地球環境保全行動条例
・地球環境保全行動条例施行規則

廃棄物等
の 規 制

・廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律

・廃棄物の処理の適正化に関する条例
・廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
・廃棄物処理要項
・廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査要領
・県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協

議実施要項
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事項 国（法） 茨城県（条例・規則等）

地球環境

・地球温暖化対策の推進に関す
る法律
・エネルギーの使用の合理化に

関する法律
・新エネルギー利用等の促進に

関する特別措置法
・特定物質の規制等によるオゾ

ン層の保護に関する法律
・特定製品に係るフロン類の回

収及び破壊の実施の確保等に
関する法律
・特定有害廃棄物等の輸出入等

の規制に関する法律
・ 国等における温室効果ガス等

の排出削減に配慮した契約の
推進に関する法律

・地球環境保全行動条例
・地球環境保全行動条例施行規則

自然保護

・自然環境保全法
・自然公園法
・鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律
・絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存に関する法律
・特定外来生物による生態系等に

係る被害の防止に関する法律

・自然環境保全条例
・自然環境保全条例施行規則
・県立自然公園条例
・県立自然公園条例施行規則

環境影響評価
・環境影響評価法 ・環境影響評価条例

・環境影響評価条例施行規則

化学物質

・化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律
・特定化学物質の環境への排出

量の把握等及び管理の改善の
促進に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置

法

・生活環境の保全等に関する条例
・生活環境の保全等に関する条例施行規則
・化学物質適正管理指針

本県では，９年に「環境基本条例」第９条に
基づき，環境の保全と創造に関する施策を長期
的視点に立ち，総合的かつ計画的に推進するた
めに「環境基本計画」を策定した。

その後，環境を巡る社会情勢に変化が見ら
れ，地球温暖化対策の推進や循環型社会形成の
推進，化学物質管理の推進，水質保全対策の推
進など，本県としても対応すべき新たな課題が

生じたことから，本計画の見直しを行い，15 年
に，21 世紀という環境の世紀にふさわしい新た
な内容の計画として改定した。

また，環境基本計画の目標達成に向け，個別
の分野でそれぞれ計画を策定している。

環境基本計画の概要・施策体系，及び環境基
本計画の施策体系に基づいた，それぞれの分野
での個別計画は，以下のとおりである。

２　環境保全に関する計画の体系
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図表 1-�

【施策の柱】 【施策の展開】

１　地球温暖化対策の推進 1-1　地球温暖化の防止

1-�　再生可能エネルギーの利用と導入促進

２　地域環境保全対策の推進 �-1　大気環境の保全

�-�　水環境の保全

�-�　土壌・地盤環境の保全

�-4　化学物質の環境リスク対策

�-5　放射性物質による環境汚染対策

３　湖沼環境保全対策の推進 �-1　霞ヶ浦の総合的な水質保全対策

�-�　涸沼・牛久沼の水質保全対策

４　資源の有効利用と廃棄物の適正処理
の推進

4-1　３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進

4-�　廃棄物の適正処理

4-�　不法投棄等の防止

５　生物多様性の保全と持続可能な利用 5-1　生物多様性の保全

5-�　自然公園等の保護と利用

5-�　森林・平地林・農地の保全

5-4　河川等水辺環境の保全と活用

○環境基本条例第９条に基づき，同条例
の基本理念の実現に向けて，環境の保
全と創造のための施策を長期的視点に
立ち，総合的かつ計画的に推進。

○長期的な目標，施策の大綱，施策の
推進方策等を明らかにするもの。

○低炭素社会の実現
○循環型地域社会の構築
○自然と共生する社会の創出
○みんなが参画する持続可能な社会の

実現

平成 25 年度から
平成 34 年度までの 10 年間

○計画の適切な進行管理を行うために
「環境指標」を定め，それぞれの目
標を設定。

○環境の保全と創造を図るためには，各
主体の取り組みが重要であることか
ら，行政としての取組に加え，県民，
民間団体及び事業者に取り組んでもら
いたい具体的な行動を「各主体に期待
される取り組み」として記述。

計画の背景計画の背景

計画の基本目標計画の基本目標

計画期間計画期間

計画の特徴計画の特徴

（１）環境基本計画

4

環
境
保
全
へ
の
取
組
の
経
緯



６　快適で住みよい環境の保全と創出 6-1　都市地域の緑の保全と快適な生活環境の創出

6-�　歴史的環境・自然景観の保全と活用

6-�　自然災害への対応

７　各主体が学び協働することによる環
境保全活動の推進

7-1　環境教育・環境学習等の推進

7-�　各主体の環境保全活動と協働取組の促進

7-�　国際的な視点での環境保全活動の促進

８　環境の保全と創造のための基本的施
策の推進

8-1　環境情報の収集・管理・提供

8-�　グリーン・イノベーションの推進

8-�　総合的な環境保全対策の推進

○茨城県地球温暖化対策実行計画
○茨城県森林・林業振興計画
○いばらき科学技術振興指針

○霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画
○涸沼水質保全計画
○牛久沼水質保全計画

○鳥獣保護事業計画
○茨城県希少野生動植物保護指針

○いばらき教育プラン
○茨城県環境保全率先実行計画

○鹿島地域公害防止計画
○生活排水ベストプラン
○茨城県家畜排せつ物利用促進計画

○茨城県廃棄物処理計画

○河川整備計画
○海岸保全基本計画

○いばらき科学技術振興指針
○茨城県産業活性化指針

１．地球温暖化対策の推進１．地球温暖化対策の推進

３．湖沼環境保全対策の推進３．湖沼環境保全対策の推進

５．生物多様性の保全と持続可能な
利用

５．生物多様性の保全と持続可能な
利用

７．各主体が学び協働することによ
る環境保全活動の推進

７．各主体が学び協働することによ
る環境保全活動の推進

２．地域環境保全対策の推進２．地域環境保全対策の推進

４．資源の有効利用と廃棄物の適正
処理の推進

４．資源の有効利用と廃棄物の適正
処理の推進

６．快適で住みよい環境の保全と創出６．快適で住みよい環境の保全と創出

８．環境の保全と創造のための基本
的施策の推進

８．環境の保全と創造のための基本
的施策の推進

（２）環境基本計画の施策体系ごとの個別計画等
環境基本計画の施策体系ごとの主な個別計画は以下のとおりである。
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地球温暖化やオゾン層の破壊などの※地球環
境問題は，人類を含めた生物の生存に関わる問
題であり，すべての主体が一体となって地球環
境保全対策に取り組むことが重要である。

１　国際的な取組
1985 年のフィラハ会議による科学者の知見か

ら国際的に地球温暖化への関心が高まり，1992
年には国連で気候変動枠組条約が採択され，先
進国が 1990 年代末までに温室効果ガス排出量
を 1990 年レベルまで戻すための努力目標が定
められた。

1997 年に京都で開催された第３回気候変動
枠組条約締約国会議（※COP3）では，温暖化防
止に向けた具体的措置を盛り込んだ京都議定書
が採択され，先進国は 2008 年から 2012 年まで

（第一約束期間）の排出量を 1990 年比で少なく
とも５％削減することで合意するとともに，国
ごとの削減目標が定められた。その際，市場原
理を活用して各国の削減目標を達成するための
仕組み（京都メカニズム）が導入された。

その後，2009 年に，デンマークのコペンハー
ゲンで開催されたCOP15 では，産業革命以前
からの気温上昇を２℃以内に抑えることや，先
進国は 2020 年までに削減すべき目標を提出す
ることなどを盛り込んだ「コペンハーゲン合意」
が了承され，2010 年１月，各国から削減目標が
提出された。

2012 年， カタールのドーハで開催された
COP18 では，2013〜2020 年を第二約束期間と
して京都議定書が継続されることや，京都議定
書に代わる 2020 年以降の新たな枠組みづくり
に向けた作業計画が決定された。なお，我が国
を含むいくつかの国は第二約束期間には参加し
ていない。

2013 年，ポーランドのワルシャワで開催され
たCOP19 では，すべての国が 2020 年以降の削
減目標や行動計画を 2015 年のCOP21 までに提
出することが合意された。

２　国の取組
京都議定書第一約束期間における我が国の目

標を確実に達成するため，地球温暖化対策推進
法に基づき「京都議定書目標達成計画」が策定
され，国，地方公共団体，事業者，国民がそれ
ぞれの役割を担いながら各部門において対策が

進められた結果，目標を達成した。
2010 年１月には，前年の「コペンハーゲン合

意」に基づき，「全ての主要国による公平かつ
実効性ある国際的枠組みの構築及び意欲的な目
標の合意を前提として，温室効果ガスを 2020
年までに 1990 年比で 25 ％削減する」との目標
が，国連に提出された。

また，2010 年６月に決定された「エネルギー
基本計画」（第三次）では，電源構成に占める
原発と再生可能エネルギーの比率を 30 年まで
に 70 ％へ倍増させ，原発 14 基以上を新設する
とした。

しかし，2011 年３月に発生した東日本大震
災に伴う原発事故により，エネルギー・環境に
対する我が国のあり方について抜本的な変革を
迫られ，2013 年 11 月，「2020 年度の排出量を
2005 年度比で 3.8 ％減」とする新たな目標が決
定された。

さらに 2014 年４月にはエネルギー基本計画
（第四次）が決定され，2030 年の電源構成に占
める再生可能エネルギーの割合を約２割以上と
する目標が掲げられた。

この間，2012 年には再生可能エネルギーの固
定価格買取制度が始まるとともに，化石燃料に
課税する地球温暖化対策税が導入されるなど，
再生可能エネルギーの導入拡大や省エネ対策が
着実に進められている。

３　本県の取組
本県においては，ローカルアジェンダ 21 と

して５年に「ごみ減量化行動計画」を，６年に
「地球温暖化防止行動計画」及び「緑のいばら
き推進計画」（16 年３月改定）を策定するとと
もに，７年には地球環境保全行動の一層の促進
を図るため「地球環境保全行動条例」を制定し
た。８年には「環境基本条例」を制定し，環境
政策の基本的な枠組みを示すとともに，９年に
は同条例に基づき環境の保全と創造に関する目
標と施策展開の方向を示した「環境基本計画」
を策定した。その後，環境行政を取り巻く社会
情勢の変化に対応すべく同計画を 15 年に改定
し，各種の環境施策を総合的・計画的に推進し
ている。

また，10 年には，県自らが率先して環境に配
慮した行動を実践するために「環境保全率先実
行計画（県庁エコ・オフィスプラン）」を策定

第２　地球温暖化対策の推進  
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し，23 年４月からは第４期計画により，温室効
果ガスの排出抑制など環境に配慮した取組の一
層の推進に努めている。

18 年２月には，「京都議定書目標達成計画」
を踏まえ，「地球温暖化防止行動計画」を改定
し，温暖化対策を推進してきた。

さらに，国において 2020 年までに温室効果
ガスの排出を２年（1990 年）比で 25 ％削減す
るという目標（当時）が掲げられたことを踏ま
え，23 年を初年度とする「地球温暖化対策実行
計画」を策定し，県民総ぐるみの地球温暖化対
策を推進している。

第３　地域環境保全対策の推進  
１　大気環境の保全

大気環境を悪化させる要因として，工場・事
業場から排出されるばい煙や粉じん，自動車の
排出ガスなどが挙げられる。

主な大気汚染物質である二酸化いおう，二酸
化窒素，浮遊粒子状物質，一酸化炭素，光化学
オキシダント等の 11 物質については，「環境基
本法」等に基づき，生活環境を保全し，人の健
康を保護するうえで望ましい基準（環境基準）
が設定されている。

光化学オキシダントの環境基準が未達成であ
ることから，その原因とされている揮発性有機
化合物や自動車排出ガスの規制強化がなされて
いる。さらに，微小粒子状物質（ＰＭ 2.5）につ
いては，25 年２月に「注意喚起のための暫定的
な指針」が設定されている。

２　騒音・振動対策
騒音・振動は直接人間の感覚を刺激するた

め，感覚公害と呼ばれ，人体に対して感覚的，
心理的影響を与えることが多く，生活環境を保
全するうえで重要な問題であり，それぞれ苦情
の対象となることが多い。

騒音は，※典型７公害の中で大気汚染，悪臭
に次いで苦情が多い。発生原因は，工場・事業
場，建設作業の騒音が依然として大きな比重を
占めている。

振動は，機械施設の稼働や車両の運行等によ
り発生し，騒音を伴うことが多い。発生原因は，
騒音と同様に建設作業，自動車等の交通機関，
工場・事業場に起因するものが多い。

３　悪臭対策
悪臭は，人の嗅覚により直接感じられるう

え，発生源が比較的身近にあることが多く，毎
年，典型７公害の中では大気汚染に次いで苦情
が多い。発生原因は，畜産農業に関するものが
多く占めている。

４　アスベスト対策
天然の鉱物繊維であるアスベスト（石綿）

は，熱，摩擦，酸やアルカリにも強く丈夫で変
形しにくいため，建築材料をはじめ，様々な製
品に使用されてきた。

一方，その繊維は極めて細く，軽いため飛散
しやすく，人が吸入すると肺がんや悪性中皮腫
などの原因となることから，アスベスト製品の
製造・使用が禁止されているほか，「労働安全
衛生法」，「大気汚染防止法」，「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」などにより飛散防止措置
が講じられている。

また，石綿による健康被害の迅速な救済を図
るため，「石綿による健康被害の救済に関する
法律」が 18 年３月 27 日に施行されている。

５　水環境の保全
河川の水質については，一部の中小河川では

依然として改善が十分ではないため，工場・事
業場に対し，排出水の適正処理等の指導を行う
とともに，生活排水対策として，下水道の整備
等を推進している。

また，湖沼については汚濁機構の解明に努め
ており，霞ヶ浦（北浦，常陸利根川を含む。以下
同じ。），涸沼及び牛久沼については水質保全計
画を策定し，総合的な浄化対策を推進している。

６　土壌・地盤環境の保全
鉱山等の影響による農用地の土壌汚染に対応

するため，昭和 45 年 12 月に「農用地の土壌の
汚染防止等に関する法律」が制定された。

また，近年，有害廃棄物や化学物質などによ
る市街地の土壌汚染が懸念されたことから，15
年２月に「土壌汚染対策法」が施行され，工場・
事業所等の跡地において，汚染状況調査や浄化
対策が講じられるようになったほか，22 年４月
からは土壌汚染状況を調査させ，土壌汚染の拡
大防止に努めている。地盤環境においては，各
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１　霞ヶ浦の概況
霞 ヶ 浦 は， 県 南 東 部 に 位 置 し， 湖 面 積

220 km2 流域面積 2,157 km2 に及ぶ我が国第２
位の大きさの湖であり，大小 56 の河川・水路
が流入している。最大水深は約７m，平均水深
約４mと非常に浅く水質汚濁が進行しやすい。
昭和 40 年代半ば以降，流域人口の増加や社会
経済活動の進展に伴い※富栄養化による水質汚
濁が進行し，利水や環境保全の面で様々な障害
をもたらしてきた。霞ヶ浦の富栄養化を防止し，
環境保全を図るため，昭和 57 年に「霞ケ浦の
富栄養化の防止に関する条例」を施行し，同時
に「霞ヶ浦富栄養化防止基本計画」を策定して，
窒素・りんの流入の削減に努めてきた。

さらに，昭和 60 年 12 月には「湖沼水質保全
特別措置法」に基づき霞ヶ浦が指定湖沼として
指定され，昭和 62 年３月から５期 25 年にわた
り「霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画」に基づく
浄化対策を実施し，24 年３月には第６期計画を
策定した。19 年３月には，「霞ケ浦の富栄養化
の防止に関する条例」を「霞ケ浦水質保全条例」
として全面的に改正のうえ，19 年 10 月より施
行し，各種汚濁源に対する規制等の措置を総合
的，計画的に推進している。

２　涸沼の概況
涸沼は，鉾田市，茨城町及び大洗町の１市２

町にまたがり，霞ヶ浦に次ぐ面積（9.35 km2）
を有し，那珂川の河口から涸沼川の下流部を通

じて潮汐の影響を受け，平水時に約 0.3 mの水
位変動がみられる汽水湖である。

主な流域河川は，涸沼川，涸沼前川，寛政
川，大谷川，石川川で，流域面積は約 439 km2

である。水深は，平均 2.1 m（最大 6.5 m）と浅
く，流域面積に比べて湖容積（２千万m2）が小
さいので，流域の影響を受け易い湖と考えられ
る。

利水については，釣りや観光等のレクリエー
ションの場やヤマトシジミ等の漁場に利用され
ている。涸沼の水質保全に向けた各施策は，第
３期涸沼水質保全計画（22 年 12 月策定）に基
づき，総合的かつ計画的に推進している。

３　牛久沼の概況
牛久沼は県南部の龍ケ崎市西部に位置し，古

くから農業用水の水源として利用され，面積
6.52 km2，平均水深１m（最大３m），湖容積
650 万m3 と浅く，小さい湖沼である。また，牛
久沼には，谷田川，西谷田川など５河川が流入
している。流域は４市（龍ケ崎市，牛久市，つ
くば市，つくばみらい市）にまたがり，近年，
つくばエクスプレスの沿線開発など都市化の進
展などに伴い，水質の悪化が懸念される状況で
ある。利水については，農業用水に加え，レク
リエーションや親水の場として周辺の公園整備
等が進んでいる。また，昭和 40 年代にはワカ
サギ，フナを中心に年間 100 ｔ前後の漁獲量が
あったが，現在は大幅に減少している。牛久沼

種産業の発展，生活水準の向上等に伴い水需要
が増大し，また深井戸さく井技術が発達したこ
ともあり，さらに，森林，水田等の減少や，都
市化等の不浸透域の拡大も相まって地盤沈下が
生じている。

本県の地盤沈下は，利根川の旧河道の沖積層
を中心に県南・県西地域で続いているが，「地
下水の採取の適正化に関する条例」などの揚水
の規制，指導により，地盤沈下防止対策を推進
している。

７　化学物質環境リスク対策
化学物質は，その利便性や科学技術の高度化

により多種多様なものが生産され，工場・事業
場等から日常生活まで，広く使用・消費・貯

蔵・廃棄されている。
これらの化学物質の中には，自然的には分解

しにくいばかりか，生物の体内に蓄積されやす
く，人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれ
のあるものもある。近年，ごみ焼却場から生成
されるダイオキシン類による人の健康への影響
や，内分泌撹乱化学物質，いわゆる環境ホルモ
ンの影響によると思われる野生生物の生殖異常
の報告などが社会的に大きな問題となるなど化
学物質に対する県民の関心は高くなっている。

このような化学物質について，大気や水，土
壌といった環境中の存在，人や生態系への影響
などの実態把握に努めながら人や生態系への有
害な影響を及ぼす恐れを総体として低減（管
理）対策を進めている。

第４　湖沼環境保全対策の推進  
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の水質保全に向けた各施策は，第３期牛久沼水
質保全計画（25 年３月策定）に基づき，総合的
かつ計画的に推進している。

４　森林湖沼環境税活用事業の実施
霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川の水質保全

のため，20 年度から森林湖沼環境税を導入し，

下水道等への接続率向上対策や高度処理型浄化
槽の設置促進対策などの生活排水対策，循環か
んがいによる農地からの流出水対策，水環境保
全に関する県民意識の醸成のため小中学生等を
対象とした霞ヶ浦湖上体験スクール，アオコ対
策など，様々な事業を実施している。

課税期間を 25 年度から５年間延長した。

「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済
システムに支えられてきた現在の豊かで便利な
生活は，身近な環境問題，特に廃棄物問題を引
き起こしている。このため，１人ひとりがライ
フスタイルを見直すことにより，持続可能な循
環型社会を構築し，次の世代に良好な環境を引
き継いでいく必要がある。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄

物処理法）は，昭和 45 年のいわゆる「公害国
会」において，他の公害関係法とともに成立し
た。

それまで市街地区域を中心とする汚物の処理
を規定していた「清掃法」を全部改正し成立し
た廃棄物処理法は，経済社会活動の拡大等に伴
い大都市圏を中心に膨大な産業廃棄物が排出さ
れるようになり環境の汚染をもたらしているこ
となどを考慮して，①事業者の産業廃棄物の処
理責任を明確にし，②産業廃棄物についての処
理体系を確立する等現状に即した廃棄物の処理
体系を整備し，③生活環境の保全及び公衆衛生
の向上を図ることが目的とされた。

しかしながら，廃棄物の発生量は高水準で推
移し，改正された廃棄物処理法やその後制定さ
れた容器包装リサイクル法（７年６月）の導入
でもそれほどの減量化効果がみられず，最終処
分場の不足や不法投棄の増大など，廃棄物を取
り巻く情勢は深刻な状況が続いた。

このため，国においては，12 年６月に「循
環型社会形成推進基本法」を初めとして，建設
リサイクル法，食品リサイクル法の制定，廃棄
物処理法の改正など６つの法律の制定，改正を
行い，既に制定されていた容器包装リサイクル
法や家電リサイクル法を含めて，循環型社会に
向けた基本的法体系を整備した。その後，使用
済み自動車のリサイクル・適正処理を図るため

に，「使用済み自動車の再資源化等に関する法
律」（自動車リサイクル法）が制定され，17 年
１月から本格施行されている。さらに，小型家
電に使用された有用金属の再資源化を推進する
ために「使用済み小型電子機器等の再資源化の
促進に関する法律」（小型家電リサイクル法）が
制定され，25 年４月から本格施行されている。

本県では，従来から一般廃棄物の処理につい
ては，ごみ処理の広域化計画（10 年）や，第１
次ごみ減量化行動計画（５年），ついで第２次
計画（10 年）を策定し，産業廃棄物の処理につ
いては，昭和 50 年に第１次計画を，次いで第
２次（昭和 55 年），第３次（昭和 61 年），第４
次（４年），第５次（８年）と産業廃棄物処理
計画を推進してきた。さらに，12 年に廃棄物処
理法が改正されたのを受けて，本県が抱える廃
棄物の諸問題に対し，適切に対処し循環型社会
の形成を図るため，13 年に第１次廃棄物処理計
画（13 年度〜17 年度），17 年度に第２次廃棄物
処理計画（18 年度〜22 年度）を定め取り組ん
できた。23 年４月には，国の動向や，関係者の
取組の進展等を踏まえ，環境と経済が調和した

「循環型社会の形成」を進めることを基本理念
とした，23 年度から 27 年度を計画期間とする
第 3 次廃棄物処理計画を策定した。また，県内
の産業廃棄物の最終処分場の残余容量が少なく
なったため，笠間市福田地内に公共処分場「エ
コフロンティアかさま」を整備した（17 年８月
１日開業）。本施設は，安全性を優先した最先
端の技術による最終処分場や溶融処理施設等に
加え，本格的な環境学習施設を備えており，廃
棄物の減量化の様々なリサイクルに対応する，
循環型社会の形成に向けた全国のモデル施設と
なるものである。

第５　資源の有効利用と廃棄物の適正処理  
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自 然 公 園 名 称 公園面積（ha） 特別地域面積（ha）

水 郷 筑 波 国 定 公 園 31,801 31,019

水 戸 県 立 自 然 公 園 300 0

大 洗 県 立 自 然 公 園 2,543 1,116

太 田 県 立 自 然 公 園 2,784 878

花園花貫県立自然公園 24,826 2,656

奥 久 慈 県 立 自 然 公 園 10,410 2,321

御 前 山 県 立 自 然 公 園 7,380 1,593

笠 間 県 立 自 然 公 園 3,969 629

吾国愛宕県立自然公園 3,835 674

高 鈴 県 立 自 然 公 園 3,048 3,048

合 計 90,896 43,934

図表 1-�　県内の国定公園，県立自然公園の面積・位置

本県の優れた自然の風景地の保護を図るとと
もに，快適な利用施設を整備して県民の保健・
休養及び教化を図ることを目的とした自然公園
については，自然的，社会的条件等の変化に鑑
み，必要に応じて公園計画の見直しを進め，適
正な保護管理と利用を促すため施設の整備を
行ってきた。現在，水郷筑波国定公園と９か所
の県立自然公園があり，面積は 90,896 haと県土
面積の 14.9 ％となっている。

昭和 48 年には，「自然環境保全法」の制定を
受けて，「自然環境保全条例」を施行し，それ
に基づき，茨城県自然環境保全審議会が設置さ
れた。同年，本県における自然環境の保全に対
する基本的な考え方や保全の実施に関する基本
的事項を定めた「茨城県自然環境保全基本方針」
を公表した。また，「自然環境保全条例」に基
づき，優れた天然林が占める地域等を自然環境
保全地域として，また市街地周辺の地域と一体
となって良好な自然環境を形成している地域を
緑地環境保全地域として指定を進め，これまで
に 78 か所，759.23 haを指定している。自然公
園や保全地域では，国定公園管理員や県立自然
公園指導員，自然保護指導員を委嘱して，地域
内の巡視や利用者に対する規制や利用者の案内

などを行っている。
また，９年度には平地林をはじめとする緑の

保全と活用を総合的に推進するため，「ふるさ
と茨城の森（平地林等）保全活用基本方針」を
策定した。

希少野生生物の保護を図るため，本県に生
息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物に
ついて，８年度及び 11 年度に県版レッドデー
タブックを作成し，植物編については，24 年度
に改訂を行っている。また，15 年度には，希少
野生動植物の保護のあり方について基本的な考
え方等を示した「茨城県希少動植物保護指針」
を策定した。

鳥獣保護対策については，「鳥獣の保護及び
狩猟の適正化に関する法律」，「鳥獣保護事業計
画」（５か年）に基づき，野生鳥獣の保護繁殖
を図るとともに，鳥獣と人間との共生を図るた
め鳥獣保護区等を指定した。

また，20 年度に導入した森林湖沼環境税によ
り「森林環境保全のための適正な森林整備の推
進」，「いばらき木づかい運動の推進」，「県民協
働による森林づくりの推進」の３つを施策の柱
として，健全な森林づくりに取り組む。

第６　生物多様性  
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環境白書

第2部
環境の状況並びに環境の保全及び創造に
関して平成25年度に講じた施策及び平成
26年度に講じようとする施策



図表 1-1-1　地球温暖化に伴うさまざまな影響の予測（IPCC第５次報告書ほか）

指　　標 予測される影響
平 均 気 温 2100 年までに最大 4.8℃上昇（1986 年から 2005 年に比べ）

平 均 海 面 水 位 2100 年までに最大 82cm上昇（1986 年から 2005 年に比べ）

気 象 現 象 へ の 影 響 洪水や干ばつ，熱波，豪雨など極端な気象の頻発
人 の 健 康 へ の 影 響 熱中症患者等の増加，マラリア等の感染症の拡大
自然生態系への影響 一部の動植物の絶滅，生態系の移動
農 業 へ の 影 響 多くの地域で穀物生産量が減少
水 資 源 へ の 影 響 水不足の地域の多くでさらに水資源の減少

第１　地球温暖化の現状  

第１章　地球温暖化対策の推進
第１節　地球温暖化の防止

１　地球温暖化のメカニズム
地球の温度は，太陽から届くエネルギー（日

射）と地球から宇宙に放出される熱とのバラン
スによって定まる。こうしたバランスにより，
私たちの地球は平均気温 14 ℃という人間をは
じめ生物の生存に適した環境に保たれている。
太陽からのエネルギーで暖められた地球からの
熱は，目に見えない赤外線として放出される
が，その一部を，二酸化炭素等の温室効果ガス
が吸収し，大気を暖めている。そのため，温室
効果ガス濃度が上昇すると，地球の平均気温が
上昇する。
18 世紀後半の産業革命以降，化石燃料の使

用量が増加したため，二酸化炭素濃度が急速に
上昇している。産業革命以前は約 280 ppmで
安定していた二酸化炭素濃度が 2011 年には約
391 ppmに達した。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は，

産業革命前からの気温上昇を２℃以内に抑え
るには，二酸化炭素を含む温室効果ガス濃度を
450 ppm以下に抑制する必要があるとしている
が，2011 年現在約 430 ppmに達している。
IPCC第５次評価報告書によると，1880 年か
ら 2012 年に世界の平均気温は 0.85 ℃上昇した
とされている。

２　地球温暖化による影響
上記報告書によると，現状のまま追加的な削
減努力をしない場合，今世紀末の平均気温は最
大 4.8 ℃上昇し，海面水位は最大 82cm上昇する
と予測されている。２℃の気温上昇で熱帯・温
帯地域の穀物生産量は減少し，４℃以上の上昇
では世界的な食糧危機を招く恐れがあるほか，
気象，水資源，人の健康，生態系などさまざま
な分野における深刻な影響が指摘されている。

主な環境指標
◇温室効果ガス排出量（実績／目標）単位：万※t -CO2

4,895.4（2011 年度）／4,601.4（2020 年度）
◇うち二酸化炭素　 4,720.4（2011 年度）
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図表 1-1-3　わが国の地球温暖化に対する主な取り組み

時　期 主 な 取 り 組 み
1990（平成 2 ）年10月 地球温暖化防止行動計画の策定（目標：CO2排出量　2000年以降1990年レベルで安定化　等）

1993（平成 5 ）年11月 環境基本法の制定
1994（平成 6 ）年12月 環境基本計画の閣議決定（地球温暖化防止行動計画の目標達成等）

1997（平成 9 ）年12月 京都議定書が採択，地球温暖化対策推進本部の設置
1998（平成10）年 6 月 地球温暖化対策推進大綱を決定（目標：基準年比6％削減）

1998（平成10）年10月 地球温暖化対策推進法の制定
2002（平成14）年 3 月 新たな地球温暖化対策推進大綱を決定（目標：基準年比6％削減）

2002（平成14）年 6 月 京都議定書の締結／地球温暖化対策推進法の改正（地域レベルで取組の強化や吸収源対策など）

2005（平成17）年 2 月 京都議定書の発効（地球温暖化対策推進法全面施行）

2005（平成17）年 4 月 京都議定書目標達成計画の閣議決定
2005（平成17）年 6 月 地球温暖化対策推進法の改正（排出量算定・報告・公表制度の創設等）

2008（平成20）年 3 月 京都議定書目標達成計画の改定
2008（平成20）年 6 月 地球温暖化対策推進法の改正（企業単位での報告等）

2008（平成20）年 7 月 G8 北海道洞爺湖サミットの開催／低炭素社会づくり行動計画の策定

2010（平成22）年 1 月 コペンハーゲン合意に基づき中期目標を国連に提出
（目標：2020 年までに 1990年比25％削減）

2010（平成22）年 3 月 地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（環境大臣試案）公表
2010（平成22）年 3 月 地球温暖化対策基本法案の閣議決定（中長期的な排出削減目標の設定等）

2012（平成24）年 9 月 革新的エネルギー・環境戦略の決定
2013（平成25）年 5 月 地球温暖化対策推進法の改正（2013 年以降の地球温暖化対策計画策定を明記）

2013（平成25）年11月 地球温暖化対策推進本部において新たな削減目標を決定
（目標：2020 年度までに 2005 年度比 3.8％削減）

2014（平成26）年 4 月 エネルギー基本計画（第四次）閣議決定

図表 1-1-2　京都議定書の概要

対象ガス 二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，代替フロン等３ガス（HFC，PFC，SF6）
吸収源 森林等の吸収源による二酸化炭素吸収量を算入
基準年 1990 年（HFC，PFC，SF6 は 1995 年としてもよい）

目標期間 2008 年から 2012 年の５年間
数値目標 先進国全体で少なくとも５％削減を目指す（日本△６％，米国△７％（後に離脱），EU△８％等）

京都メカニズム

国際的に協調して費用効果的に目標を達成するための仕組み
・クリーン開発メカニズム（CDM）

先進国が開発途上国内で排出削減等のプロジェクトを実施し，その結果の削減量・吸収源を排出枠
として先進国が取得できる

・共同実施（ＪＩ）
先進国同士が，先進国内で排出削減等のプロジェクトを共同で実施し，その結果の削減量・吸収源
を排出枠として，当事者国の間で分配できる

・排出権取引
先進国同士が，排出枠の移転（取引）を行う

先進国の温室効果ガス排出量の５%を削減す
るため，各国に対して，その削減目標を定め，

2008 年から 2012 年までの５年間に達成するこ
とを定めている。

3　国際的な取り組み
京都議定書の概要

京都議定書の発効を受けて，2005 年（17 年）
４月に「京都議定書目標達成計画」が閣議決定
された。わが国は本計画に基づき，京都議定書
の６％削減目標の達成に向けて，地球温暖化対
策に取り組んできた。わが国の温室効果ガス排
出量は，2008 年度から 2012 年度の５ヶ年平均
で基準年比 1.4 ％増となったが，森林吸収量の

算入（▲ 3.9 ％）や，海外との排出権取引など
京都メカニズムの活用（▲ 5.9 ％）を加味する
と基準年比▲ 8.4 ％となり，目標を達成した。
わが国は，2013 年からの京都議定書第二約束期
間には参加していないが，2020 年度の排出量を
2005 年度比で 3.8％減とする新たな目標を掲げ
て，引き続き温暖化対策に取り組んでいる。

４　わが国の取り組み
京都議定書目標達成計画の推進

14

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

第
１
章



エネルギー転換部門
（2.8）

産業部門
（71.4）

運輸部門
（10.3）

民生家庭部門
（6.5）

民生業務部門
（6.1）

産業部門
（33.6）

運輸部門
（18.5）

民生家庭部門
（15.2）

民生業務部門
（20.1）

廃棄物部門（1.4） エネルギー
転換部門
（7.1）

廃棄物部門
（2.1）

工業プロセス部門（3.3）工業プロセス部門（1.6）

全国の 排出割合（2011年度）排出割合（2011年度）
資料：環境省

茨城県の
資料：生活環境部

図表 1-1-4　県内の温室効果ガス排出量の推移と基準年比（万ｔ-CO2）

基準年
平成２年度
（1990）

平成８年度
（1996）

平成18年度
（2006）

平成20年度
（2008）

平成21年度
（2009）

平成22年度
（2010）

平成23年度
（2011）

構成比
（2011）

基準年比
（2011）

CO2 4,841.7 5,046.4 4,890.3 4,834.5 4,760.9 4,779.1 4,720.4 96.4% −2.5%
CH4 61.7 61.6 51.3 51.2 50.7 50.6 50.0 1.0% −19.0%
N2O 78.7 74.6 60.9 56.5 53.9 51.0 50.6 1.0% −35.7%
HFC ― 8.2 31.7 78.6 44.7 46.3 49.1 1.0% 498.8%
PFC ― 6.2 35.6 23.3 15.2 11.3 14.0 0.3% 125.8%
SF6 ― 33.8 14.0 19.9 9.0 9.3 11.2 0.2% −66.9%
合計 5,030.3 5,230.8 5,083.9 5,064.0 4,934.4 4,947.6 4,895.4 100.0% −2.7%

HFC，PFC，SF6 の基準年は平成 8 年度。端数処理の関係で合計が一致しないことがある。

図表 1-1-5　二酸化炭素部門別排出割合

2011 年度における県内の温室効果ガス排出量
は 4,895 万４千トン（CO2 換算）であり，排出
量のガス別内訳を見ると，CO2 が全体の 96.4 ％
と大部分を占め，次いで一酸化二窒素（N2O）
が 1.0 ％，メタン（CH4）が 1.0 ％，ハイドロ
フルオロカーボン類（HFC），パーフルオロ
カーボン類（PFC），六ふっ化硫黄（SF6）が計

1.5 ％となっている。本県の排出削減目標にお
ける基準年（1990 年度，ただし，代替フロン
等３ガス（HFC・PFC・SF6）については 1996
年度）の排出量（5,030 万３千トン）と比べ，
2.7 ％減少している。本県の温室効果ガス排出
量は，全国の排出量の約 3.7 ％に相当する。

５　県内の温室効果ガス排出量の概要

2011 年度における温室効果ガスのうちCO2 に
ついて見ると，排出量は 4,720 万４千トンであ
り，基準年と比較すると 2.5 ％減少している。
ただし，CO2 排出量の構成を見ると，産業部門
が最も多く 71.4 ％を占めており，ほか運輸部門
（自動車，船舶等）が 10.3 ％，民生家庭部門が
6.5 ％，民生業務部門が 6.1 ％となっている。
2011 年度におけるCO2 排出量の構成を全国と

比較すると，本県が鉄鋼，石油化学製品生産県
であることから，産業部門の比率が全国の２倍
以上となっているのが大きな特徴である。
なお，本県のCO2 排出量については，排出係
数を毎年度固定して算定しているため，東日本
大震災後の火力発電所の稼働増に伴う電気の排
出係数悪化の影響は反映されていない。
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第２　地球温暖化防止に関する施策  
１　温室効果ガス排出抑制対策

（１）地球温暖化防止行動計画（平成18年度〜22年度）
本県では，６年５月に，「地球温暖化防止行
動計画」を策定し，県民，事業者，行政など各
主体における環境への負荷を低減させる行動の
促進に取り組んできたところであるが，京都議
定書の発効等を受け，より実効性の高い地球温
暖化対策を推進するため，18 年２月，計画の改
定を行った。同計画では，22 年度（2010 年度）
における温室効果ガスの削減目標を基準年比マ
イナス 4.6 ％とし，産業・運輸・民生などの部
門ごとの目標も設定するとともに，各種施策の
充実に加え，事業者や県民に期待される取り組
みなどを盛り込んだ。

（２）地球温暖化対策実行計画の推進
「地球温暖化防止行動計画」の計画期間の終
了に伴い，新たな計画である「地球温暖化対策
実行計画」を策定した。本計画は地球温暖化対
策推進法第 20 条の３に規定する本県の「地方
公共団体実行計画（区域施策編）」として位置
付けている。

ア　削減目標
○ 2020年度までに基準年（1990年度）から
8.5 ％〜15.2 ％削減
（国の削減目標（当時）「国内対策分 15 ％
〜25 ％」に相当）

イ　「いばらき型グリーンニューディール」
を推進するための方策
○対策の推進に係る基本方針
『県民総ぐるみによる対策の推進』
○対策に係る３つの基本理念
①環境保全と経済成長の両立
②低炭素社会の実現に向けた高循環の創出
③本県の地域特性を活かした施策の推進

ウ　対策の内容
（ア）産業部門（製造業，農業などにおけ

る省エネルギー対策など）
○大規模排出源対策プロジェクト
・温室効果ガス排出削減計画書制度の
創設など

○エコ事業所プラスプロジェクト
・産業，業務部門の中小規模事業所の
温暖化対策の推進

○農業の低炭素化推進プロジェクト
・農業分野における温暖化対策の推進

（イ）業務部門（オフィス等における省エ
ネルギー対策の推進など）

○大規模建築物省エネ高度化プロジェクト
・大型ビルの環境性能の向上など

（ウ）家庭部門（住宅の環境性能の向上や
ライフスタイル転換，省エネ行動の
促進など）

○エコ住宅化推進プロジェクト
・住宅の省エネルギー対策の推進など

（エ）運輸部門（交通機関の環境負荷低減，
次世代自動車の導入促進など）

○環境に配慮した自動車利用推進プロ
ジェクト
・エコドライブの推進，次世代自動車
の普及など

（オ）廃棄物部門（廃棄物の発生抑制，再
使用，再生利用（３Ｒ）の推進）

（カ）再生可能エネルギーの活用（再生可
能エネルギーの率先導入，家庭や事
業所などの普及拡大など）

○ＭＷ（メガワット）級再生可能エネル
ギー導入促進プロジェクト
・大規模再生可能エネルギー事業者誘
致など

（キ）森林吸収源対策（森林の適切な管理
による吸収源の保全と拡大）

○森づくり推進プロジェクト
・間伐等森林整備，森林吸収量等認証
制度の創設など

（ク）地球温暖化への適応策（温暖化の影
響への適応策の推進）

（ケ）総合的に進める施策（低炭素な地域
づくり，環境産業の育成，環境教育
の推進など）

○CO2「見える化」プロジェクト
・温暖化対策の効果等の分かりやすい
表示など

○低炭素な地域づくりプロジェクト
・低炭素モデル街区の形成など
○環境産業育成プロジェクト
・中小企業の支援，新技術の創出など
○人づくりプロジェクト
・人材育成，環境教育・学習の推進など

エ　計画の推進に当たって
○県民総ぐるみによる地球温暖化対策を推
進するためには，県，市町村，県民，事
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業者，NPO・団体，大学・研究機関等の
各主体がそれぞれの責任と役割を果たし
つつ，互いに緊密な連携を図っていくこ
とが重要である。このため，各主体の役
割と連携・協働の在り方を踏まえた，本
計画を着実に推進するための推進体制を
構築し，進行管理を行う必要がある。

（３）家庭の省エネルギー対策
事業者，団体，行政等が一体となって，家庭

の省エネ行動促進のための具体的方策を検討・
実施するとともに，各家庭が行った省エネ行動
を登録できる仕組みをWeb上に構築し，CO2 排
出削減量の見える化を図った。
さらに，診断員が家庭のエネルギー使用状況

を無料で診断し，効果的な省エネ対策をアドバ
イスする「うちエコ診断」を実施するとともに，
クールシェアやウォームシェアの協力施設紹介
や環境関係のイベント情報，電気自動車充電設
備設置場所等，家庭の省エネに役立つ情報を発
信した。

（４）中小企業の省エネルギー対策
中小企業の省エネルギー対策を支援するた

め，専門のアドバイザーを無料で派遣する「中
小企業省エネルギー診断」を実施した。診断に
より中小企業が現状や問題点を把握し，改善策
に取り組むことで，エネルギーコストの削減や
温室効果ガス排出量の削減を図った。

（５）普及啓発
夏と冬の省エネキャンペーンの実施や，地球

温暖化防止活動推進センター等と連携した広報
活動などを通じて，地球温暖化の現状や県民，
事業者の温暖化対策に関する普及啓発に取り組
んでいる。
特に 23 年の東日本大震災以降は，電力需給

対策として，県民総ぐるみの節電対策を展開
し，県内一斉街頭キャペーンの実施や節電セミ
ナーなどを通じて，県民や事業者に節電を呼び
かけている。

ア　地球温暖化防止活動推進センター
16 年 10 月，地球温暖化対策推進法に基づ
き（社）茨城県公害防止協会（現（一社）茨
城県環境管理協会）をセンターに指定
（センターの事業）

・地球温暖化防止に係る普及啓発
・温室効果ガス排出等に係る各種支援・相談
・地球温暖化対策の推進を図るための調査
分析結果の情報提供　等

イ　地球温暖化防止活動推進員
26 年３月末現在，250 名に委嘱 任期２年間
（推進員の活動）
・日常における地球温暖化防止活動の実践
・各種会合の場における地球温暖化防止の
普及啓発
・温室効果ガス排出の抑制等の助言・相談
等

（６）地球環境保全行動条例に基づく特定事業場
７年３月に，「地球環境保全行動条例」を制定
し，すべての主体が環境への負荷を低減するた
めの具体的行動として，省エネルギー，省資源，
ごみの散乱防止，緑化の４つを規定している。
同条例に定める特定事業場に対して，地球環境
保全行動に関する計画を定めて推進することや，
定期報告書の提出について指導している。

（７）茨城エコ事業所登録制度
本県の温室効果ガス排出量の７割を占める産
業部門等の事業者の環境に配慮した取り組みを
推進するため，中小事業者でも手軽に導入でき
る環境マネジメントシステムとして普及を図っ
た。
〇登録　1,879 事業所（26 年３月末）
〇主な取り組み項目
・冷暖房の温度調節
・エコドライブの実施
・廃棄物の減量化やリサイクル
・省エネ機器の導入や自然エネルギーの活
用等

（８）市町村の取り組み
市町村においても，環境負荷の低減，循環型
社会の構築を掲げ，再生可能エネルギーや省エ
ネルギーへの取り組み，資源の有効利用などを
通じて地球温暖化対策に取り組んでいるところ
が増加している。
25 年 10 月１日現在，地球温暖化対策地方公
共団体実行計画（事務事業編）を策定している
のは県内 38 市町村，同（区域施策編）は 11 市
町村である。
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２　二酸化炭素の吸収源対策
森林は，その成長のなかで，大気中の二酸化
炭素を吸収し，幹や枝などに炭素を長期間にわ
たって蓄積するなど，二酸化炭素の吸収，貯蔵
庫として重要な役割を果たしている。
森林が持っている二酸化炭素吸収・固定機能
を最大限に発揮させるためには，植栽や下刈
り，間伐等の森林整備等が必要である。

このため，市町村が行う森林の整備，公共施
設等の緑化や県民・森林ボランティアによる自
主的な緑化・森林整備活動等を支援している。
なお，20 年度から導入した森林湖沼環境税の
活用により，間伐の実施や平地林・里山林の整
備を行い，25 年度では 2,316※炭素トン（CO2 換
算で 8,450 トン）の炭素吸収効果があった。

第３　今後の取り組み  
１　温室効果ガスの排出抑制対策
「地球温暖化対策実行計画」に定めた温室効
果ガス削減目標の達成に向けて，県民等に対し
ては地球温暖化防止活動推進センターや地球温
暖化防止活動推進員等と連携して，「いばらき
エコチャレンジ」や「うちエコ診断」への参
加促進や温暖化防止キャンペーンによる普及啓
発，環境学習の支援事業等を実施する。また，
家庭の省エネに役立つ情報を積極的に発信して
いく。事業者に対しては，「茨城エコ事業所登
録制度」の普及を図るとともに，省エネルギー
等の専門家を無料で派遣する「中小企業省エネ
ルギー診断事業」や省エネルギー施設・再生可
能エネルギー施設の設置又は改善のための低利
融資制度の活用により，中小企業における温暖

化対策を促進する。（詳細 p115）
そのほか，市町村や地域での取り組み促進の
ため，地球温暖化対策地方公共団体実行計画の
策定支援等を行う。

２　二酸化炭素の吸収源対策
森林湖沼環境税を活用した間伐の実施や，市
町村が行う森林の整備等に対して支援するとと
もに，公共施設等の緑化や県民・森林ボラン
ティアによる自主的な緑化・森林整備の促進に
より，二酸化炭素の吸収源対策としての森林整
備を図る。また，公共施設等への県産材利用に
対して助成し，木材の利用拡大による炭素の長
期固定に努める。
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第２節　再生可能エネルギーの利用と導入促進
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図表 1-2-1　県の最終エネルギー消費の推移（TJ）

図表 1-2-2　全国の最終エネルギー消費の推移（PJ）

第１　エネルギーの現状  
エネルギーは国民生活や経済活動の基盤をな

すものであり，その安定供給を図るとともに，
エネルギー起源の二酸化炭素の排出を抑制する
など環境への適合を図りつつ，効率的な利用を
進めることは緊急かつ重要な課題となってい
る。

１　最終エネルギー消費の推移
県の最終エネルギー消費は，1990 年代以降，

景気変動の影響を受けつつも概ね増加基調で推
移してきた。

近年は，世界的な景気後退により大きく減少
した後，景気回復等により増加に転じていた
が，2011 年度は，東日本大震災後の生産量の
減少や節電効果により 595,838 TJと大きく減少
し，全国の最終エネルギー消費量 14,527 PJに占
める比率は 4.1 ％となっている。
部門別のエネルギー消費動向をみると，産業
部門のエネルギー消費量が，茨城県全体のエネ
ルギー消費量の約７割を占め（日本全体では
約４割），うち約９割が製造業におけるエネル
ギー消費となっている。
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図表 1-2-3　県内の主な再生可能エネルギーの導入量

種　　類 24 年 6 月末
時点の導入量

26 年 1 月末
時点の導入量

（参考）利用可能量
設備容量 発電電力量

太 陽 光 発 電
住 宅 用 8.6 万 kW 16.1 万 kW 136 万 kW 14 億 kWh
非住宅用 1.5 万 kW 27.3 万 kW 74 万 kW 7 億 kWh
小　　計 10.1 万 kW 43.4 万 kW 210 万 kW 21 億 kWh

風力発電 8.8 万 kW 10.4 万 kW 18 万 kW 3 億 kWh
バイオマス発電 8.5 万 kW 8.8 万 kW 19 万 kW 8 億 kWh
中小水力発電 1.8 万 kW 1.8 万 kW 2 万 kW 1 億 kWh
合　　計 29.3 万 kW 64.5 万 kW 249 万 kW 33 億 kWh

（出所：茨城県「茨城県クリーンエネルギー資源量・活用実証調査」などより作成）

２　再生可能エネルギー導入状況
再生可能エネルギーは，一度利用しても比較
的短期間に再生が可能であり，資源が枯渇しな
いエネルギーである。現状では，その特性とし
て不安定であることや，コストが高いなどの課
題があるものの，国内で調達可能であり，環境
負荷が小さいことなどから，今後，最大限の活
用が必要とされている。

本県内では，近年，住宅用太陽光発電設備の導入
が進むとともに，大規模太陽光発電施設（メガソー
ラー）や国内初の洋上風力発電所，大規模木質バイ
オマス発電施設など，民間事業者などによる大規模
再生可能エネルギー施設の導入が進んでおり，古く
から活用されてきた水力発電も含めると，発電設備
容量で約64.5万キロワットの再生可能エネルギーが
導入されている。（平成26年１月現在）。

第２　エネルギーに関する施策  
１　茨城県次世代エネルギーパーク
県民等のエネルギーに対する関心・理解の促
進等を目的とした，県内に立地する多様なエネ
ルギー施設を紹介・案内する事業。関係企業・
研究機関等で構成する「茨城県次世代エネル
ギーパーク推進協議会」により運営されており，
環境教育や研修等での活用が期待される。

２　再生可能エネルギーの導入促進
県中央水道事務所やカシマサッカースタジア
ムなどで太陽光発電を，鹿島下水道事務所で風
力発電を導入するなど，県有施設での再生可能
エネルギーの活用を図っている。
また，東日本大震災や原子力発電所事故を踏
まえ，災害に強い自立・分散型エネルギーの重
要性が高まっていることから，地域グリーン

ニューディール基金を活用し，土木事務所や県
立高校など，防災拠点である県有施設 45 施設
に再生可能エネルギー及び蓄電池等を導入した
ほか，防災拠点である市町村有施設や民間施設
に再生可能エネルギー及び蓄電池等を導入する
事業に対して補助を実施し，災害に強く環境に
やさしい地域づくりを推進した。

３　新エネルギー分野における産業促進
県内産学官の結集により，環境・新エネルギー

分野などの成長産業への中小企業の参入を促進す
る「いばらき成長産業振興協議会」において，風
力発電や地中熱利用等に関する国・業界・研究機
関等の動向に関する情報提供や，大手企業等との
交流を実施している。

第３　今後の取り組み  
県では，東日本大震災後の様々なエネルギー
問題や国のエネルギー政策の見直し等を踏まえ，
26年５月，県のエネルギー施策の新たな指針と
なる『いばらきエネルギー戦略』を策定した。
今後は，「安全安心なエネルギー供給体制の
構築」，「再生可能エネルギーの導入拡大」，「省
エネルギー対策の推進」，「グリーンイノベー
ションの推進」を基本方針とする本戦略に基づ

き，『エネルギー先進県』の実現を目指す。
特に，再生可能エネルギーについては，「メガソー

ラーの導入促進」，「大規模洋上ウインドファームの
実現」，「地域エネルギー資源（木質バイオマス，小
水力等）の活用促進」，「藻類バイオマスエネルギー
の実用化」など，本県ならではの取り組みを重点プ
ロジェクトとして位置付け，地域の活性化や災害に強
い地域づくりと結びつけながら，導入促進を図る。
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トピックス 「いばらきエコチャレンジ」推進プロジェクト

−CO2 削減量の「見える化」による家庭の省エネルギー対策−

茨城県の 2011 年度の二酸化炭素排出量の部門別構成比を見ると，産業部門が 71.4 パーセント
を占め，運輸部門が 10.3 パーセント，家庭部門が 6.5 パーセントと続きます。
一方，1990 年度の排出量と比較すると，産業部門が 6.7 パーセント減少しているのに対し，家

庭部門は 15.3 パーセント増加しており，家庭における省エネ対策が重要になっています。
そのため県では，「いばらきエコチャレンジ」推進プロジェクトとして，CO2 排出削減量の「見

える化」による家庭の省エネルギー対策を推進しています。

○いばらきエコチャレンジWeb
ご家庭で省エネにチャレンジし，実績を登録すると，その効果（CO2 排出削減量）が表示

（見える化）されるホームページです。「夏の冷房時の室温は 28 ℃を目安に」「入浴は間隔をあ
けずに」など，日常生活で簡単にできる様々な取組を紹介しており，それをクリックするだけ
で簡単に実績が登録でき，CO2 排出量が表示されます。気軽に取り組める仕組みとなっており，
省エネ対策の入門編と言えます。

○うちエコ診断
もっと省エネに取り組みたいという方には「うちエコ診断」という制度を用意しています。
これは，県が派遣する診断士が，それぞれの家庭のエネルギー使用量や光熱費などの情報をも
とに，ライフスタイルに合わせた省エネ対策を提案するもので，より大きな効果が期待できま
す。電気やガスの料金が値上がりする中，家計の負担軽減につながる省エネ対策の上級編です。

いずれもCO2 排出削減量の「見える化」という形で省エネの効果を把握できますので，取り組
みやすいのではないでしょうか。
みんなで省エネにチャレンジして，家庭からのCO2 排出を減らしていきましょう。

　　県環境政策課　電話 029−301−2939
　　　　　　　　　ホームページ　http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/
問問

「いばらきエコチャレンジWeb」の画面の例
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ばい煙発生
施設数
5,928

揮発性有機
化合物排出施設数

230

一般粉じん
発生施設数
2,449ボイラー

（64.3％）

印刷回路用
銅板等に係る
接着乾燥施設
　　（31.7％）

ベルトコンベア及び
バケットコンベア
（62.1％）

堆積場
（16.5％）

破砕機
磨砕機
（10.9％）

ふるい
（10.0％）

コークス炉
（0.4％）

印刷乾燥施設
（グラビア印刷）
  （16.5％）塗装施設

  （13.9％）

塗装乾燥施設
（12.6％）

貯蔵タンク
（4.8％）

その他
（6.6％）

溶剤使用化学
製品乾燥施設
  （13.9％）

ディーゼル機関
（15.6％）

金属加熱炉
（3.8％）

乾燥炉
（3.2％）

ガスタービン
（3.4％）

廃棄物焼却炉
（2.5％）

その他
（7.2％）

第１　大気環境の現状  

第２章　地域環境保全対策の推進
第１節　大気環境の保全

１　大気環境の概要
大気環境を悪化させる要因として，工場・事
業場等から排出されるばい煙や粉じん，自動車
の排出ガスなどが挙げられる。
工場・事業場等の固定発生源については，

「大気汚染防止法」及び「生活環境の保全等に
関する条例」に基づき立入検査を行い，法令等
の排出基準等の遵守を指導している。また，鹿
島，筑波及び常陸那珂地域の主要工場・事業場
と「公害防止協定」を締結するなど大気汚染物
質排出抑制の強化を図っている。
25 年度の大気環境測定結果は，二酸化いお
う，二酸化窒素，※一酸化炭素については，す
べての測定局で環境基準を達成した。一方，
※浮遊粒子状物質は 38 測定局中３測定局にお
いて，微小粒子状物質は６測定局中４測定局に
おいて，光化学オキシダントはすべての測定局
で，環境基準が非達成であった。
また，ベンゼン等の有害大気汚染物質につい
ては，すべての調査地点で環境基準を達成して
いる。

２　大気汚染発生源の状況
大気汚染物質の発生源は工場・事業場等の固
定発生源と，自動車，船舶等の移動発生源の２
つに大別される。

（１）固定発生源
固定発生源のうち「大気汚染防止法」に定め
るばい煙発生施設の届出数は，26 年３月末現在
で工場・事業場数 2,077，施設数 5,928 となって
おり，種類別ではボイラーが圧倒的に多く，全
体の 64.3 ％を占めている（図表２−１−１）。
揮発性有機化合物排出施設の届出は，26 年３
月末現在で工場・事業場数は 67，施設数 230 と
なっており，種類別では，印刷回路用銅板等に
係る接着乾燥施設で全体の 31.7 ％を占めてい
る（図表２−１−２）。一般粉じん発生施設の
届出数は，26 年３月末現在で工場・事業場数
289，施設数 2,449 となっており，種類別では，
ベルトコンベア及びバケットコンベアで全体の
62.1 ％を占めている（図表２−１−３）。
なお，特定粉じん（石綿）発生施設を有する
工場・事業場については，17 年９月までに全施
設が廃止になっている。

（２）移動発生源
自動車，船舶，航空機等の移動発生源のう
ち，自動車が大気汚染の大きな要因となってい
る。
県内の自動車登録台数は，25 年３月末では約
165 万台となっている。

主な環境指標
◇大気汚染に係る環境基準の達成率（一般環境大気測定値）
　（25 年度） 二酸化いおう 100％　二酸化窒素 100％
 一酸化炭素 100％　浮遊粒子状物質 92.1％
 微小粒子状物質 33.3％　光化学オキシダント 0%

図表 2-1-1
ばい煙発生施設の種類別状況

（26 年３月末現在）

図表 2-1-2
揮発性有機化合物排出施設の種類別状況

（26 年３月末現在）

図表 2-1-3
一般粉じん発生施設の種類別状況

（26 年３月末現在）
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年平均値（県平均）
１日平均値の年間２％除外値（県平均）
（環境基準：0.04ppm以下）

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

15 16 17 （年度）18 19 20 21 22 23 24

0.002
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0.0030.0030.0030.003 0.003

0.005

0.009

（ppm）

0.001

0.003

25

0.010 0.010
0.012 0.012 0.011 0.011

0.013

0.009 0.009 0.009

0.020 0.020

0.026 0.026
0.024 0.024 0.023

0.021

0.021

0.027

0.010

0.020

0.030

0.005

0.015

0.025

0.035

年平均値（県平均）
１日平均値の年間98％値（県平均）
（環境基準：0.04～0.06ppm以下）

0.000

0.040

15 16 17 （年度）18 19 20 21 22 23 24 25

0.009

0.021

（ppm）

50

100
（日）

73 65 64 62
85 77

66
84

60 55

0.109
0.100 0.100 0.100

0.086
0.094 0.092

0.102 0.095
0.113

0.191

0.167

0.214

0.179 0.177
0.166

0.174 0.176

0.147
0.165

1時間値の最高値（県平均）　　　0.06ppmを超えた日数（県平均）
1時間値の最高値の範囲

0.10

0.20

0.05

0.15

0.00

0.25

15 16 17 （年度）18 19 20 21 22 23 24 25

（ppm）

53

0.081

0.146

0.114

県では，一般環境大気測定局（一般局）35 局
及び自動車排出ガス測定局（自排局）４局の合

計 39 測定局において，24 時間連続測定し，そ
の結果を中央監視局で監視している。

３　大気環境測定結果の概要

（１）一般環境大気測定局
ア　※硫黄酸化物
硫黄酸化物のうち二酸化いおうについては
環境基準が定められており，昭和 52 年以降，
県内のすべての測定局において環境基準を達
成している。
25 年度の各測定局（17 局）の二酸化いお
うの年平均値は，0.001〜0.002 ※ppmの範囲
で，その平均値は 0.001 ppmである。近年は
横ばいから減少傾向で推移している。（図表
２−１−４）。

イ　※窒素酸化物
窒素酸化物のうち二酸化窒素については環
境基準が定められており，昭和 53 年度以降，
県内のすべての測定局において環境基準を達
成している。
25 年度の各測定局（32 局）の二酸化窒素
の年平均値は，0.004〜0.016 ppmの範囲で，
その平均値は 0.009 ppmで，近年は横ばいの
傾向で推移している（図表２−１−５）。

ウ　※光化学オキシダント
光化学オキシダントについては，昭和 58
年度に４局で環境基準が達成されたが，それ
以降，県内すべての測定局で達成されていな
い。
25 年度の各測定局（30 局）の光化学オ
キシダントの１時間値の最高値の範囲は，
0.081〜0.146 ppmである。また，１時間値が
0.06 ppmを超えた日数は，21〜98 日の範囲
であった（図表２−１−６）。

図表 2-1-4　二酸化いおうの年度別推移（一般局平均）

図表 2-1-5　二酸化窒素の年度別推移（一般局平均）

図表 2-1-6　光化学オキシダントの年度別推移（一般局）
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年平均値（県平均）
１日平均値の年間２％除外値（県平均）
（環境基準：10ppm以下）

0.0
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１日平均値の年間２％除外値（県平均）
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１日平均値の年間98％値（県平均）
（環境基準：35㎍ /㎥以下）
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0.21

0.17

0.18
0.16

0.14

0.16

0.13
0.15 0.12

0.17

（ppmC）

0.11

エ　一酸化炭素
一酸化炭素については，昭和 48 年度以降，

環境基準を達成している。
25 年度の測定局（２局）の年平均値は

0.4 ppmであり，低い濃度で推移している
（図表２−１−７）。

オ　※浮遊粒子状物質
浮遊粒子状物質については，25 年度にお

いて有効測定局 34 局中 32 局で環境基準を
達成した。各測定局の年平均値は，0.016
〜 0 .013 mg/m3 の範囲で，その平均値は
0.021 mg/m3 で，近年はほぼ横ばいの傾向で
推移している（図表２−１−８）。

カ　※微小粒子状物質（ＰＭ 2.5）
微小粒子状物質については，25 年度におい

て有効測定局６局中２局で環境基準を達成し
た。
各測定局の年平均値は 12.3〜16.5 μg/m3 で

ある（図表２−１−９）。

キ　※炭化水素
15 の局において非メタン炭化水素を測定して

いるが，25年度の測定結果を見ると，12局で
「指針」の上限値 0.31 ※ppmCを超えた日がある。
なお，各測定局の午前６〜９時の年平均値は 0.06

〜0.15 ppmCの範囲で，その平均値は 0.11 ppmCで，
近年は低下傾向がみられる（図表２−１− 10）。
＊炭化水素についての環境基準は定められ

ていないが，昭和 51年８月の中央公害対策審
議会で，「炭化水素の測定については非メタン
炭化水素を測定することとし，光化学オキシ
ダント生成防止のための濃度レベルは，午前
６〜９時の３時間平均値が 0.20〜0.31 ppmC
の範囲にある」との指針が示されている。

図表 2-1-7　一酸化炭素の年度別推移（一般局平均）

図表 2-1-8　浮遊粒子状物質の年度別推移（一般局平均）

図表 2-1-9　微小粒子状物質の年度別推移（一般局平均）

図表 2-1-10　６〜９時における非メタン炭化水素の年度別
推移（一般局平均）
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年平均値（県平均）
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（２）自動車排出ガス測定局
ア　硫黄酸化物
二酸化いおうは，８年度以降，すべての局
で，環境基準を達成している。
各測定局の年平均値は，0.001 ppmであり，
近年は低下傾向にある（図表２−１− 11）。

イ　二酸化窒素
二酸化窒素は，14 年度以降，すべての局で
環境基準を達成している。
各測定局の年平均値は 0.011〜0.019 ppmの
範囲（平均値は 0.016 ppm）であり，近年は
横ばい傾向にある（図表２−１− 12）。

ウ　一酸化炭素
一酸化炭素は，昭和 48 年度以降，すべて
の局で環境基準を達成している。
各測定局の年平均値は，0.3〜0.4 ppmの
範囲（平均値は 0.4 ppm）であり，近年は低
い値で横ばいで推移している（図表２−１−
13）。

エ　浮遊粒子状物質
浮遊粒子状物質は，25年度において，有効
測定局４局中３局で環境基準を達成した。
各測定局の年平均値は，0.018〜0.023 mg/m3

の範囲（平均値は0.020 mg/m3）であり，近年
は横ばい傾向がみられる（図表２−１−14）。

図表 2-1-11　二酸化いおうの年度別推移（自排局平均）

図表 2-1-12　二酸化窒素の年度別推移（自排局平均）

図表 2-1-13　一酸化炭素の年度別推移（自排局平均）

図表 2-1-14　浮遊粒子状物質の年度別推移（自排局平均）
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年度

ベンゼン（単位：μg／m3） トリクロロエチレン（単位：μg／m3）

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

消防 下幡木 保健所 中村南 消防 下幡木 保健所 中村南

22 0.88 0.66 1.9 0.96 0.86 1.2 0.89 0.98 0.25 0.11 0.089 0.085 0.081 0.39 0.19 0.18

23 0.94 0.84 2.2 1.0　 1.1　 1.2 1.2　 1.2　 0.32 0.22 0.16　 0.16　 0.15　 0.64 0.28 0.26

24 0.79 0.69 1.6 1.1　 0.97 1.1 1.2　 1.4　 0.27 0.17 0.25　 0.26　 0.18　 0.66 0.32 0.46

25 0.62 0.63 2.0 0.98 0.82 0.74 0.90 1.0　 0.22 0.17 0.12 0.13　 0.13 0.42 0.23 0.27

環境基準 3 200

年度

テトラクロロエチレン（単位：μg／m3） ジクロロメタン（単位：μg／m3）

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

消防 下幡木 保健所 中村南 消防 下幡木 保健所 中村南

22 0.20 0.084 0.100 0.087 0.096 0.12 0.10 0.11 0.61 1.3 0.79 0.96 0.74 1.2　 0.79 0.79

23 0.19 0.20　 0.18　 0.16　 0.15　 0.20 0.20 0.19 0.91 2.6 0.92 0.73 0.86 1.5　 0.83 0.77

24 0.27 0.18　 0.15　 0.16　 0.15　 0.18 0.16 0.20 0.74 2.2 0.95 0.85 0.79 1.5　 1.1　 1.4　

25 0.09 0.07　 0.07　 0.12　 0.09　 0.09 0.11 0.11 0.70 1.9 0.62 0.60 0.86 0.94 1.1　 0.96

環境基準 200 150

年度

アクリロニトリル（単位：μg／m3） 塩化ビニルモノマー（単位：μg／m3）

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

消防 下幡木 保健所 中村南 消防 下幡木 保健所 中村南

22 0.027 0.027 0.084 0.033 0.036 0.037 0.037 0.033 <0.058 <0.058 1.4　 0.13　 0.12　 <0.058 <0.058 <0.058

23 0.030 0.044 0.038 0.030 0.039 0.040 0.034 0.048 0.057 0.11　 1.2　 0.18　 0.36　 0.054 0.067 0.065

24 0.048 0.066 0.24　 0.067 0.053 0.067 0.071 0.079 0.024 0.048 0.52 0.085 0.039 0.024 0.028 0.028

25 0.038 0.024 0.021 0.036 0.055 0.032 0.039 0.056 0.023 0.041 0.42 0.085 0.089 0.020 0.042 0.045

指 針 値 2 10

年度

水銀及びその化合物（単位：ng ／ m3） ニッケル化合物（単位：ng ／ m3）

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

消防 下幡木 保健所 中村南 消防 下幡木 保健所 中村南

22 1.9 — 0.8 — — — — 2.0 2.1 — 4.1 — — — — 2.9

23 1.7 — 2.9 — — — — 2.1 1.5 — 4.2 — — — — 2.6

24 1.6 — 1.3 — — — — 2.1 1.5 — 6.0 — — — — 2.8

25 1.6 — 1.2 — — — — 2.0 2.1 — 3.9 — — — — 3.2

指 針 値 40 25

年度

クロロホルム（単位：μg／m3） １，２−ジクロロエタン（単位：μg／m3）

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

消防 下幡木 保健所 中村南 消防 下幡木 保健所 中村南

22 0.12　 0.12　 0.15　 0.12　 0.12　 0.13　 0.12　 0.16 0.15　 0.14 1.2　 0.21　 0.18　 0.17　 0.16　 0.16　

23 0.22　 0.25　 0.18　 0.17　 0.16　 0.21　 0.23　 0.27 0.16　 0.16 0.76 0.27　 0.24　 0.18　 0.19　 0.20　

24 0.072 0.077 0.13　 0.11　 0.096 0.10　 0.14　 0.18 0.12　 0.18 0.55 0.24　 0.14　 0.13　 0.15　 0.15　

25 0.046 0.044 0.054 0.066 0.065 0.041 0.094 0.14 0.072 0.077 0.58 0.051 0.086 0.057 0.057 0.054

指 針 値 18 1.6

年度

１，３−ブタジエン（単位：μg／m3） ヒ素及びその化合物（単位：ng／m3）

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

水戸 日立
神栖

鹿嶋 筑西
土浦

消防 下幡木 保健所 中村南 消防 下幡木 保健所 中村南

22 0.15　 0.096 0.53 0.15　 0.094 0.21　 0.11 0.18 1.1 — 1.6 — — — — 1.8

23 0.10　 0.84　 0.20 0.096 0.10　 0.12　 0.11 0.13 1.7 — 1.1 — — — — 1.3

24 0.064 0.062 0.23 0.095 0.080 0.12　 0.15 0.16 1.9 — 1.5 — — — — 1.4

25 0.054 0.051 0.14 0.098 0.079 0.074 0.11 0.12 2.2 — 1.3 — — — — 1.8

指 針 値 2.5 6

注：−は未測定　指針値：今後の有害大気物質対策のあり方について（第 7次答申，第 8次答申，第 9次答申）による
　　（　）は参考値

（３）有害大気汚染物質の定期監視測定
継続的に摂取される場合には人の健康を損な
うおそれがある有害大気汚染物質の実態を把握
するため，９年７月から調査を行っている。
25 年度は 21 物質について調査を行い，環境
基準及び指針値が定められている 12 物質のう
ち，環境基準が定められているベンゼン，トリ
クロロエチレン，テトラクロロエチレン及びジ

クロロメタンの４物質はすべての測定局で環境
基準以下であった。また，指針値が定められて
いるアクリロニトリル，塩化ビニルモノマー，
水銀及びその化合物，ニッケル化合物，クロロ
ホルム，1, 2−ジクロロエタン，1, 3−ブタジエ
ン，ヒ素及びその化合物の８物質についても，
すべての測定局で指針値以下であった。

図表 2-1-15　有害大気汚染物質調査結果（22〜25 年度）
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第２　大気環境保全に関する施策  
１　大気汚染防止対策
県は，大気汚染に係る環境基準の達成・維持

を目的として，各種対策を講じている。
主要な対策としては，「大気汚染防止法」，

「生活環境の保全等に関する条例」及び「大気
汚染防止法に基づき排出基準を定める条例」に
基づく排出規制，鹿島地域などの主要企業との
「公害防止協定」の締結，立入検査による排出
基準等の遵守指導及びテレメータシステムによ
る発生源監視等を実施している。
さらに，県内に設置されている 39 局の大気

環境常時監視測定局からテレメータシステムに
より測定データを収集して大気汚染状況の的確
な把握と，光化学スモッグ注意報発令等の緊急
時における迅速な対応に努めている。

２　大気環境の監視対策
（１）大気環境監視体制の整備
「大気汚染防止法」に基づき県下の大気汚染状
況を把握するため，県は，大気環境常時監視測
定局を設置し，大気環境の常時監視を行ってい

る。25年度末現在で，一般環境大気測定局 35
局，自動車排出ガス測定局４局を設置している。

（２）連絡通報体制の整備
緊急時における連絡通報体制として，光化学
オキシダント（光化学スモッグ）の緊急時協力
工場等及び緊急事対策地域の市町村等の関係機
関についてインターネットFAXを設置し，発
令情報の伝達と対応の迅速化を図っている。

（３）定期監視及び随時監視測定
地域の大気環境保全に資するため，常時監視
以外にも大気環境の測定を定期的に行っている。
測定局での常時監視以外に 25 年度は，有害
大気汚染物質について８地点，酸性雨長期実態
について１地点，環境大気中のフロンについて
５地点で調査を行った。
なお，微小粒子状物質については，関東地方
大気環境対策推進連絡会が行う１都９県７市に
よる共同調査に参画し，広域的な汚染状態の把
握に努めている。

図表 2-1-16　観測局一覧及び光化学スモッグ予報地域区分
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図表 2-1-17　県内の※Ｋ値一覧

区　　　　　　　　　　域

Ｋ　　　　　値

一　　般
排出基準

特　　別
排出基準

茨城県
指導Ｋ値

日立市（旧十王町を除く。） 　4.5 ― 　4.0

土浦市（旧新治村を除く。），阿見町（青宿，廻戸，曙，大室，
竹来，阿見，鈴木，荒川沖，荒川本郷に限る。），かすみがう
ら市（宍倉，上稲吉，下稲吉，新治に限る。）

14.5 ― 11.0

古河市（旧古河市，旧総和町に限る。） 14.5 ― 11.0

ひたちなか市（旧勝田市に限る。） 11.5 ― 　9.0

鹿嶋市（旧鹿島町に限る。），神栖市 　4.5 2.34 ―

その他 17.5 ― 13.0

注１：この表に掲げる地域は，昭和 51 年９月１日における行政区画その他の区域または道路によって表示されたものとする。
　２：特別排出基準は昭和 49 年４月１日以降設置された施設に適用される。
　３：県の指導Ｋ値は昭和 61 年４月１日以降設置された施設に適用される。

３　工場事業場等の固定発生源対策
（１）法による規制
「大気汚染防止法」により，工場・事業場の
ばい煙（硫黄酸化物，ばいじん，有害物質（カ
ドミウム及びその化合物，窒素酸化物，塩化水
素等））及び揮発性有機化合物を排出する施設
に対しては排出基準が，また，粉じんを発生す
る施設のうち，一般粉じんについては飛散防止
のための施設構造等に関する基準が，特定粉じ
んについては敷地境界基準や特定粉じん排出作
業に係る作業基準が設けられており，それぞれ
の規制が行われている。
また，ばい煙発生施設及び特定物質（アンモ
ニア，シアン化水素等 28物質）を発生する施設
を設置している者に対し，故障，破損，その他
の事故等が発生し，特定物質が大気中に多量に
排出された場合の応急措置を義務付けている。

（２）条例による規制
「生活環境の保全等に関する条例」では，「大
気汚染防止法」で規制していないコークス炉等
７種類の施設を「ばい煙特定施設」と定め，こ
れらの施設から排出されるシアン化水素，ホス
ゲン及びホルムアルデヒドを有害物質として排
出規制をしている。また，窯業土石製品製造施
設等４種類の施設を「粉じん特定施設」と定め，
シアン化合物，ふっ素化合物，マンガン及び一
般粉じんについても排出規制を行っている。
なお，鹿島地域における塩化水素，ふっ素，
ふっ化水素及びふっ化けい素の排出基準につい
ては，「大気汚染防止法に基づき排出基準を定
める条例」において同法より厳しい上乗せ規制
を行っている。
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図表 2-1-19　ばい煙量等測定立入り検査実施結果（25 年度）

硫黄酸化物 窒素酸化物 ばいじん 塩化水素 揮発性有機化合物 計

測定項目別施設数 2
（0）

2
（0）

2
（0）

2
（0）

0
（0）

2
（0）

注：（　）は排出基準不適合数

（３）工場・事業場
ア　ばい煙の排出に係る指導基準による指導
ばい煙の排出口の高さに関する指導基準を設

定し指導を行っている。

図表 2-1-18　立入り検査実施結果（25 年度）

立
入
検
査
実
施

事

業

所

数

立
入
検
査
実
施

施

設

数

改
善
指
示
・

指
導
施
設
等

改
善
勧
告
・

命
令
等
施
設
数

ば い 煙 発 生 施 設 441 2,033 142 0

揮発性有機化合物排出施設 35 148 10 0

一般粉じん発生施設 22 309 11 0

イ　立入検査
「大気汚染防止法」及び「生活環境の保全等
に関する条例」に基づく規制基準並びに「公害
防止協定」の遵守状況を確認するため，随時，
工場・事業場の立入検査（調査）を実施し，必
要に応じ適切な改善措置を講じるよう指導して
いる。25 年度は，県内のばい煙発生施設等を対
象に延べ 498 工場・事業場の 2,490 施設につい
て一般立入検査を行い，規制基準の遵守，施設
管理の徹底等を指導した。また，２工場・事業
場の２施設についてばい煙濃度測定を含む立入
検査を行った。

ウ　発生源監視テレメータによる常時監視
鹿島臨海工業地帯を中心とした県内の硫黄酸

化物総排出量が 100 Nm3/h以上の大規模ばい煙
発生事業所については，発生源監視テレメータ
システムにより硫黄酸化物，窒素酸化物等の排
出状況等を常時監視している（26 年３月末現在
７工場）。
これにより，「公害防止協定」の遵守状況や，

緊急時におけるばい煙等の削減措置の要請等を
行える体制を整えている。

エ　緊急時のばい煙等削減措置の要請
25 年度の光化学オキシダント（光化学スモッ

グ）緊急時協力工場等（光化学スモッグ注意報
発令時に燃料使用量等の削減を要請するため
登録されている工場等）は 271 工場・事業場で
あった。

（４）有害大気汚染物質対策
継続的にせっしゅされた場合に人の健康を損

なうおそれがある有害大気汚染物質の排出を抑
制するため，ベンゼン，トリクロロエチレン及
びテトラクロロエチレンの排出施設を設置又は
これらの物質を取り扱っている工場・事業場に

対し，立入り調査や改善措置の指導を行った。
なお，ベンゼンについては，「鹿島地区にお
ける地域自主管理計画（13 年９月策定）」に基
づく削減に向けた自主取組を進め，目標削減率
（15 年度までに排出量を 11 年度比で 72％削減）
を 14 年度に達成した。

（５）大気汚染の緊急時対策
19 年度より県庁で稼働させている茨城県大気
汚染常時監視システムにより迅速な緊急時対応
を図っている。
なお，測定データは速報値として，インター
ネットにより常時公開している。

ア　硫黄酸化物
大規模発生源が集中している日立地域と鹿島
地域を硫黄酸化物の緊急時発令地域とし，硫黄
酸化物の濃度が一定以上になったときは，地域
ごとに緊急時の発令をし，発令基準に従い協力
工場に対し排出されるばい煙量の削減を要請す
ることとしている。なお，緊急時の情報は，昭
和 61 年度に３回発令されたが，それ以降発令
はない。
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イ　光化学オキシダント
（ア）緊急時対策
昭和 53 年４月に制定した「光化学スモッグ
対策要綱」（対象は 25 年３月末現在 14 地域 40
市町村）に基づき，気温が高く日射が強いこと
などからオキシダント濃度が高くなる４月から
10 月までを光化学スモッグ発令期間として，光
化学スモッグ発生予測を行い，当日情報，翌日
情報をラジオ，新聞等の報道機関を通じて広く
県民に周知している。
光化学オキシダント濃度が一定の基準（１時
間値が 0.12 ppm）以上で，気象状況から汚染の
状態が継続すると予想される場合には注意報等
を発令し，①住民や工場・事業場にたいする迅
速な情報伝達，②緊急時協力工場・事業場に対
する燃料使用量等の削減措置の要請，③自動車
の使用者若しくは運転者に対する運行の自粛に
ついての協力要請等の緊急時対策措置を講じて
いる。
また，全国の大気汚染状況及び光化学オキシ
ダント緊急時の発令状況をリアルタイムで収集

配信する大気汚染物質広域監視システム（愛
称：そらまめ君）に参加している。当システム
の情報はインターネットにより一般公開されて
おり，全都道府県が参加している。
19 年度に，光化学スモッグ緊急時発令にお
ける判断時間の短縮化や通報体制の見直しを行
い，その情報が教育関係機関をはじめ，県民へ
いち早く伝達されるようになった。

（イ）光化学スモッグの発令状況
25 年度の注意報発令日数は５日で，24 年度

（３日）に比較して２日増加した。
なお，25 年度の被害届出は０件であった。本
県において光化学スモッグ対策を開始した昭和
47 年度以降の注意報発令日数が最も多かったの
は，12 年の 23 日であった。
また，全国における注意報等の緊急時発令状
況は，25 年度が 18 都府県で延日数 106 日とな
り，24 年度の 17 都府県の延日数 53 日と比べて
発生都道府県数，発令延日数ともに増加した。

図表 2-1-20　光化学スモッグ注意報発令日数の推移 図表 2-1-21　光化学スモッグ注意発令日数の推移
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図表 2-1-22　県内の低公害車登録台数

電気 メタノール CNG ハイブリッド 計
（a）

登録自動車数
（b） （a）/（b）

21 年度末 3 0 130 29,906 30,039 1,610,009 1.87%

22 年度末 95 0 131 42,819 43,045 1,600,362 2.69%

23 年度末 316 0 133 61,276 61,725 1,605,215 3.85%

24 年度末 626 0 130 87,438 88,194 1,651,913 5.34%

25 年度末 1,038 0 122 117,008 118,168 1,645,811 7.18%

資料：国土交通省関東運輸局資料により作成

４　自動車等の移動発生源対策
（１）※自動車排出ガス対策
県では，大気汚染物質やCO2 の排出の少ない

※低公害車の普及促進を図るため，県公用車に
ハイブリッド車等を率先して導入している。な
お，※自動車排出ガス対策の推進については，
「生活環境の保全等に関する条例」において，
県民の努力義務として環境負荷の少ない自動車
（低公害車）の使用促進や駐車時のアイドリン
グストップなどを規定している。

（２）電気自動車充電整備の設置促進
県内への電気自動車充電設備の計画的・効率

適な設置を図るため，充電設備の適切な設置箇
所や種類，箇所数等を示した「電気自動車等充
電インフラ整備ビジョン」を 25 年７月に策定
し，事業者等に設置を働きかけた。

（３）啓発等の推進
運輸団体，経済団体，行政などの 24 団体か

らなる「いばらきエコドライブ推進協議会」を

運営し，「急発進や急加速をしない」「アイドリ
ングストップ」など，環境負荷の軽減に配慮し
たエコドライブの普及促進に官民一体となって
努めている。　　
また，環境省が実施している星空観察など身
近な自然環境を通じて大気環境に親しめる事業
への参加を呼びかけている。

（４）道路の整備
交通渋滞を緩和・解消し，自動車の走行速度
の向上を図るため，国道や県道のバイパスや拡
幅等の整備を実施した。

（５）公共交通の利用促進
地域の貴重な移動手段であり，環境にやさし
い公共交通の維持確保を図るため，県と県内全
市町村，交通事業者及び県民団体といった関係
者が一体となって公共交通の利用促進に取り組
む「茨城県公共交通活性化会議」において，事
業所訪問による公共交通利用の働きかけなど各
種取り組みを実施した。

第３　大気環境保全に関する今後の取り組み  
１　有害物質大気汚染物質対策
大気環境の常時監視体制の充実や工場・事業

場の立入検査等を引き続き行うとともに，次の
施策について取り組んでいく。
工場・事業場等固定発生源対策大気汚染によ

る公害の未然防止を図るため，「大気汚染防止
法」，「生活環境の保全等に関する条例」及び「公
害防止協定」に基づく工場・事業場の立入検査
を実施し，ばい煙発生施設等に係る硫黄酸化物
等の規制基準の遵守状況の確認及び必要な施設
の改善指導等を行う。
また，発生源常時監視システムにより，大規

模事業所のばい煙発生状況の常時監視を行う。
有害大気汚染物質による健康影響の未然防止を
図るため，物質の有害性や大気環境濃度からみ
て健康リスクが高いとされる優先取組物質
（ベンゼン等 23 物質）について，大気環境の
実態を把握するためモニタリング調査を実施す
る。

２　光化学スモッグ，硫黄酸化物緊急時対策
光化学スモッグ及び硫黄酸化物については，
人の健康や生活環境に被害が生ずるおそれがあ
る濃度に上昇した場合，被害を未然に防止する
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市 町 名 測 定 地 点 評価方式 21 22 23 24 25 環境基準

短

期

測

定

地

点

茨 城 町
県農業大学校（H24 まで消防学校） Lden（デシベル） − − − − 41 57dB

WECPNL 63 47 64 59 （54） 70W

広浦放射能局舎 Lden（デシベル） − − − − 45 57dB
WECPNL 66 67 65 65 （58） 70W

小 美 玉 市
隠谷公民館 Lden（デシベル） − − − − 44 57dB

WECPNL 58 61 55 60 （58） 70W

下吉影南原公民館 Lden（デシベル） − − − − 58 57dB
WECPNL 71 79 74 70 （73） 70W

鉾 田 市
旭スポーツセンター Lden（デシベル） − − − − 55 57dB

WECPNL 68 67 69 69 （68） 70W

当間小学校 Lden（デシベル） − − − − 47 57dB
WECPNL 67 65 63 66 （60） 70W

行 方 市
南原生活改善センター Lden（デシベル） − − − − 50 57dB

WECPNL 64 67 63 65 （65） 70W

手賀小学校 Lden（デシベル） − − − − 40 57dB
WECPNL 59 64 61 60 （55） 70W

かすみがうら市 田伏中台総合センター Lden（デシベル） − − − − 55 57dB
WECPNL 71 66 62 64 （70） 70W

大 洗 町 神山集落センター Lden（デシベル） − − − − 47 57dB
WECPNL 61 63 60 62 （61） 70W

自 動 測 定 局
鉾田局（鉾田市紅葉） Lden（デシベル） − − − − 71 57dB

WECPNL 91 88 87 88 （87） 70W

小川局（小美玉市与沢） Lden（デシベル） − − − − 67 57dB
WECPNL 89 85 84 85 （83） 70W

注１：自動測定局は通年の実測値
　２：自動測定局以外の測定地点においては，各地点の実測値と同時期における自動測定局の実測値の差と，自動測定局の年間値を合計したも

のを年間推定値としている。
　３：24 年度までの環境基準は 70※WECPNL以下。25 年度からの環境基準は 57dB 以下。

ため，工場等に対し，ばい煙排出量の削減等の
措置を要請するほか，県民に対しては，ホーム
ページやメール配信で広報するとともに，報道
機関及び市町村の協力を得て，注意報などの緊
急時発令や汚染状況についての迅速な周知を図
る。

３　微小粒子状物質（ＰＭ 2.5）対策
微小粒子状物質（ＰＭ 2.5）の濃度が高くな
ると予想される場合には，ホームページやメー
ル配信などで注意喚起を実施する。

４　自動車等の移動発生源対策
「いばらきエコドライブ推進協議会」を通じ
て，エコドライブの普及促進を図るとともに，
また，「生活環境の保全等に関する条例」に基
づき，ハイブリッド車など，環境への負荷が少
ない自動車の普及啓発に努める。また，停車時
のアイドリングストップや共同利用など自動車
の効率的な使用等を促進する。
「電気自動車等充電インフラ整備ビジョン」
に基づき，引き続き事業者等に充電設備の設置
を働きかけていく。

第４　騒音・振動対策  
１　騒音・振動の現状

（１）騒音の現況
25 年度の騒音に係る県及び市町村での苦情受
付件数は 380 件となっており，典型７公害に対
する苦情総数のうち 22.0 ％を占めている。発生
源としては建設業の占める割合が多い。

（２）航空機騒音の現況
本県では，成田国際空港及び百里飛行場（航
空自衛隊百里基地）等の周辺地域が航空機騒音
の影響を受けている。

ア　成田国際空港の航空機騒音
県は，成田国際空港で離着陸する航空機によ
る騒音について，環境基準（57 ※dB以下）の

達成状況を把握するため，固定測定局 10 箇所，
短期測定 12 箇所で航空機騒音の調査を行って
いる。25 年度の調査の結果，調査地点 22 地点
において環境基準を達成した。

イ　百里飛行場の航空機騒音
県は，百里飛行場周辺の航空機による騒音に
ついて，環境基準（57 dB以下）の達成状況を
把握するため，固定測定局２箇所，短期測定 10
箇所で航空機騒音の調査を行っている。
25 年度の調査の結果，調査地点 12 地点中３
地点で環境基準を超過したが，当該地点は「防
衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」
に基づき民家防音工事等の施策が実施されてい
る。

図表 2-1-23　百里飛行場航空騒音調査結果
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※指定地域のうち百里飛行場の敷地は除く。

（３）東北新幹線鉄道騒音の現況
昭和 57 年６月に運転を開始した東北新幹線

鉄道は，本県内の古河，五霞地区 10.4 kmを通
過している。
県が環境基準の達成状況を把握するため沿線

４地点の８測定点で実施した 25 年度の調査結
果では，環境基準（70 ※デシベル）を超過した
のは，１地点１測定点であった。
東日本旅客鉄道(株)が関係省庁の指導により

当面の目標値としている 75 デシベルについて
は，全測定点で達成している。

（４）自動車騒音の現状
県では，道路に面する地域における住居等が

受ける自動車騒音の影響状況を把握するため，
計画的に自動車騒音の常時監視を行っている。
25 年度は，21 の幹線道路の評価区間のうち，

11 区間で昼夜とも環境基準を達成している。ま
た，21 評価区間における住居数は，2,624 戸で
あり，そのうち昼夜とも環境基準を達成した住
居数は 2,378 戸（90.6 ％）である。

（５）振動の現況
25 年度の振動に係る県及び市町村での苦情受

付件数は 24 件となっており，典型７公害に対
する苦情総数のうち 1.4 ％を占めている。発生
源としては建設業の占める割合が多い。

２　騒音・振動対策
（１）環境基準の類型当てはめ
騒音については，一般居住環境，自動車騒

音，航空機騒音，新幹線鉄道騒音のそれぞれに
対して，地域の土地利用状況や時間帯に応じて
類型分けした環境基準が定められている。
本県では，市町村の意見を踏まえ，一般騒音

についてこれまでに水戸市をはじめ県内すべて
の市町村において，一般地域及び道路に面する
地域についてA類型，B類型及びC類型の当て
はめを行っている。

（２）騒音規制法による規制
「騒音規制法」では生活環境を保全する観点
から，住居が集合している地域，病院又は学校
の周辺地域その他住民の生活環境を保全する必
要がある地域について，工場・事業場及び建設
作業騒音の規制の対象となる地域を指定し，規
制を行っている。著しい騒音を発生する施設と

して法の対象となっている施設（特定施設）を
設置する指定地域内の工場等は設置の届出や規
制基準の遵守が義務づけられている。県内の地
域指定状況は図表２−１− 24 のとおりである。

ア　工場・事業場騒音
指定地域内の特定施設の届出は，26年３月 31
日現在 22,793施設あり，空気圧縮機及び送風機
が60.2 ％，金属加工機械が25.6 ％を占めている。
工場・事業場に係る騒音対策指導は，住宅等が
近接している中小規模の工場に関するものが多い。

イ　建設作業騒音
指定地域内の 25 年度の特定建設作業実施の
届出は，さく岩機を使用する作業が 37.2 ％，
バックホウを使用する作業が 30.9 ％，くい打機
を使用する作業が 14.0 ％となっており，この３
つで大部分を占めている。

（３）条例による騒音規制
「生活環境の保全等に関する条例」では，法の規
制対象となっていない地域における工場・事業場
及び建設作業から発生する騒音について，法と同
様の規制を実施し，特定施設等について届出を義
務付けるとともに，騒音発生施設の内容を審査す
ることにより公害発生の未然防止を図っている。

図表 2-1-24　騒音規制法に基づく地域指定状況図（26 年３月 31 日現在）
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（４）航空機騒音防止対策
県は，「環境基本法」に基づき成田国際空港
及び百里飛行場の周辺地域に航空機騒音の環境
基準類型を指定し，騒音の実態調査を行ってい
る。航空機騒音対策として機材改良等の発生源
対策や補償等の空港周辺対策等が，国，空港設
置者，県等において行われている。

（５）東北新幹線鉄道騒音防止対策
県は，昭和 53 年３月に県内の区間について
環境基準の地域類型を指定し，開業以来，毎年
新幹線鉄道騒音の実態調査を実施している。そ
の結果，環境基準が達成していない地点がある
ため，「東北・上越・北陸新幹線，高速自動車
道公害対策 10 県協議会」を通して東日本旅客
鉄道（株）等関係機関に対策の推進を要望して
いる。
なお，東日本旅客鉄道（株）は，「75 dB対策」
として，騒音レベル 75 デシベル以下を目標に，
騒音防止壁の設置等の騒音防止対策を実施して
いる。

（６）振動防止対策
ア　振動規制法による規制
「振動規制法」では生活環境を保全する観点か
ら，住居が集合している地域，病院又は学校の
周辺の地域その他住民の生活環境を保全する必
要がある地域について，工場・事業場及び建設
作業振動の規制の対象となる地域を指定し，規
制を行っている。著しい振動を発生する施設と
して法の対象となっている施設（特定施設）を
設置する指定地域内の工場等は設置の届出や規
制基準の遵守が義務づけられている。県内の地
域指定状況は図表２−１− 25 のとおりである。

イ　工場・事業場振動
指定地域内の特定施設の届出は，26 年３月
31 日現在で，8,820 施設あり，圧縮機が 42.2 ％，
金属加工機械が 40.6 ％を占めている。
工場・事業場に係る振動問題は，騒音と同様
に中小規模の工場に関するものが多い。

ウ　建設作業振動
指定地域内の 25 年度の特定建設作業実施の
届出は，ブレーカーを使用する作業が 69.2 ％，
くい打機を使用する作業が 26.3 ％となってお
り，この２つで大部分を占めている。
建設作業に伴い発生する振動は一般に長期に
わたることは少ないが，工場等から発生する振
動に比べ振動レベルが高いことが多いことか
ら，感覚的影響に加え建物等の物的被害を及ぼ
す場合がある。

エ　条例による規制　
「生活環境の保全等に関する条例」では法に
基づく地域指定をしていない地域（工業専用地
域等）における工場・事業場及び建設作業から
発生する振動について，法と同様の規制を実施
し，特定施設等について届出を義務付けるとと
もに，振動発生施設の内容を審査することによ
り公害発生の未然防止を図っている。

図表2-1-25　振動規制法に基づく地域指定状況図（26年３月31日現在）

34

地
域
環
境
保
全
対
策
の
推
進

第
２
章



３　今後の取り組み
（１）騒音の発生源の規制と指導
「環境基本法」に基づく騒音に係る環境基準
について，その達成・維持に努めるとともに，
「騒音規制法」及び「生活環境の保全等に関す
る条例」に基づき規制の徹底を図る。

（２）航空機騒音対策
航空機騒音に係る環境基準を達成するため，

成田国際空港及び百里飛行場に係る航空機騒音
の実態調査を行い，調査結果により，国等関係
機関に対し騒音防止対策の推進を要望する。

（３）東北新幹線鉄道騒音対策
新幹線鉄道騒音に係る環境基準を達成するた

め，東北新幹線鉄道に係る騒音等の実態調査を
行い，調査結果により，東北・上越・北陸新幹
線，高速自動車道公害対策 10 県協議会を通し
て関係都県と連携し，東日本旅客鉄道（株）等
関係機関に対し騒音防止対策の推進を要望す
る。

（４）自動車騒音実態調査
幹線道路において，自動車騒音の常時監視を
実施し，環境基準達成状況の評価を行い，自動
車騒音対策に資する。

（５）振動防止対策
「振動規制法」及び「生活環境の保全等に関
する条例」に基づく規制の徹底を図る。

第５　悪臭対策  
１　悪臭の現状
25 年度の悪臭に係る県及び市町村での苦情件

数は，403 件となっており，典型７公害に対す
る苦情総数のうち 23.3 ％を占めている。発生源
別としては畜産農業の占める割合が多い。

２　悪臭防止に関する施策
（１）悪臭防止法による規制
「悪臭防止法」の規定では，市長もしくは知
事（町村）が住民の生活環境を保全すべき地域
を指定し，地域内の工場・事業場の事業活動に
伴って発生する悪臭物質の排出を規制する基準
を設定することとしており，現在 22 物質が指
定されている。
また，７年４月に同法の一部が改正され，従

来の悪臭物質の排出濃度による規制方式に加え
て，複合臭や特定悪臭物質以外の悪臭物質に対
応するため，嗅覚測定法による規制方式「臭気
指数規制」が導入された。
本県では，８年に全国に先駆けて筑西市（旧

下館市）において臭気指数による規制が導入さ
れ，その後常陸大宮市（19 年４月），龍ケ崎市
（24 年４月），利根町（24 年４月）においても
導入されている。
なお，県内の地域指定状況は図 2− 1− 26

のとおりである。 図表 2-1-26　悪臭防止法に基づく地域指定状況図
　　　　　　（26 年３月 31 日現在）
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（２）条例による規制
「生活環境の保全等に関する条例」では，豚
舎，鶏舎等６施設を悪臭に係る特定施設として
届出を義務付け，施設管理基準を設定してい
る。

（３）立入検査等
悪臭に係る苦情のある又は悪臭を発生させる
おそれのある工場・事業場については，法令に
基づく立入検査及び悪臭に係る測定調査を行
い，改善指導を行っており，25 年度に実施した
悪臭に係る測定調査の結果は，図表 2-1-27 のと
おりである。

３　今後の取り組み
「悪臭防止法」に基づく規制基準遵守の徹底
を図るとともに，発生源の規制・指導に努め
る。また，市町村を対象に測定方法等の研修を
行い，悪臭防止対策の推進を図る。

図表2-1-27　悪臭に係る測定調査実施状況（25年度）

測定区分 測定主体 測定実施件数 規制基準超過件数

機 器 分 析 法
県 0 0

市 町 村 22 2

嗅 覚 測 定 法
県 0 0

市 町 村 24 0

図表2-1-27　悪臭に係る測定調査実施状況（25年度）

測定区分 測定主体 測定実施件数 規制基準超過件数

機 器 分 析 法
県 0 0

市 町 村 22 2

嗅 覚 測 定 法
県 0 0

市 町 村 24 0

第６　※酸性雨対策  
１　国際的な動向と国の動向
酸性雨は，森林や湖沼などの生態系や文化財
等の構造物への影響が懸念されている。
日本を含む東アジアの 13 か国では，東アジ
ア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）
を構築し，協力して酸性雨のモニタリングなど
に取り組んでいる。
環境省（庁）は，昭和 58 年度に第１次酸性
雨対策調査を開始し，12 年度まで第４次にわた
る酸性雨モニタリングを行ってきた。また，13
年度からは，これまでの調査結果や東アジア地
域において国際協調に基づく酸性雨対策を推進
していくため，酸性雨長期モニタリング計画を
策定し，15 年度から同計画に基づいた酸性雨
モニタリング（湿性沈着，乾性沈着，土壌，植
生，陸水）を行うとともに，21 年度からはオゾ
ンやエアロゾルを対象にした越境大気汚染を監
視している。

２　県の取り組み
県では，全国環境研協議会・酸性雨調査研究
部会の酸性雨全国調査に参画し，広域的な酸性
雨の実態調査や影響調査，情報交換等を実施
し，酸性雨の実態把握とその生成メカニズム解
明のため，毎月雨水及び各種イオン成分の調査
を昭和 50 年度より行っている。25 年度の県内
（土浦市）における雨水及び各種イオン成分の
調査を昭和 50 年度より行っている。25 年度の
県内（土浦市）における雨水のpHの年平均値
は 5.00 であった。

３　今後の取り組み
生態系に深刻な影響を及ぼすおそれのある酸
性雨について，定期監視，全国環境研協議会・
酸性雨調査研究部会における共同調査等により
実態を把握し，その発生機構の解明に資する。
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第２節　水環境の保全
主な環境指標
◇公共用水域の環境基準の達成率（25年度）
　河川（BOD）75.0％　　海域（COD）95.5％

第１　水環境の現状  
本県は，利根川，鬼怒川，那珂川，久慈川等

の河川をはじめ，全国第２位の広さを有する
霞ヶ浦，さらには，水産資源の豊富な海域等の
豊かな水環境を有している。
県は，これらの水域の水質保全の行政目標と

して，環境基準の※水域類型の指定を行い，こ
の基準の維持達成に向けて，「水質汚濁防止法」
や「生活環境の保全等に関する条例」等に基づ
き工場・事業場の排水規制や生活排水対策等を
行っている。
水質の概況について見ると，生活排水の流入

が多い一部の中小河川では依然として改善が十
分ではない。また，湖沼では，霞ヶ浦・涸沼・
牛久沼の水質は近年横ばい又は改善傾向にある
ものの，十分な改善には至っていない。
このため，湖沼については，水質保全計画を

策定し，各種水質浄化対策を総合的・計画的に
実施している。

１　※公共用水域の水質測定結果
水質保全行政の目標として，「環境基本法」に

基づき人の健康を保護し生活環境を保全するう
えで望ましい基準（水質汚濁に係る環境基準）

が設定されている。
このうち，人の健康の保護に関する環境基
準（※健康項目）は，カドミウム等の重金属類，
※トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物，
シマジン等の農薬類等 27 項目について，全国
一律の基準値が定められている。
また，生活環境の保全に関する環境基準

（※生活環境項目）は，河川，湖沼及び海域別に
利用目的に応じて設定される水域類型ごとに水
素イオン濃度（pH），※BOD等について基準値
が定められており，その基準は類型を指定した
水域に適用されている。

（１）環境基準の達成状況
25 年度の公共用水域の水質測定として，健康
項目では河川 101地点，湖沼 19地点及び海域
７地点の計 127地点において測定した結果，す
べての項目で環境基準を達成することができ
た。また，生活環境項目のうち，水質汚濁を判
断する代表的な指標であるBOD（河川に適用），
※COD（湖沼・海域に適用）については，類型指
定されている 115水域のうち環境基準を達成し
たものは 87水域（達成率は 75.7 ％）であった。
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図表 2-2-1　BOD（COD）の環境基準達成率の推移及び河川全水系の水質（BOD年平均値）の推移
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図表 2-2-2　 河川の水系別水質の推移（BOD年間平均値） （単位：mg/ℓ）

年度
水系 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

多 賀 水 系 0.8 1.2 0.9 1.1 1.2 1.0

新 川 水 系 2.1 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6

久 慈 川 水 系 1.1 1.1 0.9 1.0 1.3 1.1

那 珂 川 水 系 1.9 1.6 1.6 1.5 2.0 1.8

利 根 川 水 系 2.0 2.2 1.9 2.3 2.4 2.1

利 根 川 水 域 2.1 2.6 2.4 2.6 2.8 2.5

鬼 怒 川 水 域 1.5 1.2 1.0 1.4 1.8 1.3

小 貝 川 水 域 2.2 2.1 1.7 1.9 2.1 1.8

霞 ヶ 浦 水 域 2.1 2.2 1.7 2.3 2.6 2.3

北 浦 水 域 1.7 2.0 1.7 2.3 2.3 1.9

常陸利根川水域 2.5 2.8 2.5 3.2 2.8 2.7

全 水 系 の 平 均 1.7 1.8 1.6 1.8 2.1 1.8

（２）水域別の水質状況
ア　河川（BOD）
25 年度の環境基準の達成率は 24 年度に比べ
て 4.5 ポイント上昇した。河川全体のBOD（年
間平均値）は 24 年度より低下したものの，長
期的には横ばいの傾向にある。なお，多賀水系，
新川水系，久慈川水系，鬼怒川水系では，良好
な水質を維持している。
一方で，霞ヶ浦等に流入する生活排水の汚濁
負荷割合の高い一部の中小河川においては水質
の改善が十分ではなく，霞ヶ浦に係る湖沼水質
保全計画（第６期）に基づき対策を進めている。

イ　湖沼（COD）
本県の代表的な湖沼としては，霞ヶ浦，涸沼
及び牛久沼がある。
霞ヶ浦のCOD（年間平均値） は 25 年度
6.8 mg/ℓであり，24 年度の 7.8 mg/ℓに比べ低
下した。
涸沼は 25年度 5.9 mg/ℓであり，24年度の
6.1 mg/ℓに比べやや低下したが，長期的には，
横ばいであった。牛久沼は，25年度 7.2 mg/ℓ
であり，25年度の 8.1 mg/ℓに比べ，低下した。

ウ　海域（COD）
25 年度は 21 水域で環境基準を達成（達成率
95.5 ％）した。

（３）海水浴場の水質の状況
本県の約 180 kmの海岸線には，25 年度は，
18 か所の海水浴場が開設された。
25 年度の遊泳期間前及び遊泳期間中における
水質は，環境省の水浴場の水質判定基準による
と，すべての海水浴場が水浴場として適当な水
質であった。

（４）ゴルフ場周辺環境調査結果
「茨城県ゴルフ場における農薬の安全使用等
に関する指導要綱」に基づき，元年度から指導
要綱対象ゴルフ場で立入調査及び水質調査を実
施している。
25 年度は，指導要綱対象ゴルフ場 132 場の
うち 20 場を対象に，農薬の適正使用に関する
指導を実施した。また，５場の排水口等におい
て水質調査を実施したところ，暫定指導指針値
（２年環境省通知）を超過したものはなかった。
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水浴場名 所在市町 開設前 開設中

磯
いそ

原
はら

二
ふた

ツ
つ

島
じま

北茨城市 A B

高
た か は ぎ

萩 高萩市 B A

伊
い

師
し

浜
はま

日立市 AA B

川
か わ じ り

尻 日立市 A A

会
お お せ

瀬 日立市 AA B

河
か

原
わら

子
ご

日立市 AA AA

水
み ず き

木 日立市 AA A

久
く

慈
じ

浜
はま

日立市 AA AA

阿
あ

字
じ

ケ
が

浦
うら

ひたちなか市 AA A

平
ひ ら い そ

磯 ひたちなか市 B A

姥
うばのふところ

の懐マリンプール ひたちなか市 B B

大
お お あ ら い

洗 大洗町 B B

大
おおあらい

洗サンビーチ 大洗町 B B

大
おお

竹
たけ

海
かい

岸
がん

鉾
ほこ

田
た

鉾田市 B B

下
お り づ

津 鹿嶋市 A B

平
ひ ら い

井 鹿嶋市 AA B

日
につかわはま

川浜 神栖市 AA B

波
は さ き

崎 神栖市 AA B

（１）地下水質の状況
県内の地下水質の概況を把握するため，元年

度から県内各地で地下水質の調査を実施してい
る。
25 年度は，県内 40 市町村 90 地点（井戸）（県

67 地点，水戸市５地点，古河市４地点，笠間
市２地点，ひたちなか市２地点，つくば市３地
点，筑西市４地点，国土交通省３地点）の民家
の生活用井戸などの対象に，ヒ素やトリクロロ
エチレンなど 28 項目について調査を行い，こ
れらの物質が検出された地点では，周辺の井戸
を対象に，より詳細な調査を実施した。
また，元年度からの調査で，ヒ素，トリクロ

ロエチレン等が環境基準を超過していた地点に
ついては，経年的な推移を把握するため，継続
監視調査を実施した。

（２）地下水質の調査結果
県内 90 井戸で調査した結果，81 井戸で環境
基準を達成し，達成率は 90.0 ％であった。環境
基準を超過した井戸は，硝酸性窒素及び亜硝酸
性窒素が９井戸（古河市，龍ケ崎市，筑西市２
井戸，坂東市２井戸，鉾田市２井戸，河内町）
であった。
また，測定した物質が検出された地点（硝酸性
窒素及び亜硝酸性窒素については環境基準を超過
した地点）については，周辺の調査を実施した。
その結果，ヒ素が５井戸で，硝酸性窒素及び亜硝
酸性窒素が14井戸で環境基準を超過した。
元年度以降環境基準を超過した40市町村 255
井戸で実施した継続監視調査では，六価クロム
が５井戸，ヒ素が39井戸，四塩化炭素が２井戸，
トリクロロエチレンが６井戸，テトラクロロエチ
レンが23井戸，硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が
95井戸，ふっ素が２井戸で環境基準を超過した。

２　地下水の水質測定結果

図表 2-2-3　海水浴場水質調査結果（25 年度）
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類　　型 水生生物の生息状況の適応性
全亜鉛

（㎎/ℓ以下）
ノニルフェノール

（㎎/ℓ以下）
LAS

（㎎/ℓ以下）

河

川

及

び

湖

沼

生 物 A
イワナ，サケマス等比較的低温域を好む水生生
物及びこれらの餌生物が生息する水域

0.03 0.001　 0.03　

生物特A
生物Aの水域のうち，生物Aの欄に掲げる水生
生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と
して特に保全が必要な水域

0.03 0.0006 0.02　

生 物 B
コイ，フナ等比較的高温域を好む水生生物及び
これらの餌生物が生育する水域

0.03 0.002　 0.05　

生物特B
生物A又は生物Bの水域のうち，生物Bの欄に
掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は，幼稚
仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03 0.002　 0.04　

海　

域

生 物 A 水生生物の成育する水域 0.02 0.001　 0.01　

生物特A
生物Aの水域のうち，水生生物の産卵場（繁殖場）
又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.01 0.0007 0.006

図表 2-2-5　公共用水域水質測定計画の概要

水 域 区 分 測　定　機　関 水域数 測定地点数（環境基準点）

河 　　 川
茨城県，国土交通省，水戸市，古河市，笠間市，
つくば市，ひたちなか市，筑西市

97 138（ 93）

湖 　　 沼 茨城県，国土交通省 5 25（ 12）

海 　　 域 茨城県 22 30（ 22）

合　　　　　　　計 124 193（127）

水環境の保全には水生生物を含めた生態系の
保全が必要であることから，国は 15 年度に，
有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの
生息又は生育環境の保全を目的として，「水生
生物の保全に係る水質環境基準」を設定した。
基準項目として 25 年度末現在「全亜鉛」，「ノ
ニルフェノール」及び「直鎖アルキルベンゼン
スルホン酸（LAS）」が指定されている。
これを受けて県は，水質や魚介類の生息状況

等の調査を行い，19 年度に多賀水系９河川，新
川水系１河川及び久慈川水系９河川の計 19 河
川 19 水域について，20 年度に牛久沼流入出河
川を除く利根川水系 40 河川 40 水域について，
22 年度に那珂川を除く利根川水系 11 河川１湖
沼（13 水域），牛久沼及びその流入出河川に限
る利根川水系３河川１湖沼（５水域）の計 14
河川２湖沼 18 水域について類型指定した。

３　水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定

第２　水環境保全に関する施策  
１　水質の監視観測・調査研究
県では，「水質汚濁防止法」の規定に基づき，
毎年度公共用水域及び地下水について「水質測
定計画」を作成し，水質の監視観測を行ってい
る。

（１）公共用水域
25 年度は，県，国土交通省，水戸市，古河
市，笠間市，つくば市，ひたちなか市及び筑西
市がそれぞれ所管する水域を対象として合わせ
て河川 138 地点，湖沼 25 地点，海域 30 地点の
計 193 地点において水質測定を実施した。

図表 2-2-4　水生生物保全環境基準の類型と全亜鉛，ノニルフェノール及び直鎖アルキルベンゼンスルホン酸（LAS）の基準値
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（２）地下水
25 年度は，県，国土交通省，水戸市，古河

市，笠間市，つくば市，ひたちなか市及び筑西
市がそれぞれ所管する地点に合わせて 40 市町
村 90 地点（井戸）で井戸水の水質測定を実施
した。

（３）霞ヶ浦湖内及び流入河川の水質
霞ヶ浦湖沼内及び流入河川の水質について

は，湖内 21 地点，流入河川 39 地点（31 河川）
において定期的に水質測定を実施した。
湖内の測定については，国土交通省と県が測

定地点を分担して実施し，測定項目は，全地点で
pH，BOD，COD，窒素，りん等の生活環境項目
を，主要地点では健康項目についても測定した。

２　河川・湖沼等の水質保全対策
（１）水質事故対策
公共用水域で魚の浮上・へい死，油の流出等

の異常水質が発生した場合には，環境保全上問
題になるばかりでなく，上水道や農工業用水，
水産資源への影響など利水上大きな影響を及ぼ
すおそれがある。
このため，県では「緊急水質事案対策要領」

を定め，国や市町村等関係機関の連携・協力に
より迅速な情報伝達，原因調査，被害防止措置
等の対策を実施している。
25 年度に県内で発生した魚の浮上・へい死，

油の流出等の水質事故は 52 件であり，24 年度
と比べ８件増加している。
一般的に事故の原因は，魚の浮上・へい死に

ついては水中の酸素欠乏等の自然要因によるも
のなど，また，油の流出については，工場・事
業場のバルブの誤操作や配管類からの漏出など
であるが，発生後時間が経過している場合や暗
渠を経て流下する場合などには発生源が究明で
きないことも多い。

（２）住民による水質浄化活動への支援
公共用水域の水質浄化には，流域住民の自発的
な実践活動が不可欠である。このため県は，広報
啓発を行うとともに，流域市町村と住民等で構成
する水質保全協議会（那珂川水系，久慈川水系）
が行う水質浄化に係る監視活動や清掃活動などの
実践活動，啓発冊子配布や各種イベント等の普及
啓発活動に対し，指導・助言を行っている。

３　工場・事業場等排水対策
（１）工場・事業場の排水対策
河川・湖沼・海域等の公共用水域及び地下水
の水質の汚濁を防止するため，「水質汚濁防止
法」，「湖沼水質保全特別措置法」，「生活環境の
保全等に関する条例」及び「霞ケ浦水質保全条
例」に基づき，立入検査を実施し排水基準等の
遵守を指導している。
また，排水基準が適用されない事業場等に対
しては，霞ヶ浦流域については，「霞ケ浦水質保
全条例施行規則」で，その他の水域については
「小規模事業所排水対策指導要綱」で遵守すべき
基準を定め排水の適正な処理を指導している。

ア　水質汚濁防止法及び生活環境の保全等に関
する条例に基づく規制

「水質汚濁防止法」では，汚水・廃液を排出
する施設（特定施設）を設置する場合には届出
の義務を課すとともに，特定施設を設置する工
場・事業場（特定事業場）から排出される排出
水について排水基準を定めている。この排水基
準は，「有害物質（健康項目）」及び「生活環境
項目」に区分される。有害物質は，カドミウム，
シアン等 28 項目であり，これら有害物質の排
水基準は排水量の多少にかかわらず，すべての
特定事業場に適用される。また，生活環境項目
については，排水量が 50 m3/日以上の特定事業
場を対象に，BOD（COD）等 15 項目について
基準が定められている。
また本県では，「水質汚濁防止法に基づき排
水基準を定める条例」及び「霞ケ浦水質保全条
例」により水域ごとに国が定める排水基準（一
律基準）よりも厳しい基準（上乗せ排水基準）
を定めるとともに，生活環境項目については，
水域により排水量 10〜30 m3/日以上に裾下げ
し適用している。
また，「生活環境の保全等に関する条例」では，

「水質汚濁防止法」が適用されない汚水・廃液を

事案種類別割合

油流出
69%

魚類へい死
23%

排水・汚泥　8%

事案種類別割合

油流出
69%

魚類へい死
23%

排水・汚泥　8%

図表 2-2-6　水質事故発生状況（25 年度）図表 2-2-6　水質事故発生状況（25 年度）
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図表 2-2-7　水質汚濁防止法等に基づく 25 年度の立入検査結果

区　　分 特定事業場
総　数

規制対象
事業場数

立入検査
延事業場数

排出水検査
延事業場数

排水基準値
不適合件数 改善済み 指導中

法律の対象 9,325 1,476 757 605 95 79 16
条例の対象 3,714 352 180 147 54 41 13

排出する施設を「排水特定施設」として指定し，
これを設置する工場・事業場に届出の義務を課
し，これらを設置している事業場等からの排出水
について，水域ごとに排水基準を定めている。

イ　霞ケ浦水質保全条例に基づく規制
「霞ケ浦水質保全条例」では，霞ヶ浦の水質
の保全を図るため，富栄養化の原因物質であ
る窒素・りんを含む排水を公共用水域に排出す
る施設を「指定施設」として指定し，これを設
置している工場・事業場に届出の義務を課し，
10 m3/日以上排出する事業場等には窒素・りん
の排水基準を定めている。

ウ　特定事業場の届出状況
25年度末現在の特定事業場の届出数は13,039
事業場であり，このうち，排水規制対象事業場は
1,828事業場で，全体の約14 ％を占めている。

エ　立入検査結果
特定事業場の排水基準遵守状況を監視するた
め，25 年度は県下全域で延べ 937 事業場に立入
検査を実施し，施設の届出状況，排出水の自己
監視及び排水処理施設の管理状況について確認
及び指導を実施した。
このうち，752 の事業場に対して排出水の水
質検査を実施した結果，大部分の工場・事業場
では排水基準を遵守していたが，149 の事業場
が排水基準に適合していなかったため水質改善
指導を実施した。その結果，120 の事業場で改
善が図られたが，29 事業場については，改善を
指導中である。

オ　小規模事業所の排水対策
「水質汚濁防止法」等の排水規制の対象とな
らない飲食店等の小規模な事業場（以下「小規
模事業所」という。）については，それぞれの
汚濁負荷量は少ないものの，規制対象の事業場
に比べ数が多いことから，その影響は軽視でき
ないものとなっている。
このため，小規模事業所の排水対策を推進す
ることを目的に，６年３月に「小規模事業所排
水対策指導要綱」を制定し，また，17年 10月に
は同要綱を改正し，小規模事業所に対する県の
指導・助言及び勧告できる旨の規定を盛り込み，
施設の改善や作業の見直し等による汚濁物質の
削減及び排水処理施設の設置を指導している。

（２）地下水汚染対策
県では，「水質汚濁防止法」及び「地下水汚
染対策事務処理要領」により，地下水の水質監
視測定及び事業者に対する有害物質の地下浸透
規制・指導を行うとともに，汚染が確認された
地域での原因調査・周知及び飲用指導・汚染除

去指導等を進めている。

ア　地下水汚染等の状況の周知及び飲用対策の指導
地下水の水質調査を実施した井戸の設置者に
対して調査結果を通知するとともに，環境基準
値を超えていた井戸の設置者等に対しては，保
健所等と連携して上水道への転換等の指導を実
施した。また，25 年度調査においてヒ素が検出
された地点，硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環
境基準を超過した地点の周辺の飲用井戸設置者
等に対し地下水汚染等の状況を周知するととも
に飲用対策の指導を実施し，住民の健康被害を
未然に防いでいる。

イ　原因調査，工場・事業場に対する指導等
25 年度調査においてヒ素が検出された地点，
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超過
した地点の周辺において，工場・事業場の立地
状況，当該物質の使用状況等汚染原因究明調査
を実施した。
その結果，ヒ素については，現在周辺に使用
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する工場・事業場等がなく，原因の特定には
至っていない。なお，超過地点のある利根川下
流域のように，かつて海であった地域の土壌中
には，自然由来のヒ素が含まれることが知られ
ている。
また，硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について

は，現在周辺に使用する工場，事業場等がな
く，原因の特定に至らなかったが，土地利用状
況などから農業における過剰施肥や生活排水に
由来すると考えられる。

ウ　神栖市のヒ素汚染対策
神栖市のヒ素汚染対策については，国が15年

６月６日の「閣議了解」及び同年12月の「閣議
決定」に基づき原因究明と健康被害への対応等
を実施しており，19年度までに，汚染源とされ
る高濃度の有機ヒ素化合物を含むコンクリート様
の塊とその周辺の汚染土壌の撤去・処理が終了し
た。20年度，県は環境省から委託を受け，汚染
地下水を処理するための施設を掘削現場近傍に設
置し，21年度から23年度までの３年間地下水処
理を行ってきた。環境省では，３年間の地下水処
理により有機ヒ素化合物の除去に十分な効果が
得られたとして24年３月に地下水処理を終了し，
24年度中に施設の解体・撤去を行った。25年度
は環境省がこれまで同様に地下水の汚染状況を把
握するため，定期モニタリングを実施し，今後も
継続して行っていくこととしている。

（３）畜産排水対策
家畜排せつ物に関しては，「家畜排せつ物の管

理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基
づき，野積み・素掘りなどの不適切な管理方法
を解消するため，法の対象農家に対する巡回指
導を実施して，法の遵守を求める一方，補助事
業・リース事業・融資制度を活用して，家畜排
せつ物処理施設の計画的な整備を推進していく。

（４）ゴルフ場の水質保全対策
ゴルフ場で使用されている農薬による公共用

水域の水質汚濁を防止するため，県は，元年に
「茨城県ゴルフ場における農薬の安全使用等に
関する指導要綱」を定めた。この要綱では，①
※毒物，劇物及び※魚毒性Ｃ類の農薬使用は避け
る，②グリーン及びティーグランドの除草は手
作業で行う，③フェアウェー及びラフの除草に
ついては出来る限り除草剤を使用しないなどの

農薬使用の削減と，調整池等で魚類を飼育する
こと等による水質の常時監視，排出水の水質測
定及び報告を義務付けている。
このほかに，４年度からは「ゴルフ場におけ
る農薬除去指導指針（暫定）」に基づき，グリー
ンにおける農薬浸透の防止，グリーン及び調整
池における残留農薬の除去等農薬流出の防止に
関する対応策について指導している。
さらに，12年４月，ゴルフ場周辺の公共用水
域における良好な水質を引き続き確保するため，
同要綱を改正し，「排出水の自主管理目標値」を
設定し，排水の適正な管理を指導している。

４　生活排水対策
（１）生活排水対策の状況
工場・事業場等の排水については，「水質汚
濁防止法」等の法令に基づく排水規制，指導
等により汚濁負荷の削減が図られてきた。河川
（BOD），湖沼（COD）等の水質環境基準の達成
率は 75.7 ％（25 年度）であり，全国平均値と比
べると依然として低い状況にある。
この要因として，炊事，洗たく，入浴等の生
活排水による負荷が大きいことから，県では，
「生活排水ベストプラン」を策定し，それぞれ
の地域に適した効率の良い下水道，農業集落排
水施設，合併処理浄化槽等の生活排水処理施設
の整備促進を図っている。
また，「生活排水対策推進要綱」を定め，市
町村，関係機関等と連携を取りながら，処理施
設の整備促進，住民意識の啓発，生活の工夫に
よる負荷の低減等の生活排水対策の推進に努め
るとともに，県民の理解と協力を得るために，
パンフレットを作成し広報活動を行っている。
さらに，17 年３月に制定した「生活環境の保
全等に関する条例」では，生活排水の適正処理
を促進して公共用水域の一層の水質汚濁を防止
するとともに，生活排水ベストプランの目標達
成に資するため，生活排水対策に係る県民の努
力規定を盛り込んでいる。
具体的には，調理くず，廃食用油等の処理，
洗剤・漂白剤等の適正な使用，野外活動等の油
の回収，下水道等が整備されていない地域での
合併処理浄化槽の設置の促進などである。
そのほか，水質環境基準が継続的に達成され
ず，かつ，生活排水の汚濁負荷が高いなど，生活
排水対策を特に推進する必要があると認められる
地域については，水質汚濁防止法に基づき生活排
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水対策重点地域に指定し，生活排水対策推進計画
の策定，啓発，浄化施設の整備等各種の生活排水
対策を推進している（図表２−２−８）。
また，当面下水道等の整備が見込まれない地
域の生活環境の保全を図るため，生活排水によ
り汚濁した水路等に浄化施設を設置する市町村
に対して事業費の一部を助成することにより水
質浄化施設整備の促進を図ってきた。

（２）下水道の整備
下水道は，生活環境の改善及び公共用水域の
水質保全を図るための施設として大きな役割を
担っている。しかし，本県の下水道普及率は，
25 年３月末現在 58.4 ％（処理人口/行政人口）
と，全国平均の 76.3 ％（24 年度末）に対し低い
状態であり，公共用水域の水質保全の上からも
整備の推進を図っている。

ア　流域下水道
流域下水道は，２市町村以上の公共下水道か
ら汚水を集めて処理する施設である。本県では，
霞ケ浦湖北，霞ケ浦常南，那珂久慈，霞ケ浦水
郷，利根左岸さしま，鬼怒小貝及び小貝川東部
の７つの流域下水道の整備を進めており，全て
の流域下水道で供用を開始している。

イ　公共下水道（特定環境保全公共下水道を含む）
公共下水道は，主として市街地及びその周辺
の家庭や事業場から発生する汚水や雨水を排水
施設によって集め，汚水を終末処理場で処理す
るか，又は流域下水道に接続し流域下水道の終
末処理場で処理する施設である。公共下水道事
業は，26 年４月現在で県内 43 市町村で実施し，
すべての市町村で供用を開始している。

ウ　特定公共下水道
公共下水道のうち，特定の事業者の事業活動
に主として利用されるものを特定公共下水道と
いう。本県では，鹿島臨海特定公共下水道と水
海道大生郷特定公共下水道（常総市）がある。

（３）合併処理浄化槽の設置促進
河川や湖沼等の公共用水域の水質の汚濁を防
止するため，国では合併処理浄化槽（し尿と生
活雑排水を併せて処理する浄化槽）の設置促進
を図ることとし，昭和 62 年度から家庭用の合併
処理浄化槽の設置に対し助成制度を設けている。
県においても，昭和 62年度から県費補助を
開始した。11年度には国費補助に合わせ高度処
理型浄化槽（N型）を補助対象とし，霞ヶ浦流
域については，15年度から，富栄養化防止のた
め窒素及びりんが除去できる高度処理型浄化槽
（NP型）も補助対象とした。さらに，20年度か
らは森林湖沼環境税を財源に補助制度を拡充し，
高度処理型浄化槽の設置等を促進している。

（４）農業集落排水施設の整備
農業用用排水の水質保全，農業用用排水施設
の機能維持又は農村生活環境の改善を図り，併
せて公共用水域の水質保全に寄与するため，農
業集落排水施設の整備を推進している。
農業集落排水事業は，農村集落を対象として
昭和 59 年度から着手し，26 年４月現在で県内
32 市町村（201 地区）で実施している。供用開
始している地区は，198 地区（一部供用開始を
含む。）に至っている。
事業主体は市町村であり，国，県が事業費の
一部を補助している。特に霞ヶ浦流域において
は，一層の水質保全を図るため，県は上乗せの
補助を行っている。
また，農業集落排水施設への接続率向上を図
るため，市町村と連携しながら未接続世帯に対
する戸別訪問等を実施している。

図表 2-2-8　生活排水対策重点地域の指定状況
（26 年３月 31 日現在）

図表 2-2-8　生活排水対策重点地域の指定状況
（26 年３月 31 日現在）
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第３　今後の取り組み  
公共用水域等の水質の汚濁状況を把握するた

め，「水質測定計画」を作成し，水質の監視観
測を実施する。また，水質汚染事案の原因究明
や周知方法の検討にあたっては，専門家の意見
を踏まえて実施する。
さらに，水質汚濁の未然防止を図るため，工

場・事業場に対し，排出水の適正処理等の指導を
行うとともに，下水道等の整備促進，県民の浄化
意識の高揚等，生活排水対策の実施促進を図る。

１　水質の監視観測・調査研究
（１）公共用水域
河川，湖沼，海域などの公共用水域における

水質の汚濁状況及び水質環境基準の維持達成状
況を把握するため，公共用水域の水質測定計画
に基づき，カドミウム，トリクロロエチレンな
どの健康項目，BOD，CODなどの生活環境項
目等について水質の監視測定を行う。

（２）地下水の水質の監視
地下水質の汚濁状況及び地下水の水質汚濁に

係る環境基準の維持達成状況を把握するため，
地下水の水質測定計画に基づき，民家の生活
用井戸を対象として，ヒ素，トリクロロエチレ
ン，硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素などの環境基
準項目について，地下水質の監視測定を行う。

２　河川・湖沼等の水質保全対策
河川，湖沼，海域などの公共用水域における

水質の汚濁状況及び水質環境基準の維持達成状
況を把握するため，公共用水域の水質測定計画
に基づき，カドミウム，トリクロロエチレンな
どの健康項目，BOD，CODなどの生活環境項

目等について水質の監視測定を行う。

３　工場・事業場等排水対策
（１）工場・事業場の排水対策
「水質汚濁防止法」，「生活環境の保全等に関
する条例」，「霞ケ浦水質保全条例」及び「公害
防止協定」に基づき，工場・事業場について，
届出時の事前指導や立入検査，排出水の水質検
査等を実施して排出水の適正処理，有害物質の
地下浸透防止等の指導を行い，公共用水域及び
地下水の水質の保全に努める。
なお，「水質汚濁防止法」又は「生活環境の
保全等に関する条例」の排水基準が適用されな
い小規模事業所に対しては，霞ヶ浦流域につい
ては「霞ケ浦水質保全条例施行規則」で，その
他の水域については，「小規模事業所排水対策
指導要綱」に基づき適正な排水対策を講ずるよ
う指導する。

（２）畜産排水対策
家畜排せつ物の適正処理については，「家畜
排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関す
る法律」及び「茨城県家畜排せつ物利用促進計
画」に沿って，良質な堆肥の生産・利用を促進
するとともに，家畜排せつ物を適切に管理・利
用するよう指導する。

４　生活排水対策
生活排水による河川，湖沼等の水質汚濁を防
止するため，生活排水対策の実施主体である市
町村と連携を図りながら，下水道，農業集落排
水施設等の整備促進，合併処理浄化槽の普及を
図る。

水道原水中のフミン質等の有機物が消毒用の
塩素と反応して，発ガン性が疑われているトリ
ハロメタンが生成され，その濃度が水道水の水
質基準を超えるおそれがあることから，近年水
道水源の水質を保全する要請が高まっている。
このため，国では「特定水道利水障害の防止

のための水道水源水域の保全に関する特別措置
法」（環境省）及び「水道原水水質保全事業の
実施の促進に関する法律」（厚生労働省）を制
定し，６年５月から施行した。

これらの法律では，地域を指定して水質の保
全事業についての計画を策定し，トリハロメタ
ンの生成を抑制するため，事業場に対する排水
規制，下水道や合併処理浄化槽等の生活排水処
理施設の整備等を総合的・計画的に実施するこ
ととしている。
県では，水道水源水域となっている河川・湖
沼でトリハロメタン生成能の調査を実施するな
ど，水道事業者と協力して，当該水域の水質保
全を図っている。

５　水道水源水域の水質安全
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第３節　土壌・地盤環境の保全

年 度 調査対象面積（km2） ２cm 以上沈下面積（km2） 年間最大沈下量及び地点（cm）
21 335 0 1.3 つくばみらい市小絹
22 305 2.28 2.2 五霞町釈迦地蔵前
23 305 305.41 15.2 つくば市北条 5262 − 3
24 305 0.09 2.3 八千代町沼森字登戸前
25 305 0 1.17 五霞町観音寺集会所

ｰ829

ｰ1267

ｰ832

ｰ1275

ｰ833

ｰ1275

ｰ1400

ｰ1200

S48 50 52 54 56 58 60 62 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 21 22 23 24 25年H元

ｰ637 ｰ647ｰ631

ｰ572ｰ555ｰ556

主な環境指標
◇地盤沈下面積（２cm以上沈下）
　0 km2（25年度）

第１　土壌・地盤環境の現状  
１　土壌汚染の現況
土壌の汚染は，そのほとんどが事業活動に
伴って排出される重金属類や化学物質等の有害
物質を含んだ排水，ばい煙，廃棄物等を介して
もたらされている。
過去にカドミウム汚染米が生産された地域
は，土地改良事業等を実施し，土壌汚染対策を
完了しており，現在，県内においてはカドミウ
ム汚染に係る農用地はない。
市街地等については，15 年２月に施行された

「土壌汚染対策法」に基づき，25 年度末時点で
県内 15 箇所を土壌汚染のある区域として指定
し，適切な対策や管理が行われている。

２　地盤沈下の現況
地盤環境においては，地盤沈下が最も大きな
問題となっている。地盤沈下は，地下水の過剰
な採取によってその水位が低下し，粘土層が収
縮することによって生じる。
本県では，利根川の旧河道の沖積層を中心に
県南・県西地域で地盤沈下が生じているため，
これらの地域を中心に精密水準測量を実施して
いる。24 年度の調査結果では，年間最大沈下量
は八千代町沼森字登戸前の 2.3 cmであった。
また，23 年度の調査結果をみると，近年地盤
沈下がほとんど見られなかった地域において地
盤が大きく変動したことなどから，23 年３月に
発生した東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動
等の影響を大きく受けたものと考えられる。

図表 2-3-1　地盤変動面積と年間最大沈下量

図表 2-3-2　主な地点の経年地盤変動量
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年度
法・件数

H15
〜 H20 H21 H22 H23 H24 H25 累計

法 第 ３ 条
（旧法第3条）

1. 有害物質使用特定施設の使用が廃止された
件数 164 19 39 45 72 70 409

2. 土壌汚染状況調査の結果報告件数 14 3 10 7 2 3 39

3. 知事により土地の利用方法からみて人の健
康被害を生ずるおそれがない旨の確認を受け
た件数

154 15 32 44 63 62 370

4. その他（調査を実施するか, 確認の手続き
を行うか行政において検討中のもの等含む） 4 0 1 1 1 4 11

法 第 ４ 条
1. 一定規模（3,000m2）以上の土地の形質
の変更の届出件数 − − 207 241 287 321 1056

2. 土壌汚染状況調査の結果報告件数 − − 2 3 7 3 15

法 第 ５ 条
（旧法第4条）

知事により土地による健康被害が生ずるおそ
れがあるものとして調査命令を発した件数 0 0 0 0 0 0 0

法第14条 自主調査において土壌汚染が判明し，知事に
区域指定を申請した件数 − − 0 3 3 1 7

法 第 ６ 条 要措置区域指定した件数 − − 3 3 1 1 8

法第11条 形質変更時届出区域指定した件数 − − 2 5 6 2 15

（旧法第5条） 基準に適合しない汚染が認められ指定区域と
して指定した件数 1 1 − − − − 2

第２　土壌・地盤環境保全に関する施策  
１　土壌汚染防止対策
県は土壌汚染を未然に防止するため，「水質

汚濁防止法」，「大気汚染防止法」等の関係法令
に基づく規制・指導を行うとともに，土壌汚染
対策法に基づく調査及び事業所等が自主的に実
施した調査の報告により，土壌汚染の状況を把
握し，基準を超える汚染が確認された土地につ
いては，浄化対策を指導するなど，汚染の拡散
防止を図っている。
また，農用地の土壌汚染の未然防止を図るた

め，汚泥を利用した有機質肥料の使用に当たっ
ては，「肥料取締法」等で示されている使用規
制等の遵守・徹底に努めている。

さらに，生活環境の保全等を防止するため，
土地埋立者等が行う埋立地等汚染状況調査等に
ついて，「土砂等による土地の埋立て等の規制
に関する条例」等の関係法令に基づき指導を行
うとともに，市町村に対しては，残土条例の制
定，条例に基づく埋立てに用いる土の土質検査
等を指導している。
加えて，「生活環境の保全等に関する条例」
では，有害物質を取り扱う事業者に対し，構造
基準の遵守，定期点検等の義務を課し，土壌・
地下水汚染の未然防止と汚染の早期発見及び拡
大防止に努めている。

図表 2-3-3　本県における土壌汚染対策法の施行状況

法：　平成 22 年４月改正後の土壌汚染対策法
旧法：平成 22 年４月改正以前の土壌汚染対策法
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条 例 名 生活環境の保全等に関する条例 地下水の採取の適正化に関する条例

条 例 の 目 的 地盤沈下の防止 地下水の保全

条 例 の 対 象
揚 水 施 設

揚水機吐出口の断面積
19 cm2 以上

揚水機吐出口断面積
　生活・工業用 50 cm2 超
　農業用 125 cm2 超

規 制 等 届出 許可及び揚水量報告義務

対 象 地 域 県全域 県南，県西，鹿行の 30 市町村

地盤沈下防止対策には，条例に基づく地下水
採取規制，地下水位等の監視・観測，地下水の
代替水の供給事業の関連事業があり，諸対策の
連携を図りながら地盤沈下防止対策を進めてい
る。

（１）条例による規制等
地下水の保全と地盤沈下の防止を図るため，
揚水機設置者に対し条例による規制を行ってい
る。

２　地盤沈下防止対策

（２）監視・観測
25 年度は，地盤変動量の実態把握等のため，
県南・県西地域 12 市町，測量延長 191 kmで一
級精密水準測量を実施した。

（３）代替水供給事業
地下水の揚水の削減を図るため，水道用水，
工業用水，農業用水等の代替水供給事業を進め
ている。
代替水供給事業は，県西広域水道用水供給事
業，県西広域工業用水供給事業，霞ヶ浦用水事
業である。

（４）復旧対策事業
地盤沈下による農業用用排水路等の損傷によ
り用水不足や排水不良等が発生している。この
ため，用排水機場や用排水路の改修等を行う地
盤沈下対策事業を進めており，25 年度は五霞３
期地区（五霞町）外４地区を実施している。

（５）関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱
による広域的地盤沈下防止対策の推進
茨城，栃木，群馬，埼玉及び千葉県の関東平
野北部地域で広域的に地盤沈下が生じているこ
とから，地盤沈下の防止及び地下水の保全を目
的に，３年 11 月「関東平野北部地盤沈下防止
等対策要綱」が閣議決定された。同要綱に基づ
き関係５県で保全地域が 74 市町村，観測地域
が 36 市町村指定され，地域の実情にあった総
合的な対策を推進することとされている。

ア　保全地域における対策
関東５県の保全地域内の地下水採取量を年間
6.6 億m3 から 4.8 億m3 に削減することを目標
に，地下水採取規制，代替水供給事業等が進め
られている。
本県では，古河市外４市町が保全地域の指定
を受けている。

イ　観測地域における対策
本県においては，常総市外４市町が観測地域
の指定を受け，地盤沈下，地下水位等の状況の
調査・観測を行っている。

図表 2-3-4　条例による規制等の概要
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第３　今後の取り組み  
１　土壌環境の保全対策
「土壌汚染対策法」の遵守を指導していくと
ともに，土壌汚染事案の適切な処理及び未然防
止に努める。また，形質変更される土地の土壌
汚染の状況の把握，搬出汚染土壌の適正処理の
確保等に努める。

２　地盤環境の保全対策
東北地方太平洋沖地震等に伴う地殻変動の影

響を考慮しながら，引き続き，「関東平野北部
地盤沈下防止等対策要綱」の保全地域及び観測
地域に指定された県南・県西地域を中心に，精

密水準測量による観測を実施し，地盤変動の状
況を把握する。
また，地下水は，土壌を通じた自然の浸透過
程における浄化作用を受けた良質の水資源であ
り，地盤沈下を生じさせないよう適正に利用す
ることが重要である。
本県を含む関東平野北部地域は，比較的地盤
沈下の多い地域となっているため，「地下水の
採取の適正化に関する条例」などにより揚水の
規制，指導を行うほか，関東５県が協力して広
域的な地盤沈下対策を推進する。

図表 2-3-5　地盤沈下対策地域（25 年３月 31 日現在）
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第４節　化学物質の環境リスク対策

6,8216,9397,268

380

117

1
事務所内の埋立処分

6,888

区　　分 H13 H22 H24 H13 −H24

届 出 事 業 所 数
茨城県 966（13） 1,183（12） 1,161（12） 20％

全　国 34,820 37,488 36,504 4.8％

排出量・移動量
茨城県 27 （5） 17 （5） 14（10） △ 48％

全　国 530 379 381 △ 28％

図表 2-4-2　化学物質の届出事業所数，排出量・移動量（単位：件，千t）

主な環境指標
◇ダイオキシン類の環境基準の達成率（25年度）
　大気100%　土壌100%　公共用水域水質95.5%
　地下水100%　底質100%

第１　化学物質の環境リスクの現状  
１　24 年度の排出量等集計結果
26 年３月に「特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
（PRTR法）」に基づく全国の 24 年度分の事業
者から届出のあった排出量等の集計結果が公表
された。その結果，県内で届出のあった事業所
（PRTR法届出対象事業所）は 1,161 件であり，
届出※排出量と※移動量の合計は，14,208 トン／
年（全国 381,368 トン／年の 3.7 ％）で全国 10
位であった。
大気や公共用水域等の環境中に排出された
量は 6,939 トン／年（全国 162,239 トン／年の
4.2％）であり，廃棄物等として事業所の外に移
動した量は 7,269 トン／年（全国 219,128 トン／
年の 3.3 ％）であった。前年度に比べ排出量は
679 トン減少，移動量は 2,018 トン減少した。排
出量・移動量の合計は 13 年度から 24 年度の 12
年間で約 48 ％減少している。
排出量・移動量の多い上位３物質は，県内で
はトルエン（4,007 トン／年），キシレン（1,564
トン／年），ノルマルーヘキサン（1,318 トン／
年）の順であり，全国ではトルエン（92.625 ト
ン／年），マンガン及びその化合物（51,491 ト
ン／年），キシレン（37,885 トン／年）の順で
あった。

図表 2-4-1　県内の届出排出量・移動量の構成（23 年度）
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年度
区分 ９年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 1９年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

ダイオキシン類の
総 排 出 量

（g-TEQ ／年）
17９ 21.3

〜22.９
14.2

〜15.8
９.6

〜11.2
９.1

〜10.7
12.９

〜14.7
8.6

〜10.2
8.９

〜９.5
９.0

〜９.4
7.7

〜8.2
7.９

〜8.3
6.0

〜6.4

削 減 目 標 値
（g-TEQ ／ 年 ） 17９ 23.8 22.3

削 減 率 実 績
（ Ｈ ９ 年 度 比 ） − 87〜88% ９1〜９2% ９4〜９5% ９4〜９5% ９2〜９3% ９4〜９5% ９4〜９5% ９4〜９5% ９5〜９6% ９5〜９6% ９6〜９7%

削 減 率 目 標
（ Ｈ ９ 年 度 比 ） − 87% 88%

区　分 調査地点数 平均値 最小値 最大値 単位

大気（常時監視地点） 10 0.025 0.0075 0.045 pg-TEQ/ m3

土壌（常時監視地点） 22 3.3 0.043  17　　 pg-TEQ/ g

公共用水域水質（〃） 44 0.39 0.025  3.3 pg-TEQ/ ℓ

公共用水域底質（〃） 44 6.1 0.13  32 pg-TEQ/ g

地下水（　　〃　　） 22 0.022 0.017  0.043 pg-TEQ/ ℓ

国全体での取り組みにより，我が国のダイオキ
シン類の総量は24年には136〜138 ※g-TEQ/年
で，９年（7,680〜8,135 g-TEQ/年）と比べ約
98％削減された。
県内におけるダイオキシン類の排出総量は，

年々減少し，24年度は，９年度（179 g-TEQ/年）
に比べ，96〜97％削減され，6.0〜6.4 g-TEQ/
年となっており，指針の目標値（17年度；
22.3 g-TEQ/年）を下回った。
特に，９年度の排出総量の 83 ％を占めてい

た廃棄物処理分野（149 g-TEQ/年；一般廃棄
物焼却炉，産業廃棄物焼却炉及び小型焼却炉の
合計）については，21 年度までに約 97 ％削減
された。排出量が削減された主な要因として
は，14 年 12 月までに，廃棄物焼却設備の構造
基準・維持管理基準や「ダイオキシン類対策特
別措置法」の排出基準などに係る規制の強化が
図られたこと，指針に基づき県民，事業者及び
行政が一体となって各種削減対策に取り組んで
きたことが挙げられる。

２　※ダイオキシン類の削減状況

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき，
大気，公共用水域の水質，底質等の測定を実施
した結果，25 年度は公共用水域の水質の２地
点を除き，すべての地点で，環境基準を達成し
た。

公共用水域の水質調査で環境基準を超過した
山田川及び宮戸川については，２河川とも，検
出された成分（同族体）の構成から，ダイオキ
シン類はかつて流域で使用された農薬（PCP，
CNP等）に由来することが推測された。

３　ダイオキシン類の監視

図表 2-4-3　ダイオキシン類の総排出量の推移

※　総排出量に幅があるのは，焼却能力 50kg/h 未満の小型焼却炉について法令で届出の義務がないため，設置基数等を推定したことによる。

図表 2-4-4　25 年度ダイオキシン類の測定結果
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４　有害物質対策
（１）　水環境化学物質調査
県では，県内の河川等公共用水域において，
要監視項目及び※環境ホルモンについて調査を
実施している。
25 年度は要監視 28 項目，環境ホルモン２項
目の計 30 項目の調査を県内 14 水域で実施し
た。その結果，指針値超過は確認されなかった。
また，過去に基準超過が確認された７水域で
モニタリング調査を行った。その結果，八間
堀川，中通川，新利根川の３地域で全マンガン
の指針値を超過した。これらの地点は，以前に
行った追跡調査により自然由来であると推定さ
れている。
その他，指針値及び魚類に対する予測無影響
濃度を超過した水域はなかった。

５　アスベストの現状
アスベスト（石綿）は，天然の鉱物繊維であ
り，熱，摩擦，酸やアルカリにも強く，丈夫で
変化しにくいため，我が国でも 1890 年代から
輸入され，建築材料をはじめ様々な工業製品に
使用されてきたが，その繊維は，目に見えない
ほど細く，軽いため飛散しやすく，それらを吸
入すると，肺がんや悪性中皮腫などの原因とな
る。
なお，アスベストの約９割は建材製品として
使用されており，今後，これらの建築物が解
体・更新の時期を迎えることから，飛散防止対
策の徹底を図っていく必要がある。

第２　化学物質環境リスク対策  
１　化学物質の総合的なリスク対策

（１）国の取り組み
国は，昭和 48 年 10 月に，人の健康や生態系
を損なうおそれがある化学物質による環境汚
染を防止するため，「化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律」を制定し，新規の化学
物質の製造や輸入の際に，事前にその物質が難
分解性や慢性毒性などの性状を有するかどうか
の審査を行う制度を設けるとともに，その性状
に応じ製造，輸入，使用等の規制を行ってい
る。また，11 年７月に，有害性が判明している
様々な化学物質の環境への排出量を把握するこ
となどにより，化学物質を取り扱う事業者の自
主的な管理の改善を促進し，環境汚染を未然に
防止するため，※PRTR制度と※MSDS制度を二
つの大きな柱とする「特定化学物質の環境への
排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律」が制定され，現在，人や生態系への有害
性があり，環境中に広く存在すると認められる
462 の物質（第一種指定化学物質）について，
事業者による排出量等（前年度の実績）の届出
が行われている。

（２）県の取り組み
県では，７年１月に，県内の工場・事業場に
おける化学物質の自主管理と環境汚染の未然防
止を図ることを目的として「化学物質の環境に
やさしい取扱指針」を策定し，化学物質（特別
配慮化学物質：96 物質）の安全管理の取り組み
を開始したが，国の法整備や管理指針の制定を
受けて，17 年 10 月に「生活環境の保全等に関
する条例」に基づき事故防止対策に関する事項
等を追加した「化学物質適正管理指針」を新た
に策定し，事業所における化学物質の適正管理
の更なる推進などの指導を行っている。
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年度
区分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

食
品
か
ら
の

摂

取

量

体重１kg 当たりの
１日摂取量

(pg-TEQ/kgbw/ 日）

0.92
（0.13〜1.90）

0.84
（0.28〜1.49）

0.81
（0.43〜1.61）

0.68
（0.37〜1.54）

0.69
（0.22〜1.22）

個人総ばく露量
(pg-TEQ/kg/ 日） 1.09 1.01 0.69 − −

耐容１日摂取量（ＴＤＩ） ４pg-TEQ/kg/ 日

（１）国の取り組み
国は，ダイオキシン類の排出を抑制し，国民

の健康の保護を目的として 11 年７月に「ダイ
オキシン類対策特別措置法」を制定し，大気，
水質，底質及び土壌の環境基準や耐容１日摂取
量（※TDI）を設定するとともに，12 年１月か
ら廃棄物焼却炉等の排出ガスや製紙工場塩素漂
白施設等の排出水を規制している。

24 年度の全国の環境基準の達成率は大気で
は 100 ％，公共用水域の水質では 98.1 ％，底
質では 99.6 ％，地下水では 99.6 ％，土壌では
100 ％と，ほとんどの地点で環境基準を達成し
ている。
食品はダイオキシン類等の人への主なばく露
経路の１つと考えられることから，個別の食品
の汚染実態を把握するとともに，通常の食事に
よる摂取量を推計することを目的に，９年度か
ら全国調査を実施している。また，呼吸により
空気から摂取される量や手についた土が口に入
るなどして摂取される推計量を加え，日本人が
一日に平均的に摂取する体重１kg当たりのダ
イオキシン類の量（個人総ばく露量）を推計し
ているが，その量は，耐容 1日摂取量（生涯に
わたって継続的に摂取したとしても健康に影響
を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量）の
4 pg-TEQ/kg/日を下回っている。
また，国は，24 年８月に「我が国における事
業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を
削減するための計画」を変更し，削減目標量を
176 g-TEQ/年とするとともに，更なるダイオ
キシン類削減対策を進めている。

図表 2-4-5　ダイオキシン類に係る大気水質等の環境基準

媒 体 基　準　値 備　考

大 気
年 間 平 均 値 と し て
0.6pg-TEQ/m3 以下

工業専用地域，車道その他一般
公衆が通常使用していない地域
又は場所については適用しない。

水 質
年 間 平 均 値 と し て
1pg-TEQ/ℓ以下

すべての公共用水域及び地下水
に適用する。

土 壌 1,000pg-TEQ/g以下

廃棄物の埋め立て地，その他の
場所であって，外部から適切に
区別されている施設については
適用しない。

底 質 150pg-TEQ/g 以下 すべての公共用水域に適用する。

資料：環境省

図表 2-4-5　ダイオキシン類に係る大気水質等の環境基準

媒 体 基　準　値 備　考

大 気
年 間 平 均 値 と し て
0.6pg-TEQ/m3 以下

工業専用地域，車道その他一般
公衆が通常使用していない地域
又は場所については適用しない。

水 質
年 間 平 均 値 と し て
1pg-TEQ/ℓ以下

すべての公共用水域及び地下水
に適用する。

土 壌 1,000pg-TEQ/g以下

廃棄物の埋め立て地，その他の
場所であって，外部から適切に
区別されている施設については
適用しない。

底 質 150pg-TEQ/g 以下 すべての公共用水域に適用する。

資料：環境省

２　ダイオキシン類対策

（２）県の取り組み
県は，10 年３月に「茨城県ダイオキシン類

対策指針」を策定（13 年 12 月改正）し，17 年
度までに廃棄物焼却炉等から環境中に排出され
るダイオキシン類の総量を 22.3 g-TEQ/年とす
る削減目標を定め，①ごみの減量化・リサイク
ルの促進，②発生源対策の推進，③環境監視・
調査の実施，④情報の収集・広報などの総合的

なダイオキシン類対策に取り組んできた。その
結果，県内におけるダイオキシン類の排出総量
は，17 年度は 9.1〜10.7 g-TEQ/年（９年度比
94〜95 ％削減）となり，指針に係る削減目標
量を下回った。
引き続き，県は，ダイオキシン類の排出削減
に努めており，24 年度は 6.0〜6.4 g-TEQ/年ま
で削減されている。

図表2-4-6　ダイオキシン類の１日摂取量

注 ：数値は平均値，（　）内は範囲を示す。なお，体重１㎏当たりの１日摂取量は，日本人の平均体重を 50 kg として計算している。
出典：「厚生労働省　平成 24 年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について」，「環境省　平成 23 年度ダイオキシンをは

じめとする化学物質の人への累積量調査・ばく露実態調査結果報告書」
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大気基準適用施設 水質基準適用施設
区　　分 事業所数 施設数 区　　分 事業所数 施設数

鉄鉱業焼結施設 1 2 アセチレン洗浄施設 1 1
製鋼用電気施設 3 5 担体付触媒製造焼成炉ガス処理施設 1 2
亜鉛回収施設 2 2 二塩化エチレン洗浄施設 1 9
アルミニウム合金製造施設 6 31 アルミニウム合金製造洗浄施設等 2 4
廃棄物焼却炉 303 370 廃棄物焼却炉洗浄施設等 31 66

フロン類破壊施設洗浄施設 3 5
下水道終末施設 4 4

合　　計 315 410 合　　計 43 91

区　分 内　容

融資限度額 5,000 万円 ( 事業費の 80％以内）

利子補給率 年率 0.6％

融 資 期 間 ７年以内（1年以内据え置きの割賦償還）

ア　廃棄物の減量化・リサイクル
ダイオキシン類は，主に廃棄物の焼却等に伴
い環境中に排出されることから，廃棄物の排出
量を減らし，焼却量を削減することが極めて重
要である。
このため，23 年４月に策定した「第３次廃棄
物処理計画」に基づき，各種の施策を推進し，
計画目標年度の 27 年度には，一般廃棄物につ
いては，１人１日あたりのごみ排出量を 19 年度
に対し約５％以上削減し，リサイクル率が 23％
以上となるよう取り組んできた。

イ　発生源対策
「ダイオキシン類対策特別措置法」に定めるダ
イオキシン類に係る特定施設を設置している工
場・事業場数は，26 年３月 31 日現在で，大気
に係る特定施設設置事業所が 315（410 施設），
水質に係る特定施設設置事業所が 43（うち焼却
炉に係る洗浄施設等設置事業所：31）（91 施設）
である。
同法による規制対象施設を設置している事業
所については，立入調査などを通じて，ダイオ
キシン排出削減対策を指導している。

（１）環境ホルモン対策
ア　国の取り組み
環境省は，10 年５月に「外因性内分泌攪乱化
学物質問題への環境庁の対応方針について（環
境ホルモン戦略計画SPEED'98）」を策定し，環
境ホルモン緊急全国一斉調査を行った。
さらに，内分泌攪乱化学物質問題検討会（10
年６月設置）において，12 年度よりSPEED'98

でリストアップした 65 物質の中から，優先し
てリスク評価に取り組む物質を選定し（36 物
質），内分泌攪乱作用の試験を実施，魚類（メ
ダカ）に対し，ノニルフェノール，4−t−オク
チルフェノール，ビスフェノールA，DDTの 4
物質について，内分泌攪乱作用が確認された。
その後，環境省では，科学的知見の蓄積や
国際的な取り組みの進展状況を踏まえ，対応

３　有害物質対策

図表 2-4-7　ダイオキシン類対策特別措置に基づく特定施設の設置状況

※１つの事業所に複数区分の施設がある場合には代表となる施設区分に計上

（26 年 3 月 31 日現在）

図表2-4-8　融資制度の概要なお，同法に基づき特定施設の設置者が測定
したダイオキシン類の測定結果については，大
気基準適用施設で 274 施設，水質基準適用施設
で 10 事業所から報告があり，すべての施設で
排出基準を遵守していることが確認された。
また，県環境保全施設資金融資に特別枠を設
け，焼却施設の改善等事業所が行うダイオキシ
ン類対策を支援している。
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方針を改定し，17 年度に「化学物質の内分泌
かく乱作用に関する今後の対応方針について
−ExTEND2005 −」を，22 年度に「化学物
質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応−
EXTEND2010 −」を策定し，調査研究等を推
進している。

イ　県の取り組み
県では，全庁的に環境ホルモンに関する情報
の共有化を図り，連携して取り組んで行くた
め，17 年１月，「有害化学物質対策連絡会議」
（構成員：関係部局の 20 課等）を設置するとと
もに，情報収集に努めている。

第３　今後の取り組み  
１　化学物質の総合的なリスク対策
化学物質による環境リスクを低減するため，

「化学物質適正管理指針」に基づく工場・事業
場への指導・啓発に努めるとともに，PRTR制
度の円滑な運用を図り，事業者による化学物質
の自主管理の改善を促進する。
また，国及び他の地方自治体との連携・協力

を図り，環境リスク対策を推進する。

２　ダイオキシン類対策
県民，事業者及び行政の連携のもとに引き続

き廃棄物の減量化・リサイクルの促進，発生源
対策の推進，環境監視・調査の実施等ダイオキ
シン類対策の推進を図る。
また，大気，水質等の環境調査や産業廃棄物

焼却施設の排ガス調査を行い，ダイオキシン類
の実態の把握，排出基準の遵守指導に引き続き
努める。

３　有害物質対策
環境ホルモン対策を推進するうえでは，全県
的な実態を把握することが重要であることか
ら，県内の河川・湖沼の水環境調査等を継続的
に実施する。
また，関係部局間等で情報の収集及び交換を
行うとともに，国が行う調査研究などの動向を
踏まえ，県としての取り組みを進める。

４　アスベスト対策
「大気汚染防止法」に基づき解体等現場への
立入検査を実施し，作業基準等の遵守状況の確
認及び必要な改善指導を行う。
また，一般大気中のアスベスト濃度調査を引
き続き実施する。
さらに，「石綿による健康被害の救済に関す
る法律」に基づき，労災補償の対象とならない
健康被害者の救済のため，引き続き県内 12 箇
所の保健所で認定申請の受付を行う。

（１）飛散防止対策
吹付けアスベスト等が使用されている建築

物・工作物の解体等を行う場合には，「大気汚
染防止法」により届出が義務付けられており，
25 年度においては 176 件の届出を受理し審査を
行ったほか，法に定める作業基準の遵守状況を
確認するため，116 件の解体等現場に立入検査
を実施するなど，飛散防止対策を講じている。

（２）一般大気中のアスベスト濃度調査
県内の大気中のアスベスト濃度を把握するた

め，住居地域の大気中のアスベスト濃度測定を
25 年８月と 26 年１月に行った。結果は１リッ
トル中 0.07 本〜0.10 本の範囲となっており，低
濃度であった。

（３）アスベスト対策連絡会議
アスベスト問題に関し，各部局が連携して総
合的な対策を行うため，各部局の関係課で構成
されるアスベスト対策連絡会議を設置している。

（４）健康被害救済対策
アスベストは吸引から健康被害が生じるまで
の潜伏期間が長いこと，また，アスベスト製品
等製造工場や解体現場等で働いていた労働者の
みならず，その家族や近隣住民にも健康被害が
生じていることから，18 年２月に「石綿による
健康被害の救済に関する法律」が制定され，労
災補償の対象とならない者を対象とした救済制
度が創設され，県内 12 箇所の保健所で申請受
付を行っている。
県内の申請受付状況は，26 年３月末現在累計
で 167 件であった。

４　アスベスト対策
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第５節　放射性物質による環境汚染対策

図表 2-5-1　農畜産物等測定検体数一覧（環境放射線監視センター実施分） （26 年３月末現在）

飲料水 農産物 畜産物 水産物 牧草等 海水等 焼却灰 土　壌 河川水等 計

115 1,030 151 456 12 328 3 42 286 2,423

第１　放射性物質による環境汚染の現状  
東海・大洗地区に立地している原子力施設か
らの放射能の影響を監視するため，茨城県環境
放射線監視計画に基づき，常時監視システムに
よる環境放射線の連続測定並びに農畜水産物，
河川水，土壌等の環境試料の放射能の分析測定
を実施している。
更に，福島第一原子力発電所事故に伴い，

※放射線監視測定局等を増設し，放射線の監視
体制を強化するとともに，農畜水産物等の放射
能の分析測定を実施している。

１　環境放射線の常時監視結果
環境放射線の常時監視結果は，空間線量率が福
島第一原子力発電所事故以前の結果と比較して高
い傾向が見られたが，茨城県東海地区環境放射線
監視委員会において，福島第一原子力発電所事故
による影響と評価された。この結果については，
監視季報及び県ホームページ等により公表した。

２　農畜水産物の測定結果
県環境放射線監視計画及び県災害対策本部の
要請により，農畜水産物等の分析測定を行っ
た。一部の魚介類，※特用林産物で，※放射性セ
シウムが基準値を超える値が検出されたことか
ら，県では国の指示により，出荷制限等の措置
を行った。それ以外の農林水産物については，
基準値以下であり，安全であることを確認して
いる。なお，調査結果については，各農畜水産
物等の所管課が，県ホームページ等により公表
した。

３　環境試料（河川水等）の測定結果
公共用水域等（河川，湖沼，県管理ダム，海
水浴場等）の放射性物質モニタリング調査を実
施しており，その結果について，水質について
は全て不検出であったが，底質については，不
検出〜4,200 Bq/kg乾であった。

第２　放射性物質による環境汚染対策のための施策  
１　放射線モニタリングの充実
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事
故以降，東海・大洗地区においては，※緊急時
防護措置を準備する区域（UPZ）内の 22 地点
に放射線監視測定局を新たに整備し，25 年４
月から合計 63 地点で環境放射線の常時監視を
行っている。これらの結果については，県ホー
ムページにおいてリアルタイムで公表を行って
いる。
農畜産物，河川水等については，定期的に測
定を実施するとともに，その結果は県ホーム
ページ等を通し迅速に公表している。
海水浴場の砂浜の放射線量についても，定期
的に測定を実施するとともに，その結果を，県
ホームページ等により公表している。

２　放射能の除染等の実施及び支援
「放射性物質汚染対処特措法」に基づき，航空
機モニタリング等で，※空間線量率が毎時 0.23
マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を
「汚染状況重点調査地域」として指定すること
になっており，本県では 20 の市町村が国の指
定を受けた。
指定を受けた市町村は，「放射性物質汚染対
処特措法」に基づき，毎時 0.23 マイクロシーベ
ルト以上の区域等について「除染実施計画」を
策定し，除染活動を進めてきた結果，25 年度ま
でに６市村が，除染実施計画に基づく除染等の
措置を完了した。
また県では，市町村の除染活動が円滑に進む
よう，「除染に係る市町村情報連絡会議｣ を開
催し，各市町村での除染実施計画の進捗状況な
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高萩市

北茨城市

大子町除染実施計画に基づく
除染等の措置完了

計画策定済み
（放射性物質汚染対策特別措置法）
に基づき除染計画を策定した地域

その他の汚染状況重点調査地域
日立市

常陸太田市常陸大宮市

ひたちなか市

東海村那珂市
城里町

結
城
市

古河市 下妻市

石岡市

笠間市

桜川市

筑西市

八
千
代
町

水戸市

取手市

五
霞
町

境町

坂東市 常総市

つくばみらい市

守谷市

土浦市つくば市

龍ケ崎市

牛久市

美浦村

かすみがうら市

小美玉市

稲敷市

阿見町

河内町
利根町

鹿
嶋
市

行方市

神栖市

潮来市

茨城町

大
洗
町

鉾田市

第３　今後の取り組み  
１　放射線モニタリングの充実
今後も継続して，環境放射線の常時監視，農

畜産物・河川水等の定期的な分析測定等を行
い，その結果について速やかに県民に公表して
いく。また，緊急時には環境放射線監視セン
ターに隣接する※原子力オフサイトセンター等
と連携を図り，迅速な放射能の測定分析･影響
予測等に努める。

２　放射能の除染等の支援
「放射性物質汚染対処特措法」に基づく市町
村の除染活動を円滑に進めるとともに，「汚染
状況重点調査地域」の指定解除が進むよう，「除
染に係る市町村情報連絡会議｣ を開催し，除染

の進捗状況などの情報交換を行うなど，市町村
の支援を行っていく。

３　放射線に対する不安の解消等
引き続き，関係機関と連携しながら，県民を
対象とした健康相談や県ホームページ等を活用
した情報提供，講演会等の開催，各種広報等を
実施することにより，原子力や放射線の正確な
情報の普及を図るとともに，県民の不安の解消
に努めていく。
また，農林水産物や加工食品等については，
引き続き，きめ細かな放射性物質の検査を徹底
し，食の安全･安心の確保に努める。

図表 2-5-2　除染実施計画実施状況（26 年 3 月末現在）

どの情報交換などを行うとともに，除染実施計
画に位置付けられた県管理施設（学校･公園･
道路等）の除染等を行い，25 年度までに，ほと
んどの施設の除染を完了した。

３　放射線に対する不安の解消等
※JCO事故周辺住民健康影響調査の実施のほ
か，県内の放射線モニタリング状況等について
県ホームページ等による情報提供を行い，県民
の放射線に対する不安の解消に努めた。
また，県職員による県政出前講座や専門家に
よる各種講演会を実施したほか，新聞・ラジオ
による広報，小・中学生，高校生向け小冊子等
の発行，教員セミナーの開催を通じて，県民に
原子力や放射線等に関する正しい知識の普及・
啓発に努めた。
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図表 3-1-1　CODの経年変化（全水域平均）

図表 3-1-3　全りんの経年変化（全水域平均）

図表 3-1-2　全窒素の経年変化（全水域平均）
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第１　霞ヶ浦の現状  

第３章　湖沼環境保全対策の推進
第１節　霞ヶ浦の総合的な水質保全対策

霞ヶ浦の湖内の現況としては，昭和 50 年代
にCODが 11 mg/ℓを記録して以来，緩やかな
改善傾向の後，上昇が見られたが，ここ数年
は，改善傾向にある。（図表３−１−１）

また，25 年度は，全窒素及び全リンは前年よ
りわずかに高くなった。（図表３−１−２，図
表３−１−３）

主な環境指標
◇霞ヶ浦全水域平均（年平均）（実績／目標）
　COD　6.8mg/L（25年度）／7.4mg/L（27年度）
　全窒素 1.3mg/L（25年度）／1.0mg/L（27年度）
　全リン 0.089mh/L（25年度）／0.084mg/L（27年度）
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主要な流入河川については，北浦に流入する
全窒素が上昇してきたが，近年上げ止まった。
COD及び全リンは，長期的には改善傾向もしく

は横ばいであった。（図表３−１−４〜６）
25 年度における全窒素濃度の高い河川は，鉾
田川，武田川，梶無川であった。

図表 3-1-6　流入河川の全りん経年変化

図表 3-1-5　流入河川の全窒素経年変化

図表 3-1-4　流入河川の COD 経年変化
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第２　霞ヶ浦の水質保全に関する総合的な施策  
霞ヶ浦の水質浄化に，より一層取り組むた
め，18 年度に長期ビジョンを掲げ概ね平成 32
年度に実現することとしている。
また，浄化対策をより実効性のあるものとす
るため，「霞ケ浦富栄養化防止条例」を「霞ケ
浦水質保全条例」として，全面的に改正のうえ，
19 年 10 月より施行し，各種汚濁源に対する規
制等の措置を強化した。
さらに，20 年度から導入した森林湖沼環境税
を活用し，霞ヶ浦の水質保全を総合的，計画的
に推進している。
今後は，24 年３月に策定した「霞ヶ浦に係る
湖沼水質保全計画（第６期）」に基づき，引き
続き水質浄化に取り組む。

１　霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画（第6期）の概要
（１）長期ビジョンと計画期間
○長期ビジョン
「泳げる霞ヶ浦」「遊べる河川」を掲げ，実
現時期を 32 年頃とする。

○長期ビジョンの実現に向け，段階的に水質
の改善を図るため，５年ごとに水質浄化に
関する対策の進捗状況を検証・評価し必要
な見直しを行う。

○第６期計画の期間
23 年度から 27 年度までの５年間

（２）水質目標

２　生活排水対策
（１）下水道の整備
下水道の整備は，25 年度までに土浦市等 22
市町村で事業を実施し，処理人口約 598,300 人，
普及率 61.5 ％となっている。
また，霞ケ浦湖北流域下水道，霞ケ浦水郷流
域下水道等において，窒素・りんの除去を目的
とした高度処理を実施している。

（２）その他の生活排水処理施設の整備
農業集落排水施設については，25 年度末まで

に，処理人口は約 67,500 人となっており，すべ
て高度処理である。高度処理型浄化槽について
は，25 年度末 11,421 基，処理人口約 41,000 人
である。

３　工場・事業場等排水対策
（１）法律・条例に基づく規制
ア　水質汚濁防止法及び湖沼水質保全特別措置

法に基づく規制
霞ヶ浦流域では，霞ヶ浦や流入河川の水質汚
濁を防止するため，「水質汚濁防止法」で規定
している特定施設を設置する工場・事業場（特
定事業場）及び「湖沼水質保全特別措置法」で
規定している湖沼特定施設を設置する工場・事
業場（湖沼特定事業場）からの排出水に対し，
国が定める排水基準（一律基準）よりも厳しい
基準値を定めている。
また，霞ヶ浦流域では，排水基準が適用とな
る排水量を 10 m3／日以上まで裾下げを行って
おり，県内の他の水域（30 m3／日以上）より
も厳しい基準としている。

イ　生活環境の保全等に関する条例及び霞ケ浦
水質保全条例に基づく規制

「水質汚濁防止法」が適用されない汚水・廃
液を排出する施設については「生活環境の保全
等に関する条例」で排水特定施設，「霞ケ浦水
質保全条例」で指定施設としてそれぞれ指定し
ている。
これらの施設を設置している排水量 10 m3／
日以上の工場・事業場に対し，「霞ケ浦水質保
全条例」で窒素・りん，「生活環境の保全等に
関する条例」でBOD等の項目について，国が定
める排水基準（一律基準）よりも厳しい排水基
準値をそれぞれ定めている。

（２）立入り検査及び指導状況
霞ヶ浦流域の特定事業場等の排水基準遵守状
況を監視するため，25 年度は延べ 461 の工場・
事業場に対して立入検査を実施した。
このうち，361 の工場・事業場に対して排出
水の水質検査を実施した結果，107 の工場・事
業場が排水基準に適合していなかったため，改
善指導を実施した。その結果 81 の事業場で改
善が図られたが，26 の事業場については，改善
を指導中である。

図表 3-1-7　湖内基準点８地点平均値

項　目 現　況
（H22）

水質目標
（H27） 環境基準

CO D（mg/ℓ） 8.7 7.4 3.0
全窒素（ 〃 ） 1.3 1.0 0.4
全リン（ 〃 ） 0.10 0.084 0.03

図表 3-1-7　湖内基準点８地点平均値

項　目 現　況
（H22）

水質目標
（H27） 環境基準

CO D（mg/ℓ） 8.7 7.4 3.0
全窒素（ 〃 ） 1.3 1.0 0.4
全リン（ 〃 ） 0.10 0.084 0.03
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（３）小規模事業所に対する指導
25 年度は霞ヶ浦流域の 298 の小規模事業所に

対して「霞ケ浦水質保全条例」で規定された「水
質に関する基準」の遵守等を指導した。

４　畜産業に係る対策
畜産に係る汚濁負荷対策としては，助成制度

を活用して，家畜排せつ物堆肥化施設などを整
備するとともに，堆肥の流通が進むよう畜産農
家に肥料取締法に基づく特殊肥料届出について
理解を求め，24 年度までに届出件数は，573 件
となった。

５　流出水対策
（１）環境にやさしい農業（エコ農業茨城）の推進
環境にやさしい農業に取り組む生産者の支援

をしており，エコ農業茨城に取り組む地域や生
産者の耕作面積が増加している。
化学肥料の削減に対する取り組みとしては，

水田では適正な施肥と水管理の徹底，及び肥料
成分の流出抑制が図られるよう，施肥田植機に
よる局所施肥や流出抑制肥料の使用を推進し
た。施肥田植機については，24 年度末までに累
計 4,931 台が導入された。
また，畑においても土壌の飛散流出を防ぐカ

バークロップの導入を推進している。
さらに，化学肥料を削減した栽培の普及展示

ほの設置や，溶出抑制肥料の推進，堆肥等の活
用による土壌の物理性向上についても推進し
た。

（２）市街地等からの流出負荷抑制
市街地等から降雨に伴い汚濁負荷が流出する

のを未然に防止するため，山王川流域（石岡
市）と鉾田川流域（鉾田市）を流出水対策地区
に指定し，地元住民の協力を得て歩道や側溝等
の清掃のほか各種対策を実施した。

（３）森林の適正管理
森林の公益的機能の維持・増進を図るため間
伐等の森林整備を行うとともに，平地林・里山
林については市町村が主体となり，森林所有
者，地域住民等と保全協定を結び，下刈り，間
伐等の森林整備を実施し，その保全を図ってい
る。24 年度は，18 市町村で事業を実施した。

６　漁業に係る浄化対策
コイ養殖については，コイヘルペスウィルス
病発生による影響で，16 年度から休止していた
が，耐性コイ生産技術やまん延防止を図る出荷
方法の確立等を受け，21 年４月に再開した。飼
育にあたっては，条例に基づく適正飼育基準の
遵守徹底を図るとともに，年２回，水質・底質
のモニタリング調査を行っている。
また，漁業による窒素・りんの回収方策とし
て，24 年度のハクレン，アメリカナマズ等の外
来魚の漁獲回収については，これら外来魚から
福島第一原発事故由来の放射性物質が検出され
た影響により，実施を見合せた。

７　霞ヶ浦及び流入河川の直接浄化対策
（１）湖沼の浄化対策
ア　※アオコの処理対策
アオコの発生に迅速に対応すべく，発生が予
想される夏季に，国土交通省，関係市町村及び
県でアオコの監視パトロールを実施している。
25 年度は，アオコが発生したことから，国土交
通省及び市町村と連携してアオコフェンスの設
置及びアオコの回収等の対策を実施した。また，
23 年度に悪臭被害の大きかった土浦市の新川に
アオコ抑制装置を設置し，アオコの発生抑制お
よび悪臭被害の防止に努めた。
さらに，アオコ対策の円滑な推進を図るた
め，連絡会議を開催し，関係者への協力要請を
行った。

イ　しゅんせつ等の底泥対策
底泥（富栄養化した堆積土）に起因する水質
悪化に対処するため，国土交通省直轄事業とし
て昭和 50 年度から 23 年度までの 37 年間で累
計 800 万m3 の底泥しゅんせつが実施された。

ウ　生態系の持つ自然浄化機能を活用した浄化対策
魚類等の繁殖の場となり，水質浄化機能もあ
るヨシ等の水生植物帯の造成を実施している。

図表 3-1-8　霞ヶ浦流域の工場・事業場の状況

法律による
対 象 数

条例による
対 象 数 合 計

工 場・ 事 業 場 数 3,396 1,835 5,231

排水基準適用件数 547 253 800

立入検査延べ件数 320 141 461

水質検査延べ件数 246 115 361

排水基準不適合件数 62 45 107

改 善 さ れ た 件 数 48 33 81

図表 3-1-8　霞ヶ浦流域の工場・事業場の状況

法律による
対 象 数

条例による
対 象 数 合 計

工 場・ 事 業 場 数 3,396 1,835 5,231

排水基準適用件数 547 253 800

立入検査延べ件数 320 141 461

水質検査延べ件数 246 115 361

排水基準不適合件数 62 45 107

改 善 さ れ た 件 数 48 33 81
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霞ケ浦環境科学センター

（２）流入河川の直接浄化対策
国土交通省では園部川を始めとする５河川の
河口部に湖内湖植生浄化施設（ウェットラン
ド）を設置している。
また，本県では，清明川上流部の調節池内に
レキ間接触酸化による直接浄化施設を設置して
いるほか，現在，桜川において河川敷（高水
敷）に植生浄化施設の整備を進めている。

８　霞ケ浦環境科学センターの活動
霞ケ浦環境科学センターは，環境保全に関す
る調査研究に取り組むとともに，環境学習や市
民活動の拠点として 17 年４月に開設され，市
民・研究者・企業及び行政の４者のパートナー
シップのもと，次の４つの機能を効果的に発揮
できるよう事業を展開している。

（１）環境学習
展示室見学のほか，研修室での水質分析・プ
ランクトン観察，霞ヶ浦周辺での自然観察会な

ど，子どもから大人まで親しみやすく参加しや
すい体験型学習を実践した。また，20 年度から
霞ヶ浦湖上体験スクールを実施し，多くの小中
学生が水環境に関する理解を深めている。

（２）市民活動との連携・支援
環境保全活動の輪を広げるためオープンス
ペースとして「交流サロン」を運営し，各種情
報提供などを行った。また，県内の水関連市民
団体等の交流を図るため，環境フォーラムを開
催したほか，軽トラックや刈払機，顕微鏡や透
視度計などの水辺環境保全や環境学習の機材を
整備し無料で貸し出すなど，市民団体等の活動
支援を行った。

（３）情報・交流
研究者と市民，市民相互の交流や，内外の研
究機関，大学などとの連携や交流を促進する。
また，霞ヶ浦等に関する様々な情報を収集・蓄
積し，県民へ発信した。
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（４）調査研究・技術開発
霞ヶ浦をはじめとする県内の湖沼・河川の水

環境や大気環境などの保全のための調査研究や
技術開発を行う。

（ア）水環境調査研究事業
霞ヶ浦など湖沼の水環境に関する研究を行っ

たほか，客員研究員を委嘱し，研究体制の充実
を図った。
（主な研究テーマ）
・霞ヶ浦における植物プランクトンの群集構
造に影響する環境因子の解明に関する研究
・霞ヶ浦の有機物の挙動の解明に関する研究
・霞ヶ浦における水質変動の要因に関する研究
・北浦におけるリンの低減化に関する研究

・北浦流域における蓄積窒素に関する研究
・直接流入負荷削減に関する調査研究
・湖内水質等のモニタリング
・涸沼・牛久沼の水質保全に関する調査研究

（イ）大気環境研究事業
微小粒子状物質（ＰＭ 2.5）や酸性雨に関す
る調査研究，フロン類の大気中濃度調査，ベン
ゼン等有害大気物質調査などを行うほか，百里
飛行場周辺の騒音実態調査や石綿の環境実態調
査を実施した。

（ウ）化学物質研究事業
環境ホルモンや要監視項目などの化学物質の
実態調査のほか，水質事案などの原因究明調査

第３　今後の取り組み  
20 年度から導入した森林湖沼環境税を活用

し，水質保全対策をより一層強化していく。ま
た，第６期計画に基づき，水質浄化に向け総合
的な対策を推進する。

１　霞ヶ浦及び流域河川の水質保全対策
汚濁負荷量の削減に向け，森林湖沼環境税を

活用し，下水道や農業集落排水への接続補助や
高度処理型浄化槽の設置補助などの生活排水対
策を実施するほか，家畜排せつ物の燃料化に関
する技術の調査・検討を行い，家畜排せつ物の
新たな処理及び利活用について検討する。
また，工場・事業場からの排水対策，農業・

畜産業等における水質保全対策を推進するほ
か，霞ヶ浦及び流域の水環境を的確に把握する
ため，定期的に水質監視を行う。

２　流出水対策
農地からの流出水対策としては，減肥技術な

どによる環境にやさしい農業を推進する。また，
地域住民の協力を得て，市街地における歩道・
側溝の清掃，森林の適正管理を推進する。
さらに，森林湖沼環境税を活用し，農業排水

を循環利用する循環かんがい施設を整備し，負
荷削減を図る。

３　自然の浄化機能の保護と生態系の保全
魚類等の繁殖の場となり，水質浄化機能もあ
るヨシ等の水生植物帯の造成を図るとともに，
湖岸植生帯の保全を促進する。また，アメリカ
ナマズ等の未利用魚の漁獲回収を進めるほか，
森林保全を通した水源かん養機能や水質浄化機
能の維持・増進などにより，流域の総合的な生
態系保全を図る。

４　県民との連携・協力による流域管理
県民の理解と積極的な協力を得るため，霞ケ
浦環境科学センターを中心に霞ヶ浦環境学習等
推進事業などを展開し，各種広報啓発や河川流
域単位での浄化運動などを推進する。
また，森林湖沼環境税を活用し，県民が自ら
企画し活動する水辺の清掃や水環境学習，ヨシ
保全等に対し助成を行い，県民活動の一層の活
性化を図る。

５　霞ケ浦環境科学センターの事業
霞ヶ浦をはじめとする県内の湖沼，河川など
の水質保全や大気などの環境保全に取り組むた
めの総合拠点となる「霞ケ浦環境科学センター」
において，調査研究，環境学習，市民活動との
連携・支援等を進める。
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トピックス 霞ヶ浦問題協議会の活動

○協議会の歩み
昭和 48 年夏のアオコ大発生により急激な水質悪化が生じたことから，悪臭
や飲用水対策に取り組むことを目的として，霞ヶ浦沿岸 21 市町村長により
「霞ヶ浦問題研究会」として発足しました。昭和 54 年に「霞ヶ浦問題協議会」
と改称し現在に至り，平成 17 年４月からは，県霞ケ浦環境科学センター内に
事務局を置き活動を進めています。
平成 25 年には，土浦市で，設立 40 周年記念大会を開催しました。

○主な活動内容
１．霞ヶ浦の水質浄化
①冊子，河川流域地図等の作成，配布
②霞ヶ浦の日キャンペーンの実施
③霞ヶ浦水質浄化ポスターの募集
④エコキャンドル作り等をとおした広報活動

２．家庭排水対策推進
①家庭から出る食用残廃油の回収
②霞ヶ浦女性教室の開催

３．霞ヶ浦地域清掃
①霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦の実施（年２回）

４．活動支援
①探検隊（巴川・桜川・恋瀬川・小野川）及び北浦水質レスキュー隊への活動支援

５．流域連携促進
①身近な水環境の全国一斉調査の実施
②霞ヶ浦流入河川水質調査の実施

※霞ケ浦環境科学センターのトップページに，霞ヶ浦問題協議会コーナーを設置しています。
http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/

霞ヶ浦問題協議会設立 40 周年記念大会の様子
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トピックス 霞ヶ浦直接浄化実証施設

県では，霞ヶ浦の水質浄化の一環として，アオコなどの植物プランクトンの栄養源で，水質悪
化の原因物質の一つである「りん」を湖水から直接除去する対策の実証試験を行うため，土浦港
に「霞ヶ浦直接浄化実証施設」を設置しました。

○浄化実証施設の主な特長
１　凝集剤と磁石を組み合わせたコンパクトな処理方式
・汲み上げた湖水に無機凝集剤と磁性粉を加え，かき混ぜて，水中の汚れを集めた微小な固ま
り（マイクロフロック）を生成します。
・さらに高分子凝集剤を添加し，固まり（フロック）を成長させます。
・この固まりには磁性粉が含まれており，磁石に吸着されるため，磁石で水中から除去しま
す。
・この処理方式は，広い面積をとる沈殿池を必要としないので，処理時間が短く，施設の設置
面積をコンパクトにすることができ，土浦港の狭い場所でも設置することができました。

２　発生する汚泥の濃度が高いため汚泥処理が容易
・凝集磁気分離後のフロックからなる汚泥は，通常の凝集沈殿方式で発生する汚泥よりも濃度
が高く，そのまま脱水機で脱水できるため，汚泥濃縮槽が不要で，汚泥処理施設をコンパク
トにすることができました。

○施設概要
・設置場所：茨城県土浦市港町２丁目２番地先
・設置面積：860 m2

・処理能力：10.000 m3／日（浄化対象水域内の約１／３の水量）
・目標水質：浮遊物質量　５mg/L　　全りん　0.03 mg/L
・実証試験：平成 25 年 10 月〜平成 28 年度（予定）
・施　　工：株式会社日立製作所　インフラシステム社

○浄化対象水域 ○施設全景
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第２節　涸沼の水質保全対策
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主な環境指標
◇涸沼の水質（実績／目標）
　COD：年平均値5.9mg/L（25年度）／5.5mg/L（26年度）
　全窒素：年平均値1.7mg/L（25年度）／1.4mg/L（26年度）
　全リン：年平均値0.077mg/L（25年度）／0.060mg/L（26年度）

第１　涸沼の現状  
涸沼は，富栄養化等に伴う水質汚濁が進行し
ているため，12 年３月に，昭和 49 年に指定し
たCOD等に係る環境基準の達成期間を見直すと
ともに，新たに窒素及びりんに係る環境基準の

類型指定を行った。また，12 年６月に涸沼水質
保全計画，17 年 12 月には第２期，22 年 12 月
には第３期の計画を策定し総合的・計画的に水
質浄化対策を進めている。

図表 3-2-4　透明度の水質経年変化

図表 3-2-1　COD の水質経年変化

図表 3-2-2　全窒素の水質経年変化

図表 3-2-3　全リンの水質経年変化
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第２　涸沼の水質保全に関する施策  
22 年 12 月に，涸沼の水質保全対策を総合的

に定めた「第３期涸沼水質保全計画」を策定し，
水質保全目標値をCOD，窒素，りん及び透明度
の４項目について定めた。これらの目標の達成
に向けて，生活排水対策，畜産対策等の汚濁負
荷削減対策，広報・啓発活動，環境教育，環境
学習，計画の推進体制の整備など，各種施策を
計画的に推進するとともに，庁内各課で構成す
る「涸沼・牛久沼水質保全計画推進連絡会議」
を設置し，実施状況を点検・評価しながら，計
画の進捗状況の管理している。

１　第３期涸沼水質保全計画の概要
（１）計画期間
○ 22 年度から 26 年度までの５か年間
○ 26 年度以降については，対策の進捗状況，
水質の改善状況，流域の社会的要因の変化な
どを踏まえ，必要な見直しを行う。

（２）水質目標

（３）主な対策の内容
ア　汚濁負荷削減対策
（ア）下水道，農業集落排水施設の整備，接続
推進，高度処理型浄化槽の設置促進により，
生活排水処理率を現状（H20）の 64.6 ％か
ら 84.5 ％に拡大する。

（イ）市町村における生活排水対策を推進する。
特に，生活排水による負荷の割合の高い石
川川流域について，水戸市と連携し下水道
への接続促進などを重点的に実施する。

（ウ）食器の油のふきとり，アクリルタワシの
使用，食用油の使いきり，風呂水の洗濯・
散水への再利用など，水環境にやさしいラ
イフスタイルを確立する。

（エ）工業，事業場については，立入検査等に
よる排水処理指導の強化や法令の規制の対
象とならない小規模事業に対する指導の徹

底により，汚濁物質の削減を図る。
（オ）家畜排せつ物については，高度処理施設
（強制発酵施設，浄化処理施設，炭化焼却
施設，ペレット化施設等）や堆肥散布機械
（堆肥運搬車等）等を整備する。また，耕畜
連携による良質な堆肥の生産利用及び広域
的な流通を促進する。

（カ）施肥基準や土壌診断結果等に基づいた適正
施肥を進め，環境にやさしい農業を推進する。

（キ）ヨシ等の植生の活用や直接浄化施設の整
備により流入河川の浄化を促進する。

（ク）水産資源の維持増大を図り，漁業による
窒素やりんの湖外への取り出しを推進する。

イ　推進体制の整備等
（ア）住民，団体，事業者及び行政による「ク
リーンアップひぬまネットワーク」の活動
を通じて，地域一体となった浄化実践活動
などを推進する。

（イ）計画の進行管理については，庁内関係各
課で構成する「涸沼・牛久沼水質保全計画
推進連絡会議」を設置して実施する。

（ウ）環境学習・環境教育を推進する。
ウ　調査研究の推進
湖内及び流入河川における水質などの定期的
な調査，遡上水の挙動を含めた汚濁機構の解明
などの調査研究を行う。

２　水質浄化対策
（１）発生源対策
「水質汚濁防止法」及び「生活環境の保全等に
関する条例」に基づき，工場・事業場について，
排出水の適正処理等の指導を行うとともに，小
規模事業所に対しては，「小規模事業所排水対
策指導要綱」に基づき適正排水処理を指導した。
また，畜産農家に対しては，家畜排せつ物の不
適切な管理を解消し，堆肥の有効利用を図るた
め，家畜排せつ物処理施設等の整備，家畜排せ
つ物の有効利用等を推進し，さらに農業からの
環境負荷の軽減を図るため，環境保全型農業直
接支援対策等により化学肥料の削減や水田の適
正な水管理等を推進した。

（２）生活排水対策（H25）
下水道や農業集落排水施設の整備，合併処理浄
化槽の設置を推進し，生活排水処理総合普及率は
約85.8 ％となった。

図表 3-2-5　水質目標

項　　目 現　　況※
（H21）

水質目標※
（H26） （参考）環境基準

COD（mg/ℓ） 6.2 5.5 5（75%値）

全 窒 素（ 〃 ） 1.9 1.4 0.6

全 り ん（ 〃 ） 0.080 0.060 0.05

透 明 度（ ｍ ） 0.9 1.0 ―

※上記の表は，環境基準点３地点（親沢，宮前，広浦）の平均値

図表 3-2-5　水質目標

項　　目 現　　況※
（H21）

水質目標※
（H26） （参考）環境基準

COD（mg/ℓ） 6.2 5.5 5（75%値）

全 窒 素（ 〃 ） 1.9 1.4 0.6

全 り ん（ 〃 ） 0.080 0.060 0.05

透 明 度（ ｍ ） 0.9 1.0 ―

※上記の表は，環境基準点３地点（親沢，宮前，広浦）の平均値
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（３）涸沼水質浄化運動の展開
13 年３月に「恵み豊かで美しい涸沼の創造を
目指して」の理念のもと住民，事業者，団体，
行政による水質浄化運動組織「クリーンアップ
ひぬまネットワーク」が設立された。
25 年度は，各地域における一斉清掃活動，稚
魚の放流などの身近な水質浄化活動を始め，以
下の事業に取り組んだ。
○第 13 回ひぬま環境フォーラムの開催（25 年
11 月 23 日，いこいの村涸沼で実施）
○涸沼水質浄化ポスターの募集及び巡回展示
・ポスターの募集結果　総応募数　263 点

○広報紙の発行広報紙
「クリーンアップひぬまネットワークだよ
り」を 25 年９月，26 年３月の２回発行し，
涸沼流域全世帯（約５万世帯）に配布した。
○インターネットによる情報の発信
ネットワークのホームページを運営し，
ネットワークや流域市町での取り組み行事予
定をはじめ，涸沼周辺の観光スポットなど幅
広く涸沼に関する情報を発信した。
○ひぬま流域クリーン作戦
25 年７月 20 日に涸沼自然公園及びその周
辺で清掃活動を実施した。

第３　今後の取り組み  
「第３期涸沼水質保全計画」（22 年 12 月策定）
に基づき，総合的な水質保全対策を推進してい
くため，涸沼・牛久沼水質保全計画推進連絡会
議を運営し，事業の進捗状況を管理する。
さらに，流入河川の水質調査など小・中学校

の環境学習を支援するとともに，地域一体と
なった浄化実践活動への取り組みを促進するた
め，住民，団体，事業者及び行政による「ク
リーンアップひぬまネットワーク」の活動に対
して支援する。
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第３節　牛久沼の水質保全対策

1.5 1.6

24
年度

232119171513119753S50 52 H元5654 626058 25

8.1

7.2

24 25
年度

232119171513119753S50 52 H元5654 626058

0.071

0.064

24
年度

232119171513119753S50 52 H元5654 626058 25

主な環境指標
◇牛久沼の水質（実績／目標）
　COD：年平均値 7.2mg/L（25年度）／7.2mg/L（28年度）
　全窒素：年平均値 1.6mg/L（25年度）／1.3mg/L（28年度）
　全リン：年平均値 0.064mg/L（25年度）／0.059mg/L（28年度）

第１　牛久沼の現状  
牛久沼では，昭和 55 年頃からアオコの発生

が見られ富栄養化による水質汚濁が進行したこ
とから，11 年２月に環境基準のあてはめを河川
から湖沼に改定するとともに，15 年２月に牛久

沼水質保全計画，19 年 12 月に第２期，25 年３
月に第３期の計画を策定し，総合的・計画的に
水質浄化対策を進めている。

図表 3-3-2　全窒素の水質経年変化

図表 3-3-1　COD の水質経年変化

図表 3-3-3　全リンの水質経年変化
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第２　牛久沼の水質保全に関する施策  
25 年３月に牛久沼の水質保全対策を総合的に
定めた「第３期牛久沼水質保全計画」を策定し，
COD，窒素及びりんについて水質保全目標値を
定め，その達成に向け生活排水対策などの他，
広報啓発活動，環境学習の実施など各種施策を
計画的に推進するとともに，庁内各課で構成す
る「涸沼・牛久沼水質保全計画推進連絡会議」
を設置し，実施状況を点検・評価しながら，計
画の進捗状況を管理している。

１　第３期牛久沼水質保全計画の概要
（１）計画期間
○ 24 年度から 28 年度までの５か年間
○ 28 年度以降については，対策の進捗状況，
水質の改善状況，流域の社会的要因の変化な
どを踏まえ，必要な見直しを行う。

（２）水質目標

（３）主な対策の内容
ア　汚濁負荷削減対策
（ア）生活排水対策については，下水道等の整備及

び高度処理型浄化槽の設置促進により，生活排
水処理率を87.2 %から 91.1 %に向上させる。

（イ）工場・事業場排水対策については，水質
汚濁防止法等に基づく排水基準の遵守の徹
底を図るとともに，環境保全施設資金融資
制度を活用した排水処理施設設置の促進を
図る。

（ウ）つくばエクスプレス沿線の開発等により
増加が懸念される市街地からの汚濁負荷削
減について，洪水の防止，地下水の涵養及
び流出負荷の抑制などのため，貯留浸透施
設の集水面積を開発面積の 60 ％以上確保
し，水循環機能の保全を図る。

（エ）化学肥料等の低減や適正施肥などの環境
にやさしい農業を推進し，農用地から流出
する環境負荷の削減を図る。

（オ）多様な生態系を育み，うるおいある水辺
空間を保全するため，流入河川において，

自然環境や生態系に配慮した多自然川づく
りを推進する。

イ　推進体制の整備等
（ア）流域市町村及び団体で構成する「牛久沼
流域水質浄化対策協議会」が実施する一斉
清掃，浄化キャンペーン等の浄化実践活動
や広報・啓発活動を支援する。

（イ）計画の進行管理については，庁内関係各
課で構成する「涸沼・牛久沼水質保全計画
推進連絡会議」を設置して実施する。

（ウ）環境学習・環境教育を推進する。
ウ　調査研究の推進
湖内及び流入河川の水質などの定期的な調査
を行うとともに流入負荷に関する調査研究を行
い，これらのデータを基に汚濁機構の解明を図
る。

２　水質浄化対策
（１）発生源対策
「水質汚濁防止法」及び「生活環境の保全等に
関する条例」に基づき，工場・事業場について，
排出水の適正処理等の指導を行うとともに，小
規模事業所に対しては，「小規模事業所排水対
策指導要綱」に基づき適正排水処理を指導した。
また，畜産農家に対しては，家畜排せつ物の有
効利用を推進するとともに，耕種農家に対して
は農業からの環境負荷の軽減を図るため，環境
保全型農業直接支援対策等により化学肥料の削
減等を推進した。

（２）生活排水対策
下水道や農業集落排水施設の整備，合併処理
浄化槽の設置を推進し，生活排水処理総合普及
率は 86 ％となった。
また，家庭からの生活雑排水の汚濁負荷を軽
減するとともに，発生源対策をより促進する動
機付けとして，各市において，催事等を利用し
て，ケナフ入り水切り袋，キッチンペーパー等
を作成・配布した。

（３）牛久沼水質浄化運動の展開
水質浄化には流域住民の理解と協力が不可欠
であるため，牛久沼流域水質浄化対策協議会（会
長：龍ケ崎市長，４市等で構成）を中心に，県，
市町村及び流域住民が一体となって水質保全に向
けた広報啓発や各種の浄化運動を展開した。

図表 3-3-4　水質目標

項　　目 現　　況
23年度 目標値 （参考）

C O D（年平均値） 7.5 7.2 5（75%値）

全窒素（　〃　） 1.4 1.3 0.6

全りん（　〃　） 0.062 0.059 0.05

図表 3-3-4　水質目標

項　　目 現　　況
23年度 目標値 （参考）

C O D（年平均値） 7.5 7.2 5（75%値）

全窒素（　〃　） 1.4 1.3 0.6

全りん（　〃　） 0.062 0.059 0.05
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○牛久沼流域清掃活動；約 5,000 人が参加
○牛久沼水質浄化ポスターの募集及び巡回展示
・ポスターの募集結果　総応募数　414 点

○牛久沼啓発用パンフレットの作成
生活排水対策を掲載したパンフレットを作
成し，流域の小中学校等に配布した。

○食用廃油対策事業

流域市において，廃油回収事業及び家庭排
水対策の広報・啓発を行った。
回収量　約 3,500ℓ

○牛久沼環境学習促進事業
流域市町村の小学生等を対象に，牛久沼の
湖上研修，流域河川の水質検査，湖畔の自然
観察会等を実施した。

第３　今後の取り組み  
「第３期牛久沼湖沼水質保全計画」（25年３月
策定）に基づき，総合的に水質保全対策を推進
していくため，涸沼・牛久沼水質保全計画推進
連絡会議を運営し，事業の進捗状況を管理する。

また，地域一体となった浄化実践活動への取
り組みを促進するため，牛久沼流域水質浄化対
策協議会の活動に対して支援する。
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第１　廃棄物の現状  
１　一般廃棄物（ごみ）の状況

第４章　資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進
第１節　３Ｒ（リデュース，リユース，リサイクル）の推進

（１）ごみの排出量の推移
ごみの総排出量は，９年度以降は，ダイオキ
シン類の問題から家庭等で行うごみ焼却が事実
上禁止されたことにより増加傾向に転じ 14 年
度にピークになり，それ以降減少傾向にあった
が，23 年度に再び増加に転じ，24 年度のごみ

の総排出量は 1,095 千トンとなった。その内訳
は，市町村が収集するごみが 959 千トン，直接
搬入ごみが 92 千トン，集団回収ごみが 44 千ト
ンとなっている。
これを県民１人１日当たりに換算すると
1002 gとなり，前年より２g減少している。

主な環境指標
◇１人１日当たりごみの排出量
　1002g（24年度）／949g（27年度目標）
◇一般廃棄物資源化率
　21.3%（24年度）／23%（27年度目標）

（２）リサイクルの状況
24 年度の市町村における資源化量（ごみの選
別，破砕等を行い，回収・資源化された紙，プ
ラスチック，金属，ガラス等の量）は 188 千ト
ン，また，住民団体によって資源回収された集
団回収量は 44 千トンとなっている。
市町村の資源化量と集団回収量を合わせた 24
年度の資源化率は 21.3％となっており，前年度
に対し 1.3 ポイントの増加となった。

一般廃棄物の資源化率は，平成 18 年度以降，
ほぼ横ばいで推移してきたが，平成 23 年度に
大きく上昇した。これは，資源物の回収品目の
拡大等によりリサイクル量が増加したことに加
え，これまで統計上把握されていなかった民間
事業者から再生事業者への直接再生利用量等リ
サイクル量についても，積極的に把握を図るこ
ととしたこと等によるものと考えられる。

図表 4-1-1　県内のごみ排出量の推移

図表 4-1-2　資源化率の推移
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（１）※産業廃棄物の排出量等
21 年度に実施した産業廃棄物実態調査による

と，20 年度の本県における産業廃棄物（農業か
ら発生する産業廃棄物を除く。）の推定発生量
は，10,597 千トンとなっており，発生量から有
償物量を引いた排出量は 7,837 千トンである。
前回調査時の 15 年度に比べ，発生量は 0.8 ％

減少し，排出量は 1.5 ％の減少となっている。
また，発生量を業種別に見ると汚泥及び※鉱さ
い等を排出する製造業が 63 ％，汚泥等を排出
する電気・水道業が 21 ％，がれき類等を排出
する建設業が 15 ％などとなっている。

（２）リサイクルの状況
産業廃棄物排出量のうち，自己※中間処理及
び委託処理により再生利用された量は，4,915
千トンである。
また，発生量のうち有償物量は 2,760 千トン
である。
再生利用量と有償物量をあわせた資源化量
は 6,689 千トンであり，発生量に対する資源化
率は 63 ％である。前回調査の 15 年度に比べ，
５％の上昇となっている。

２　産業廃棄物の状況

第２　３Ｒに関する施策  
１　廃棄物の排出規制
（１）一般廃棄物に対する減量化・リサイクル対策
一般廃棄物の減量化・リサイクルを推進する

ため，環境にやさしい買物運動やエコ・ショッ
プ制度（環境にやさしいお店認定制度）を実施
した。さらに，「容器包装に係る分別収集及び
再商品化の促進等に関する法律」（容器包装リ
サイクル法）を円滑に実施するため「分別収集
促進計画」に基づき市町村支援を実施するなど，
容器包装廃棄物の分別収集及びリサイクルの推
進に努めている。

ア　環境にやさしい買物運動
環境にやさしい買物運動は，レジ袋や過剰包

装を少なくするもので，身近に実践してもらえ
る方策として有効である。
そこで県では，内閣府や「３Ｒ活動推進フォー

ラム」と連携をはかり，環境にやさしい買物キャ
ンペーン（12月）を実施し啓発を行った。

イ　エコ・ショップ
環境にやさしい商品の販売やレジ袋の削減な

ど，ごみ減量化・リサイクル活動に取り組む小
売店を「エコ・ショップ」として認定する制度
を推進した。
エコ・ショップでは包装の簡素化・無包装や

空き缶，空きビン，ペットボトルの店舗回収等
の取り組みを行っている。
25 年８月では 465 店舗が認定されている。

ウ　市町村におけるレジ袋の無料配布の中止
レジ袋の使用削減を推進するため，事業者，
市民団体，市町村による三者協定を，24 年度末
時点で 26 市町村が締結した。
また，これまで市町村ごとに取組んできたレ
ジ袋の削減をさらに推進するため，県において
も三者協定を締結し，県全域を対象としたレジ
袋無料配布の中止を開始した。
・食品スーパーマーケット
開始日　21 年７月１日〜
参加事業者　27 事業者　272 店舗
・クリーニング店
開始日　22 年 10 月１日〜
参加事業者　15 事業者　288 店舗

（２）多量排出事業所減量化等促進事業
廃棄物処理法に基づき，多量に産業廃棄物を
排出する事業所に対し，処理計画の策定を指示
し，減量化・有効利用の促進を図った。
産業廃棄物については，事業者への啓発活動
などにより 20 年度の発生量は 15 年度から減少
しており，着実に取り組みは進んでいる。
また，事業者に対するリサイクルの相談・指
導，情報の提供などにより資源化率は向上して
おり，資源化目標に向けて順調に進んでいる。
さらに，埋立処分量は減少しており，取り組
みは着実に進んでいる。
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センター エネルギー

センター

（１）食品リサイクルの推進
13 年５月に施行された「食品循環資源の再生
利用等の促進に関する法律」（食品リサイクル
法）に基づいて食品循環資源の再生利用等を促
進するため，食品関連事業者等を対象に普及啓
発を実施している。

（２）サーマル・リサイクルの推進
県では，鹿島地域において，循環型社会のモ

デルとなる「鹿島共同再資源化センター」を整
備し廃棄物のサーマル・リサイクル（熱回収）
を推進している。
鹿島共同再資源化センターでは，鹿嶋市及び
神栖市から排出される一般廃棄物から製造した
固形燃料（※RDF）と，鹿島地区の企業から排
出される産業廃棄物とを合わせて焼却するとと
もに，焼却により発生する熱を回収・利用し，
電力エネルギーとして再利用を行った。

２　総合的なリサイクルシステムの確立

（３）使用済自動車の適正処理の推進
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」
（自動車リサイクル法）が 17 年１月に本格施行
されたことにより，使用済自動車の最終残さで
あるシュレッダーダスト，エアバッグ類及び
カーエアコンのフロン類を自動車メーカー・輸
入業者が引取ってリサイクル（フロン類につい
ては破壊）されることとなった。
県では，使用済自動車の引取業者等の登録，
解体業者等の許可及び許可取得のための事前審
査を行い，適正処理の推進を図るとともに，不
適正処理を行っている事業者に対する指導を実
施した。
また，県では，平成 26 年２月１日から解体
自動車の輸出申告時に，当該解体自動車が自動
車リサイクル法に基づいて適正に解体されたも
のであることを確認できるよう，「電子マニュ
フェスト画面印刷物」による確認制度を導入し，
解体自動車の不正輸出防止を図っている。

（４）廃棄物再資源化指導センター設置運営事業
４年４月から「茨城県廃棄物再資源化指導セ
ンター」を設置し，リサイクル推進員による事
業者等の相談・指導，情報の収集・提供等を
行った。
また，有効利用可能な産業廃棄物を事業所間
で交換し有効利用を図る「産業廃棄物交換制度」
を運営している。

図表 4-1-4　引取業者等の登録・許可件数 （26年３月末現在）

引取業登録数 755件
フロン類回収業登録数 326件
解体業許可数 235件
破砕業許可数 29件

図表 4-1-4　引取業者等の登録・許可件数 （26年３月末現在）

引取業登録数 755件
フロン類回収業登録数 326件
解体業許可数 235件
破砕業許可数 29件

図表 4-1-5　廃棄物再資源化指導センター相談指導件数 （単位：件）

年 度 18 19 20 21 22 23 24 25

相談指導件数 329 365 303 363 339 511 471 450

図表 4-1-5　廃棄物再資源化指導センター相談指導件数 （単位：件）

年 度 18 19 20 21 22 23 24 25

相談指導件数 329 365 303 363 339 511 471 450

図表 4-1-3　事業イメージ図
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（５）リサイクルシステム確立のための個別対策
ア　家畜排せつ物リサイクルの推進
家畜排せつ物処理施設を計画的に整備し，良

質堆肥を生産するとともに，地域土づくり推進
協議会と協力し，堆肥の成分分析を進めて地域
での堆肥需要を喚起した。
一方，県域では「茨城県たい肥利用促進協議

会」を中心として，堆肥の広域流通を促進し，
畜産農家と耕種農家の連携による資源循環型農
業を推進した。

イ　建設リサイクルの推進
（ア）建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律の施行
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律」（建設リサイクル法）に基づき，本県に
おける特定建設資材に係る分別解体等及び特定
建設資材廃棄物の再資源化促進等に関する「茨
城県における建設工事に係る資材の再資源化
等に関する指針」を定め，「建設リサイクル法」
の適正な執行を図った。

（イ）茨城県建設副産物リサイクル推進協議会
の設置・運営
13 年５月 25 日に「茨城県建設副産物リサイ

クル推進協議会」を設置し，建設副産物のリサ
イクルを官民一体となって推進している。

（ウ）茨城県建設リサイクルガイドラインに基
づく公共工事の実施

「茨城県建設リサイクルガイドライン」を策
定し，これに基づき，建設副産物のリサイクル
を率先して実施している。

（エ）建設ゼロ・エミッション工事の実施
土木部出先機関が実施する全工事を対象に，

「建設ゼロ・エミッション工事」を実施した。

（オ）茨城県リサイクル建設資材評価認定制度
の策定
公共工事において再生資材の率先利用を図る
ため，「茨城県リサイクル建設資材評価認定制
度」を策定し，26 年３月 31 日までに，150 の
リサイクル建設資材を認定した。

（カ）解体工事業者登録の実施
「建設リサイクル法」に基づき 13 年５月 30
日から解体工事業者の登録受付を開始し，26 年
３月 31 日までに 261 業者を登録した。

３　いばらきゼロエミッションの推進
リサイクル製品の認定制度等を通じて，循環
型社会の形成に向けた，県民，事業者，行政の
自主的な取り組みの推進を図った。

第３　今後の取り組み  
１　廃棄物の排出規制
廃棄物の排出抑制，再使用，再生利用及び適

正処理を「第３次廃棄物処理計画（23〜27 年
度）」に基づき推進し，埋立処分する廃棄物を限
りなくゼロに近づける「いばらきゼロ・エミッ
ション」を実現するため，県民・事業者・行政
が一体となって廃棄物の減量化・リサイクルに
向けた各種事業に取り組むとともに，県民に対
して意識の高揚を図る。

１　廃棄物の排出規制
廃棄物問題を解決するために環境にやさしい

買い物運動の啓発やエコ・ショップ制度の推進
など各種ごみ減量化・リサイクルに関する施策
を推進するとともに，市町村における新たなご
み減量化・リサイクル施策に対し支援を行う。
また，「容器包装リサイクル法」に基づく分

別収集の徹底や「家電リサイクル法」の円滑な
運営のための普及啓発を進めていく。
さらに，ごみ散乱防止キャンペーンなど各種
の住民啓発活動や市町村に対するごみ散乱防止
条例の制定支援に努めていく。

２　総合的なリサイクルシステムの確立
廃棄物再資源化指導センター事業を継続し，
産業廃棄物の減量化・リサイクルを促進する。
家畜排せつ物については，家畜排せつ物処理
施設を計画的に整備して堆肥化を進める一方，
利用側である耕種農家との連携を強め，堆肥生
産・流通システムの構築を図り，資源循環型農
業を推進する。
また，建設副産物については，「建設リサイ
クル法」に基づき，分別解体と再資源化等の徹
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第２節　廃棄物の適正処理

2,993,716 1,094,671

950,557
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91,792

0

964,665 101,056

44,241

72,499

791,110 844,931
27,932

85,907

188,427
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102,134

72,499

101,056

80,940

1,770

2,993,716

53,821

14,457

46,959

底を図るとともに普及啓発活動の実施に努め，
「建設リサイクル推進行動計画 2009. 3」に基づ
く各種施策を実施する。
使用済み自動車の再資源化及び適正処理を図
るための「自動車リサイクル法に基づき，解体
業者等の登録・許可を進めるなど，自動車リサ
イクルのための施策を実施する。
小型家電に使用された有用金属の再資源化を
促進するための「小型家電リサイクル法」に基

づき市町村における小型家電の回収並びに事業
者への引渡が円滑に進むよう必要な支援を行う。

３　いばらきゼロエミッションの推進
「第３次廃棄物処理計画」を推進するととも
に，一定の基準を満たしたリサイクル製品を認
定し積極的な工法を行う「茨城県リサイクル製
品認定制度」を活用するなど，ごみの減量化・
リサイクルの普及・啓発を推進する。

主な環境指標
◇一般廃棄物
　最終処分量　102千t（24年度）／94千t（27年度目標）
　最終処分立　9.3%（24年度）

第１　廃棄物処理の現状  
１　一般廃棄物（ごみ）処理の状況
一般廃棄物の処理は市町村の責務とされてお
り，それぞれの市町村が一般廃棄物処理計画を
策定し，それに基づいて行われている。
家庭等から排出されたごみは，一部は自家処
理されるものの，通常市町村や一部事務組合等
の収集車により収集・運搬され，直接又は中間
処理（焼却・破砕処理）をされた後，※最終処

分場に埋め立てられる。処理の状況をみると，
焼却量が 845 千トン，うち粗大ごみ処理施設等
で処理後に焼却したものが 40 千トン，粗大ゴ
ミ処理施設で処理したものが 72 千トン，資源
化施設等で処理したものが 56 千トンとなって
おり，総埋立量は 102 千トン，うち焼却残さが
86 千トンとなっている。

◇ごみ処理施設のダイオキシン類対策
市町村等が設置するゴミ焼却施設は，廃棄物
処理法施行令に規定される施設の技術上の基準
に適合するとともに，排ガス中のダイオキシン
類濃度の規制にも適合する必要がある。

市町村等から報告のあった 28 施設におけ
る排ガス中のダイオキシン類濃度は，0〜
2.9 ng-TEQ/m3Nであり，全ての施設で基準値
を達成していた。

図表 4-2-1　ごみ処理の状況（24年度）
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13,889
〔100%〕

2,760
〔26%〕

11,128
〈100%〉〔80%〕

8,206
〈74%〉〔59%〕

4,826
〈43%〉〔35%〕

3,380
〈30%〉〔24%〕

7,758
〈70%〉〔56%〕

4,561
〈41%〉〔33%〕

28
〈0.3%〉〔0.2%〕

1
〈0%〉〔0%〕

3,167
〈28%〉〔23%〕

2,932
〈26%〉〔21%〕

2,806
〈25%〉〔20%〕

2,118
〈19%〉〔15%〕

688
〈6%〉〔5%〕

361
〈3%〉〔3%〕

332
〈3%〉〔2%〕

29
〈0.3%〉〔0.2%〕

2,417
〈22%〉〔17%〕

86
〈0.8%〉〔0.6%〕

委託中間処理後
再 生 利 用 量

委託中間処理後
埋 立 処 分 量

①

③ ④ ⑤

② ⑩

⑥

⑦

⑧

⑨

⑬

⑪

⑫

⑫

⑭

⑭

⑮

⑮

区　　　分 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
し尿等収集量（㎘） 703,245 683,267 660,282 672,255 647,751
対前年増加率（％） 0.03 △ 2.8 △ 3.3 1.81 △ 3.6

２　し尿処理の状況等
浄化槽や下水道により水洗化されている人

口は，24 年度で 2,715,797 人と県民の 90.7 ％と
なっている。内訳は，浄化槽人口が 1,112,580
人，下水道人口が 1,603,217 人である。

し尿及び浄化槽汚泥の収集量は 647,751 ㎘，１日
当たりの収集量は 1,775 ㎘となっており，収集され
たし尿や浄化槽汚泥がし尿処理施設により処理さ
れた割合（衛生処理率）は 99 ％に達している。

３　産業廃棄物の処理の状況
（１）発生・排出及び処理状況
産業廃棄物の発生等の状況は，５年毎に実施し

ている実態調査（直近の調査は 20年度値）によ
ると，本県における産業廃棄物の推定発生量は，
13,889 千トンとなっており，発生量から有償物量
を引いた排出量は 11,128 千トンである。
排出量の 74 ％が自己中間処理されており，26％

が産業廃棄物処理業者等委託処理されている。処
理全体を見ると，委託による中間処理は県内で

75 ％，県外が 25％，最終処分先は県内が 92 ％，
県外が８％となっている。また，再生利用量は，
自己中間処理後再利用された量等 4,561 千トンと
委託処理後再利用された量 2,417 千トンをあわせた
6,979 千トンである。
最終処分量は，自己埋立処分量 28千トン，委託

による直接埋立処分量 361千トン，委託中間処理
後の残さ埋立処分量 86千トンをあわせて 475千ト
ンとなっている。

図表 4-2-3　産業廃棄物処理フロー（20年度値）（単位：千トン）

図表 4-2-2　し尿等収集量の推移
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図表 4-2-4　産業廃棄物処理業許可業者数（許可件数）（26年３月末現在）

業務内容 許可件数
収集運搬 5,663
処 分（中間処理） 194
処 分（最終処分） 4
処 分（中間処理・最終処分） 10
特別管理収集運搬 664
特別管理処分（中間処理） 21
特別管理処分（最終処分） 1
特別管理処分（中間処理最終処分） 0

計 6,557
注：複数の業務内容に該当する許可業者については，それぞれ該
当する許可件数欄に重複して計上している。

図表 4-2-5　ごみ処理施設整備状況（25年）

区 分
ご み 焼 却 施 設 粗 大 ご み 処 理 施 設 ご み 燃 料 化 施 設
箇所数 処理能力（t／日） 箇所数 処理能力（t／日） 箇所数 処理能力（t／日）

市 町 村 14 2,076 12 348 0 0
一部事務組合 13 2,130 13 511 2 277
合 計 27 4,206 25 859 2 277

図表 4-2-6　産業廃棄物中間処理施設数（26年３月末現在）

区 県北・県央 鹿行 県南 県西 計

自社処理施設 17 20 35 39 111

特定小型焼却施設 − − 3 21 24

中間処理等業者 168 93 150 127 538

令７条（許可） 92 37 58 47 234

条　例（許可） 76 56 92 80 304

合 計 185 113 185 166 649

※　特定小型焼却施設，令７条，条例の施設数は内数

（２）産業廃棄物処理業の許可状況
26 年３月末現在の産業廃棄物の許可業者数は
延べ 6,560 件となっており，業務内容別に見る
と，収集運搬の許可件数（※特別管理産業廃棄
物の収集運搬を含む。）が 6,330 件で，全許可業
者の約 96 ％を占めている。

（３）処理業者による 23年度の処分状況
産業廃棄物処理業者による最終処分量は
362 千トンで，種別は，燃え殻 24 ％，がれき
類 22 ％などとなっており，県外廃棄物は全体
の 42 ％を占めている。中間処理量は 4,275 千
トンで種類別ではがれき類が 54 ％，廃プラス
チック９％となっており県外廃棄物については
16 ％となっている。

４　廃棄物の処理施設の状況
（１）一般廃棄物（ごみ）処理施設の整備状況
市町村等で整備しているごみ焼却施設は 27
施設で処理能力 4,200 トン／日が稼働中であり，
ごみ燃料化施設は２施設で処理能力 277 トン／
日が稼働中である。

また，粗大ごみ処理施設は 25 施設で処理能
力 859 トン／日が稼働中である。最終処分場は
13 箇所あり，24 年度は 59 千トンが埋立処分さ
れている。

（２）し尿処理施設の状況
市町村等で整備しているし尿処理施設は 33
施設で，処理能力 2,936 ㎘/日が稼働中である。

（３）産業廃棄物処理施設の設置許可又は届出の状況
産業廃棄物中間処理施設及び最終処分場の設
置許可を行っており，26 年３月末現在，499 の
中間処理施設及び 13 の最終処分場が処分業の
用に供されている。
産業廃棄物処理施設である中間処理施設と最
終処分場は，その維持管理について関係する法
令により，より高度な技術が求められる施設と
なってきている。
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５　公共処分場「エコフロンティアかさま」
循環型社会を形成するためには，廃棄物の発

生抑制と循環的利用の促進を図るとともに，循
環的利用の困難な廃棄物について適正に処理す
ることが重要である。
このため，14 年 10 月，（財）茨城県環境保全

事業団では，県及び笠間市とともに，公共関与
による廃棄物処理施設の建設に着手し，約３年
の工事期間を経て，17 年８月に「エコフロン
ティアかさま」が開業した。
この「エコフロンティアかさま」は，循環型

社会の形成を推進する拠点施設として，パー
フェクトリサイクルを実現するガス化溶融処理
施設や多重遮水工による安全性の高い管理型最
終処分場を備えており，県内事業所や市町村か
ら発生する廃棄物を，安心かつ確実に処理する
ことができる。

（１）最終処分場の特長
〇表面しゃ水工は多重構造とし，安全性を高
めている。
〇万が一，しゃ水シートに破損が生じても，
検知システムが設置してあり，破損位置の
特定と修復が可能。
〇表面しゃ水工に加え，さらに安全性を高

めるため，地盤のしゃ水性を改善する鉛直
しゃ水工を施行している。
〇表面しゃ水工下部の地下水を適切に排除す
るため，地下水集排水管を設けている。
〇処分場に埋め立てる廃棄物は無機物が主体
で，ガスの発生はほとんどない。

（２）溶融処理施設の特長
〇 1,600℃以上の高温で処理するため，ダイ
オキシン類は溶融炉で無害化される。さら
に，排ガスの集じん対策を行い，ダイオキ
シン類の排出濃度を国の基準の 10 分の１
以下としている。
〇有価金属の回収や焼却灰のスラグ化などマ
テリアルリサイクルに優れている。
〇高効率発電などサーマルリサイクルに優れ
ている。

（３）環境学習施設の特長
ごみについて，暮らし，歴史，産業，自然な
どとの関わりから多面的に取り上げ，幅広い視
野から学習できる施設を併設している。

エコフロンティアかさま

図表 4-2-7　エコフロンティアかさま主要施設

項 目 内 容

管理型最終処分場 面積 9.8ha

容量 240万㎥

浸出水処理施設 処理能力 400㎥（日）

溶融処理施設 規模 145ｔ／日（２炉計）

炉形式 シャフト炉方式ガス化溶融炉

発電出力 7,200kw

付帯施設 破砕処理施設，自動保冷庫

管理・環境学習棟 事務室・展示室・多目的研修室ほか

図表 4-2-7　エコフロンティアかさま主要施設

項 目 内 容

管理型最終処分場 面積 9.8ha

容量 240万㎥

浸出水処理施設 処理能力 400㎥（日）

溶融処理施設 規模 145ｔ／日（２炉計）

炉形式 シャフト炉方式ガス化溶融炉

発電出力 7,200kw

付帯施設 破砕処理施設，自動保冷庫

管理・環境学習棟 事務室・展示室・多目的研修室ほか

第２　廃棄物の適正処理に関する施策  
１　ごみの適正処理
市町村に対して一般廃棄物処理計画の策定と

計画的な施設整備を行うための技術的支援を実
施するとともに，ごみの散乱を防止するため，
市町村に対してごみ散乱防止条例の制定を指導
し，42（県内 44 市町村）の市町村が当該条例

を制定している。加えて市町村との連携のもと，
一斉清掃活動やごみ散乱防止キャンペーン，ポ
スター・標語コンテストなど住民の意識の啓発
に努めた。
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図表 4-2-8　一斉清掃の状況

年度区分 20 21 22 23 24 25
主たる実施日 5月25日 5月31日 5月30日 5月29日 5月27日 5月26日
実施市町村数 41市町村 42市町村 40市町村 40市町村 38市町村 38市町村
参 加 人 数 352千人 362千人 368千人 330千人 333千人 328千人
ごみ回収量 484t 589t 534t 444t 475t 418t

図表 4-2-9　合併処理浄化槽補助実績

年度
区分 20 21 22 23 24 25

県 費 補 助
基 数 2,733 2,691 2,924 2,814 2,894 2,777
補助額（千円） 584,157 630,761 689,577 714,867 728,613 678,786

高 度 処 理 型
基 数 1,026 1,145 1,244 1,336 1,338 1,259
補助額（千円） 394,795 448,968 497,296 541,918 545,250 498,954

図表 4-2-10　行政処分件数

年度
区分 20 21 22 23 24 25

産廃処理業の許可取消し等 17（16） 16（16） 16（16） 15（11） 8（8） 12
産廃施設の許可取消し等 ０（０） ０ ０（０） ０（０） ０ 1（1）
改善命令（法19条の3） 0 0 0 0 1 1
措置命令（法19条の5） 0 4 1 0 10 0
注：（　）内は，行政処分に係る件数のうち，許可取消しに係る件数

２　し尿の適正処理
市町村に対して一般廃棄物処理計画（生活排
水処理計画）に基づく計画的な処理を行うため
の技術的支援を実施するとともに，老朽化した
し尿処理施設を，資源回収も行う※汚泥再生処
理センターとして再整備する市町村に対して
は，循環型社会形成推進交付金制度を活用し，
指導監督を行う。

３　浄化槽の維持管理
※浄化槽が正常な機能を発揮し，その放流水
の水質を適正に維持するためには，維持管理を
適正に行うことが重要であることから，浄化槽
管理者に対して保守点検・清掃・法定検査の３
つの義務の励行についてパンフレット等により
啓発活動を実施した。

トイレの汚水と生活雑排水を併せて浄化する
合併処理浄化槽は，川や湖などの水質汚濁の発
生源の 1つである生活排水を適正に処理できる
ことから，その設置を推進するため，設置費用
の一部を補助した。
また，霞ヶ浦富栄養化防止のため，11 年度か

ら窒素が除去できる高度処理型浄化槽への補助
を開始し，15 年度からは窒素とりんが除去でき
る高度処理型浄化槽への補助制度を創設した。
さらに，20 年度からは森林湖沼環境税を財源に
補助制度を拡充し，高度処理型浄化槽の設置等
を促進している｡

４　合併処理浄化槽設置促進

（１）立入検査の実施
産業廃棄物の適正処理を図るため，中間処理
業者 83 事業者，最終処分業者 16 事業者につい
て実施し，事業者に対し適正な廃棄物の保管や
維持管理の実施などの改善指導を行った。

（２）行政処分
行政指導によっては改善が図れなかった不適
正処理や産業廃棄物処理施設について，改善命
令等により改善を図るとともに，不法投棄等
の「廃棄物処理法」に違反した産業廃棄物処理
業者に対しては，許可の取消し等の行政処分を
行った。

５　産業廃棄物の適正処理
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（３）広域移動監視体制の強化
産業廃棄物については，県境を越え広域的に

移動し処理されている実態にあり，本県では県
内に搬入され処理される産業廃棄物の量が増大
している（図表４−２− 11）。
県外から県内に搬入される産業廃棄物の適正

処理を図るため，県内搬入処分事前協議を昭和
61 年から実施している（図表４−２− 12）。
20年度に県内に搬入された廃棄物は，埼玉か

らのものが最も多く，栃木，千葉など関東近隣
からのものが大多数を占めている。県外に搬出
された廃棄物も，埼玉，千葉，栃木の順に多い。

（４）講習会の開催
事業者及び処理業者に対し，（一社）茨城県

産業廃棄物協会や各種団体が開催する講習会等
を通じ，適正処理の啓発を行った。

（５）産業廃棄物焼却施設のダイオキシン類対策
廃棄物処理法施行規則に基づき，産業廃棄物

焼却施設の設置者は，排ガス中のダイオキシン
類濃度を年１回以上測定する義務がある。この
測定が適切に履行されるよう，技術的支援，指
導を行った。

（６）産業廃棄物焼却施設の状況
改正政省令が施行された９年 12 月１日時点
で 272 施設あったものが，25 年４月１日現在で
65 施設（うち稼働中 49 施設）となっている。

（７）優良な産業廃棄物処理業者の認定
23 年４月１日から，「優良産廃処理業者認定
制度」がスタートし，産業廃棄物処理業の実
施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準
（優良基準）への適合性について審査を行い，適
合者を県のホームページにおいて公表するなど，
排出事業者自らの判断により，優良な処理業者
を選択することができる環境を整えている。

図表 4-2-11　産業廃棄物の広域移動状況 （単位：千トン）

年　度 10 15 20
搬出量 877 660 717
搬入量 291 497 762
差 686 163 △45

出典：産業廃棄物実態調査（茨城県廃棄物対策課）

図表 4-2-12　県内搬入処分事前協議件数 （単位：件）

年　度 21 22 23 24 25
件　数 942 1,118 840 483 529

図表 4-2-11　産業廃棄物の広域移動状況 （単位：千トン）

年　度 10 15 20
搬出量 877 660 717
搬入量 291 497 762
差 686 163 △45

出典：産業廃棄物実態調査（茨城県廃棄物対策課）

図表 4-2-12　県内搬入処分事前協議件数 （単位：件）

年　度 21 22 23 24 25
件　数 942 1,118 840 483 529

年　度 23 24 25
事業者 6 39 46
件　数 13 53 56

年　度 23 24 25
事業者 6 39 46
件　数 13 53 56

第３　今後の取り組み  
１　廃棄物の適正処理の推進
（１）一般廃棄物処理施設の整備促進
市町村及び一部事務組合の一般廃棄物処理施

設の整備における計画作成を支援するととも
に，循環型社会形成推進交付金制度について，
指導監督を行う。

（２）浄化槽対策
森林湖沼環境税を財源に補助制度を拡充し，

高度処理型浄化槽の設置や単独処理浄化槽の撤
去を促進する。
また，浄化槽は維持管理が重要なため，22

年度から，保守点検・清掃・法定検査を一括し
て契約できる標準契約書の普及に努めるととも
に，文書等による法定検査受検指導を実施して
いる。

（３）産業廃棄物焼却施設のダイオキシン類対策
立入検査等で焼却施設の構造基準や維持管理
基準の遵守状況を監視指導する。
また，産業廃棄物焼却施設から排出される排
ガス中のダイオキシン類の測定，分析を行わ
せ，指導の強化に努める。

（４）適正処理の推進
立入検査を実施し，焼却，破砕，堆肥化施設
などの中間処理業者及び最終処分業者への適正
処理の徹底を図る。
また，排出事業者等に対する講習会及び県内
搬入事前協議により適正処理の一層の啓発に努
める。
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（５）PCB廃棄物の対策
PCB廃棄物の処理については，「ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法
律」（PCB特措法）において，39年３月 31日ま
でに処理することとされているため，県内に保
管されているPCB廃棄物のうち，高濃度PCB
廃棄物については日本環境安全事業株式会社
（JESCO）北海道事業所において，低濃度PCB廃
棄物については国の認定を無害化処理施設にお
いて，適正かつ早期に処理することを指導する。

また，PCB廃棄物の保管については，PCB特
措法において，保管事業者は毎年保管状況を県
へ届け出ることが義務付けられているため，処
理が終了するまでは保管事業者に対して適正保
管と保管状況の届出を指導する。

２　廃棄物の処理の啓発活動
「エコフロンティアかさま」内に整備した環
境学習施設等を活用し，県民の環境に対する学
習意欲の向上に努める。
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第３節　不法投棄等の防止

図表 4-3-1　不法投棄新規発生件数の推移

年　度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
件　数 351 330 315 316 210 245 162 133 136 171 116

図表 4-3-2　不法投棄等通報受理件数（下段：（　）はボランティア不法投棄監視員から）

年　度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

件　数 1,047
（63）

1,216
（47）

865
（34）

762
（29）

629
（25）

535
（16）

431
（63）

375
（14）

360
（7）

365
（23）

270
（9）

第１　不法投棄等の現状  
１　不法投棄等の現況
（１）不法投棄等の新規発見の状況
不法投棄等の新規発生件数は，15 年度をピー

クに年間 300 件を上回っていたが，減少傾向に
あり，25 年度は 116 件となった。しかし，継続
事案数も，25 年度は 493 件と，24 年度より 31
件減少しているものの，依然として多い。

不法投棄物は，解体工事等から排出された，
がれき類等の建築系廃棄物や廃プラスチック類
が全体の約 70 ％と多く，不法投棄の場所とし
ては，農地や山林・原野が全体の約 40 ％を占
めている。

（２）野外焼却の発生状況
野外焼却の発生件数は，11 年度，425 件を

ピークに，12 年の「廃棄物処理法」の改正で，
不法焼却が罰則の対象とされたことなどによ
り，減少に転じ，25 年度は 43 件となっている。

（３）悪質巧妙化する不法投棄
不法投棄の手口としては，深夜や早朝の人目
につかない時間帯に集中的に投棄するなど悪質
巧妙化している。

第２　不法投棄等防止に関する施策  
１　不法投棄対策
（１）不法投棄対策室の設置
悪質巧妙化している不法投棄事案に対処する

ため，11 年度から警察官を含む不法投棄対策室
を設置し，不法投棄の発見通報体制や監視指導
体制の充実強化を図っている。

（２）不法投棄監視班の設置
各県民センターに不法投棄監視班を設置し，

不法投棄の発見・監視体制の強化を図ってい
る。

（３）ボランティア不法投棄監視員
不法投棄を未然に防止するためには，早期発

見・早期対応を図ることが重要であることか
ら，ボランティア不法投棄監視委員 500 名を県
下全域に配置して，日常生活の中で不法投棄等
の監視をお願いしている。

（４）フリーダイヤル不法投棄 110番
不法投棄の通報専用電話を設置し，県民の
方々などからの情報収集に努めている。

（５）不法投棄監視協定の締結
早朝・夜間や山間部など，人の目の行き届きに
くい時間帯や場所の監視を強化するため，現在，
ハイヤー・タクシー協会，警備業協会，トラック
協会，東京電力，建設業協会，NTT東日本茨城
支店，建設解体業協同組合，JA中央会，森林組
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合連合会，土地改良事業団体連合会，猟友会及び
石油業協同組合と監視協定を締結している。

（６）民間警備会社への監視委託
不法投棄や野外焼却は，休日や夜間・早朝な
どの時間帯に行われることが多いため，10 年度
から民間警備会社に不法投棄現場等の監視業務
を委託している。

（７）市町村職員の県職員併任による立入検
査権限の付与
廃棄物処理法に基づく産業廃棄物に係る事業
所等への立入検査や残土条例に基づく土砂等の
埋立て等に係る立入検査権を市町村職員に付与
するため，44 市町村 282 名（残土：44 市町村
274 名）に対し県職員に併任の発令を行った。

（８）不法投棄防止強調月間の実施
６月と 11 月を「不法投棄防止強調月間」と
定め，警察及び市町村等の関係機関と連携し，
ヘリコプターによるスカイパトロールや車両に
よるランドパトロール，早朝・夜間パトロール
及び廃棄物運搬車両の一斉検査等を集中的に行
い，不法投棄の未然防止等に努めている。

（９）有害廃棄物等撤去基金
不適正に処分された有害廃棄物等の撤去・処
分に要する経費に充てるため「茨城県有害廃棄

物等撤去基金」を設置し，生活環境保全上の支
障の除去が必要な硫酸ピッチ等有害廃棄物の撤
去処分等を行った。

２　土砂等の埋立て等に関する規制
有害物質を含んだ土砂等を用いた埋立て等に
よる土壌汚染，土砂等の崩壊や流出等を防止す
るため，３年に県において条例準則を示し，各
市町村において条例を制定し，規制してきたと
ころであるが，16 年４月１日から「土砂等によ
る土地の埋立て等の規制に関する条例」を施行
し，土地の埋立て等の区域面積が 5,000 m2 以上
について県の許可を要することとした。
なお，5,000 m2 未満の土砂等による土地の埋
立て等については，現在 44 市町村すべてが条
例を制定している。
25 年度には，新規埋立て等許可を８件，土砂
発生元の変更等による変更許可を 52 件行った。

３　未解決事案解決
「棄て得は許さない」という方針のもと，不
法投棄行為者，搬入業者，排出事業者及び土地
提供者に対して撤去指導を行ったほか，行為者
不明等により撤去が進まない不法投棄事案周辺
住民の健康被害等を未然に防止するため，有害
廃棄物等撤去基金による硫酸ピッチ等有害廃棄
物の撤去処分等を行った。

第３　今後の取り組み  
１　不法投棄等の防止
（１）発見通報体制の強化
不法投棄や野外焼却の早期発見・早期対応を
図るため，ボランティア不法投棄監視員の委
嘱，早朝，夜間に営業している業界団体との監
視協定の推進などを行う。また，「不法投棄防
止強調月間」の一環として，不法投棄防止キャ
ンペーンを行い，県民や事業者に不法投棄の未
然防止のための協力要請を行う。

（２）監視指導体制の強化
監視カメラや民間警備会社への委託による休
日・夜間の監視を実施するとともに，市町村，警
察等の関係機関との連携を強化する。また，市町
村職員を県職員に併任し，廃棄物処理法に基づく
産業廃棄物に係る立入検査等の権限を付与するこ

とで，監視指導体制の一層の強化を図る。
また，「不法投棄防止強調月間」に，車両やヘ
リコプターによる陸と空からのパトロールを行
うほか，廃棄物運搬車両の一斉検査を実施する。

２　未解決事案解決
「棄て得は許さない」という方針のもと，不
法投棄行為者，搬入業者，排出事業者及び土地
提供者に対して撤去指導を行うとともに，県有
害廃棄物等撤去基金を活用し，行為者不明等に
より撤去が進まない不法投棄事案周辺住民の健
康被害等を未然に防止するため，従来の有害廃
棄物等の撤去等の対策に加え，不法投棄等によ
り堆積された産業廃棄物にかかる調査，周辺環
境等への被害防止対策などを行う。
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種　　数 羽　　数
ハクチョウ類 3種 1,242羽
ガン類 2種 92羽
カモ類 19種 136,279羽
合計 24種 137,613羽

年度 総 種 数 総 羽 数
17 26種 100,963羽
18 25種 95,002羽
19 25種 93,143羽
20 23種 93,482羽
21 23種 101,842羽
22 27種 77,286羽
23 26種 123,725羽
24 24種 104,364羽
25 24種 137,613羽

第１　野生生物の現状  

第５章　生物多様性の保全と持続可能な利用
第１節　生物の多様性の保全

主な環境指標
◇鳥獣保護区（実績／目標）
　面積　61,834ha（25年度）／61,834ha（28年度）
　箇所数　81箇所（25年度）／81箇所（28年度）

本県では，自然公園内での各種行為による動
植物に与える影響を軽減するため，事業者に事
前総合調査の実施を義務づけるとともに，開発
地域にあっては，貴重種の保護対策を行わせる
など希少野生生物の保護に努めてきた。また，
鳥獣保護区の指定を行うこと等により野生生物
の保護に努めている。
しかし，近年の野生生物を取り巻く状況はよ

り複雑さを増し，状況に応じたより専門的な保
護対策の実施が必要になってきている。

１　野生鳥獣の生息状況に関する調査
（１）ガン・カモ・ハクチョウ類生息状況調査
越冬期におけるガン・カモ・ハクチョウ類の

飛来状況を把握するため，１月中旬に，全国一
斉調査の一環として県内 42 湖沼において生息
状況調査を実施した。
総羽数は，24 種 137,613 羽で，昨年より羽数

は 33,249 羽増加した。

第２　生物の多様性の確保に関する施策  
１　※生物多様性地域戦略の策定
「生物多様性基本法」や「生物多様性国家戦略
2012-2020」に基づき，生物多様性保全に関する
県としての基本目標や具体的な施策を盛り込ん
だ地域戦略の策定を 25 年度から進めている。
地域戦略には，多様な主体の連携・協働や本

県の生物多様性の保全や持続可能な利用に関す
る施策，それらを実現するための組織等につい
て盛り込む。
策定にあたっては，研究者やNPO，企業等か

ら幅広く委員を集めた委員会で検討した他，各
主体の意見を取り込むために，市民団体からの
意見聴取や県民との意見交換会等を行った。

２　野生生物の保護・管理
（１）第 11 次鳥獣保護事業計画に基づく事

業の推進
「第 11 次鳥獣保護事業計画」（24 年度から 28
年度）に基づき鳥獣保護区等の設定などの鳥獣
保護事業を推進した。

【計画の主な内容】
①鳥獣保護区，特別保護地区及び休猟区に関
する事項
②鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可
（有害鳥獣に係る）に関する事項
③鳥獣の生息状況の調査に関する事項
④鳥獣保護事業の実施体制の整備に関する事項
⑤その他鳥獣保護事業の実施のため必要な事
項など

（２）鳥獣保護思想の高揚
野生鳥獣は，自然を構成する大切な要素とし
て，自然生態系の維持，生物多様性の保全上重
要な役割を担っており，人間の生活にとっても
欠くことのできないものである。これら鳥獣に
対する理解を深め，鳥獣保護思想の高揚を図る
ため，愛鳥モデル校の指定（小学校 12 校，中
学校３校）を行っている。また，鳥獣センター，
愛鳥週間等を通じて鳥獣保護思想の普及啓発を
図った。

図表 5-1-1　ガン・カモ・ハクチョウ類生息状況調査結果

図表 5-1-2　ガン・カモ・ハクチョウ類生息状況調査結果
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図表 5-1-3　県内の鳥獣保護区等の箇所数と面積（25 年度） （単位：ha）

区　　　分
新　　　設 拡　　　大 設　置　数

箇　所 面　積 箇　所 面　積 箇　所 面　積

鳥 獣 保 護 区 1 1,385 ― ― 81 61,834

同 特 別 保 護 地 区 ― ― ― ― 7 1,270

特定猟具使用禁止区域（銃） 3 438 ― ― 211 60,866

（３）鳥獣保護区等の指定
鳥獣の保護を図るため，「鳥獣の保護及び狩
猟の適正化に関する法律」に基づき鳥獣保護区
を指定し，鳥獣の捕獲を禁止するとともに，鳥
獣の種類が豊富で個体数が多いなど鳥獣の保護

繁殖にとって特に重要な地域については特別保
護地区に指定し，各種行為を規制して，鳥獣の
生息環境を保全した。25 年度は，「第 11 次鳥獣
保護事業計画」に基づき，鳥獣保護区及び特定
猟具使用禁止区域（銃）の指定を行った。

（４）鳥獣保護員
鳥獣保護事業の実施に関する事務を補助する
ため，「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する
法律」に基づき鳥獣保護員を 95 名配置し，鳥
獣保護区等の管理，違法捕獲・違法狩猟の監視
等を行った。各地域に鳥獣保護員を配置するこ
とにより，違法捕獲・違法狩猟等の通報があっ
た際などにも迅速に対応した。

（５）有害鳥獣の捕獲
農林水産業の被害防止と生活環境の保全を図
るため，県又は市町村において，農林水産業
や生活環境に被害を与える鳥獣について捕獲許
可を行い，25 年度は，242 件の捕獲を許可し，
10,032 頭（羽）の捕獲を実施した。

（６）傷病鳥獣の救護
けがなどで衰弱した野生鳥獣について，県民
の通報を受けて救護活動を行った。
専門医の治療を要するものについては，指定
の診療実施機関（20 機関）で治療を行った。25
年度は 328 羽（頭）の傷病鳥獣を治療した。さ
らに継続して治療を必要とする鳥獣について
は，県の鳥獣センターで保護・飼養し，回復し
た後，自然に復帰させた。

（７）特定鳥獣（イノシシ）保護管理計画
イノシシによる農作物への被害が拡大してい
ることから，「特定鳥獣（イノシシ）保護管理
計画（第四期）」に基づき，イノシシの生息数
の適切な管理対策等を実施し，人とイノシシと
の共存を図った。

（８）放鳥事業
減少しつつある鳥類の繁殖を図るため，休猟
区など繁殖が必要と認められる箇所に放鳥を
行った。25 年度はキジ 1,600 羽，ヤマドリ 200
羽を放鳥した。

（９）鳥獣センターの運営
鳥獣保護思想の普及啓発の拠点として，傷病
野生鳥獣の保護・飼養，展示鳥の飼養を行っ
た。特に，長期に治療を必要とする鳥獣につい
ては，指定獣医師による治療により，早期に野
外に放すよう努めた。

（10）狩猟対策
狩猟免許取得のための試験や免許更新の講習
を実施するとともに，県内で狩猟をしようとす
る者の狩猟者登録を行った。25 年度は狩猟免許
試験を４回，免許更新講習を５回実施するとと
もに 3,964 件の狩猟者登録を行った。
また，法令を遵守し，安全で適正な狩猟を推
進するため，司法警察員及び鳥獣保護員による
狩猟者への指導・取締りを行うとともに，県警
本部（各警察署）にも取締りを要請した。
さらに，狩猟者研修センターの適正な維持管
理等を行った。
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３　希少な動植物の保護
（１）茨城県版レッドデータブック等
本県においては，全国で最初に発見されたヒ

ヌマイトトンボやツクバスゲ等希少な動植物が
数多く分布しており，これらの保護を図るため
には地域レベルにおける野生動植物の現状を明
らかにした基礎資料を整備することが重要であ
ることから，県版レッドデータブックを整備し
ている。
15 年度には，これらレッドデータブックを基

礎資料として，希少野生動植物の保護のあり方
の基本的な考え方等を整理した「茨城県希少野
生動植物保護指針」を策定した。
野生動植物の状況は常に変化しており，現状

に即した保護対策を講じるため，22 年度から
レッドリストの見直しに着手しており，24 年
度にレッドデータブック（植物編）の改訂を行
い，25 年度からレッドデータブック（動物編）
の改訂に着手した。

（２）希少野生生物の保護対策
「茨城県希少野生動植物保護指針」や，オオ
タカ等の保護に関し，環境省（当時の環境庁）
が取りまとめた「猛禽類保護の進め方」（24 年
12 月改訂）等を参考に，各種開発事業実施時に
おける，希少野生動植物の保護について，関係
事業者等への指導を行った。

４　外来生物対策の推進
アライグマにおいては，「特定外来生物によ
る生態系等に係る被害の防止に関する法律」に
基づき，定着初期の 22 年度に「茨城県アライ
グマ防除実施計画」を策定し，市町村と連携し
て防除に取り組んでいる。また，定着が限定的
なクリハラリスについては，定着市町村に防除
実施計画の策定を指導した。
植物においては，22 年度にミズヒマワリ等
の防除実施計画を策定し，新利根川流域からの
防除を行うとともに 23 年度には特定外来生物
（植物）全県的な生育分布状況を調査し，その
結果を基に市町村に防除をよびかけた。

５　生物多様性に対する県民理解の促進
生物多様性地域戦略の推進にあたっては，県
民，市民団体，企業，行政等が連携・協力のも
と生物多様性の保全に取り組む必要がある。こ
のため，地域戦略の普及啓発のためのパンフ
レット作成やフォーラムを開催する。

第３　今後の取り組み  
「希少野生動植物保護指針」や「第 11 次鳥獣
保護事業計画」に基づき，適正な保護対策に努
める。
さらに，狩猟免許試験等の適切な実施や，狩

猟期間中，狩猟者に対する取締りを実施し，事
故，違反の防止に努めるとともに，狩猟者研修
センターの維持改修を行い，狩猟技術の向上と

狩猟の適正化を図る。
また，生態系や農作物への被害をもたらす外
来生物の新たな目撃情報が県内各地から寄せら
れている。このため，外来生物の正しい知識や
防除方法を県民に広報するとともに，通報連絡
体制の確立や防除体制を構築し，早期発見，早
期防除を図る。
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第２節　自然公園等の保護と利用

図表 5-2-1　自然環境保全地域等の区分

自然環境
保全地域

・高山性植生，亜高山性植生の森林・草原
・すぐれた天然林を有する森林
・特異な地形，地質，自然現象の存する土地
・自然環境がすぐれた状態を維持している河川，湖沼等
・植物の自生地，野生動物の生息地，繁殖地

緑地環境
保全地域

・樹林地，池沼，丘陵，草原等が市街地，集落地等と一体となって良好な自然環境
を形成している土地
・歴史的，文化的，社会的資産と一体となって良好な自然環境を形成している土地

主な環境指標（25年度）
◇自然公園　　　　　面積　90,896ha
◇自然環境保全地域　面積　645ha　34箇所
◇緑地環境保全地域　面積　114ha　44箇所

第１　自然公園等の現状  
１　自然公園の保護・管理
自然公園は，優れた自然の風景地を保護する
とともに，国民が自然公園を快適に利用できる
よう必要な施設を整備し，国民の保健，休養及
び教化に役立てることを目的として，国土のう
ち優れた自然の景観区域を選び指定されたもの
である。
自然公園には，国を代表する傑出した自然の
風景地である「国立公園」，これに準ずる「国
定公園」，その地方を代表する優れた自然の風
景地である「都道府県立自然公園」がある。
現在，本県内には水郷筑波国定公園と９か所
の県立自然公園があり，面積は 90,896 haと，県
土面積の 14.9 ％を占めている。
この自然環境の適切な保護を図るとともに，

近年の県民の自然とふれあう気運の高まりや
ニーズの多様化に対応するため，園地・歩道等
の施設の整備に努めている。

２　自然環境保全地域等
優れた天然林や市街地の周辺地域にある樹林
地等で，良好な自然環境を形成している地域の
保全を図り，県民の健康で文化的な生活の確保
に寄与するため，「自然環境保全条例」に基づ
き，自然環境保全地域及び緑地環境保全地域を
指定している。
現在までに自然環境保全地域 34 か所 645 ha

（うち特別地区 82 ha），緑地環境保全地域 44 か
所 114 haを指定している（図表５−２−１）。

本県の温泉は，県北の山間部及び太平洋沿岸
に多く分布し，比較的泉温の低いものが多い。
泉質別では，多い順に塩化物泉，単純温泉，炭
酸水素塩泉，硫黄泉，硫酸塩泉となっている。
近年，土地掘削技術の向上により 1,000 m以
上の大深度温泉掘削が可能となり，温泉がゆう

出しにくいと考えられてきた県南・県西地域に
おいても，温泉の掘削がみられる。
また，日帰り温泉施設等の増加や，温泉利用
方法の多様化（温泉スタンド，タンクローリー
等による温泉水輸送等）により，県民が温泉を
利用する機会が増えている。

３　温泉

第２　自然公園等の保護と利用に関する施策  
１　自然公園の保護・管理と適切な利用

（１）自然公園の規制
公園ごとに定めた公園計画によって，公園区
域を「特別保護地区」，「特別地域（第１種，第
２種，第３種）」及び「普通地域」に区分し，
自然公園の風致景観を保護するため，各種行為

の規制を行っている。
国定公園及び県立自然公園区域内で工作物の
新築，土地の形状変更等所定の行為を行う場
合，特別保護地区及び特別地域では知事の許可
が，普通地域では届出が必要である。
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（２）現地管理体制
自然公園の現地管理体制の強化を図り，併せ

て利用者の案内指導を行うため，国定公園管理
員２名，県立自然公園指導員 60 名を配置し，
区域内のパトロール等を実施している。また，
環境省では国の国立・国定公園の適正な管理を
行うため，自然公園指導員を委嘱しており，本
県では 52 名が委嘱されている。
また，保護管理の適正を期すため，採取等を

禁止する植物（指定植物）を指定しているほ
か，公園区域内に規制板，案内板等を設置する
とともに，自然公園ごとに保護管理協議会を設
置し，美化清掃等に努めている。
さらに，23 年度に，衰退のみられる筑波山の

ブナ林保護対策を図るため「筑波山ブナ林保全
指針」を策定した。

（３）自然公園の施設整備と利用の促進
自然公園の適正な利用を図るため，各々の自

然公園には規制計画とともに施設計画が定めら
れている。これに基づき利用のために必要な施
設の効果的な配置・整備に努めており，現在ま
でに園地，野営場，公衆トイレ，駐車場等の基
幹的施設の整備を進めてきた。

（４）自然保護思想の普及啓発
自然環境を保全するためには，県民の自然に

対する正しい認識と郷土の自然を守る自主的な
活動に負うところが大きいことから，筑波山ア
カデミーを始めとする各種行事や自然ガイド等
印刷物の作成など自然保護思想の普及啓発に努
めている。
【首都圏自然歩道の整備と踏破記念制度】
自然や史跡等を探訪し，自然保護に対する理

解を深めることを目的として整備された首都圏
自然歩道（関東ふれあいのみち）の利用促進を
図るため，茨城県自然歩道利用促進協議会等の
協力を得て，コースマップの作成と無償配布，
歩道及び標識等の整備を実施した。
また，６年度から首都圏自然歩道の踏破記念

制度が始まり，25 年度までに 201 名が茨城県全
18 コース約 255 kmを踏破した。

２　自然環境保全地域等の保全と活用
自然環境保全地域内では，生態系構成上重要
な地区等を特別地区とし，それ以外の地区を普
通地区として指定している。特別地区内で工作
物の新築等所定の行為には許可が，普通地区で
の所定の行為には届出が，緑地環境保全地域で
の所定の行為には届出がそれぞれ必要とされて
いる。
また，各保全地域に自然保護指導員１名（菅
生沼自然環境保全地域のみ２名）を配置し，保
全地域の管理と地域住民に対する自然保護思想
の普及啓発に努めている。
さらに，保全事業として標板・標柱を設置
し，自然観察の手引とするなど，意識の高揚を
図っている。

３　温泉の保護と利用
本県においては，既存源泉に影響を及ぼすな
ど，公益を害するおそれのある温泉掘削を未然
に防止するほか，過大な揚湯能力を有する動力
の装置を認めないなど，環境保全にも配慮し，
茨城県自然環境保全審議会における答申のもと
に温泉源の保護に努めているところである。
さらに，温泉利用についても，茨城県温泉利
用認定委員会において温泉利用に関する事項を
審議し，適宜，現地調査・利用指導を行うこと
で利用適正化を図っているところである。

図表 5-2-2　温泉関係許可事務取扱状況 （単位：件）

区分／年度 20 21 22 23 24 25

掘 さ く
申請 3 4 1 ― 3 4

許可 3 4 1 ― 3 4

増　　掘
申請 ― ― ― ― ― ―

許可 ― ― ― ― ― ―

動力装置
申請 3 3 1 4 1 3

許可 3 3 1 4 1 3

温泉利用
申請 15 11 5 7 14 9

許可 15 11 3 9 14 9

温泉採取
申請 14 5 ― 2 ― 1

許可 8 11 ― 2 ― 1

図表 5-2-2　温泉関係許可事務取扱状況 （単位：件）

区分／年度 20 21 22 23 24 25

掘 さ く
申請 3 4 1 ― 3 4

許可 3 4 1 ― 3 4

増　　掘
申請 ― ― ― ― ― ―

許可 ― ― ― ― ― ―

動力装置
申請 3 3 1 4 1 3

許可 3 3 1 4 1 3

温泉利用
申請 15 11 5 7 14 9

許可 15 11 3 9 14 9

温泉採取
申請 14 5 ― 2 ― 1

許可 8 11 ― 2 ― 1
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第３　今後の取り組み  
１　自然公園の保護・管理と適切な利用
自然公園の適正な維持管理を図るため，国定公
園管理員及び県立自然公園指導員による巡回指導
を行うほか，規制板・案内板の設置等を行う。
自然公園内の施設整備については，水郷筑波
国定公園内の利用拠点になる歩道，案内板等の
整備を引き続き進めるほか，県立自然公園内に
おいても，施設整備を進めることにより，自然
公園の利用施設の整備促進を図る。
また，本県の自然公園内の優れた自然とふれ
あい，自然環境への理解を深めることを目的と
して，ウォークフェスティバルを開催する。

２　自然環境地域等の保全
自然環境保全地域等の適正な保全管理を図る
ため，引き続き自然保護指導員による指導管理
を行うほか，標板・標柱の設置等の保全事業を
実施する。

３　温泉の保護と利用
温泉源の保護を図るため，公益を害するおそ
れのある温泉掘削を防止し，過大な揚湯能力を
有する動力についてもその装置制限を行う。
また，「温泉資源の保護に関するガイドライ
ン」に基づき，定期的に泉質や使用状況の調査
を行うとともに，新たな掘削等に際しては，水
位変動を確認するための計器の設置を指導す
る。
さらに，温泉の採取等に伴い発生する可燃性
天然ガスによる災害の未然防止のため，温泉の
採取者に対し適正な指導を行う。
加えて，温泉の適正利用を確保するために，
温泉を供するものに対し，再分析の実施や適切
な掲示について指導する。
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トピックス 特定外来生物対策

特定外来生物は，「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき，
外来生物（海外起源の外来種）であって，生態系，人の生命・身体，農林水産業へ被害を及ぼす
もの，又は及ぼすおそれがあるものの中から環境省が指定します。現在（平成 26 年 8 月）まで
に 112 種が指定されています。
指定されると飼養，栽培，保管，運搬，販売，輸入などが原則として禁止されます。これは，

輸入が禁止されることで，国外からの特定外来生物の侵入を防ぎ，飼育や運搬などを禁止するこ
とで国内における特定外来生物の拡散を防ぐものです。また，野外に放たれたり，逃げ出した特
定外来生物は放置しておくと分布を拡大しながら，在来種（その土地に元々いた生物）の生育・
生息を脅かしたり，農林水産業に被害を及ぼすなどの様々な被害を及ぼすおそれがあります。
このため，被害を及ぼしていたり，及ぼすおそれがある特定外来生物については，必要に応じ

て防除が行われます。
県内では以下の特定外来生物が確認されております。

・哺乳類 アライグマ，クリハラリス
・鳥類 ガビチョウ，ソウシチョウ，カナダガン
・両生類 ウシガエル
・魚類 チャネルキャットフィッシュ，ブルーギル，コクチバス，オオクチバス
・軟体動物 カワヒバリガイ
・クモ類 セアカゴケグモ
・植物 オオキンケイギク，アレチウリ，ミズヒマワリ，オオカワヂシャ，オオフサモ，

アゾラ・クリスタータ，オオハンゴンソウ，ナガエツルノゲイトウ

このうち，アライグマについては茨城県が，クリハラリスについては関係市（常総市及び坂東
市）が，植物ではオオキンケイギクについて笠間市と土浦市が防除実施計画を策定して防除に取
り組んでいます。しかし，広範囲に定着した後の防除は困難となるため，特定外来生物対策には
早期発見，早期防除が重要です。
外来生物は人間生活と密接に関わりを持っていることが多く，その問題は日常生活に密接した
問題であるため，県民一人一人の御理解と適切な対応が求められています。
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第３節　森林・平地林・農地の保全

図表 5-3-1　森林面積の推移（単位：ha） （各年４月１日現在）

年
区分 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年度

民
有
林

森林面積 144,640 144,640 144,071 144,071 144,050 143,855 143,855 142,918 142,918 142,968 142,856 142,856 141,901 141,901

うち平地林 41,398 41,398 40,836 40,836 40,836 40,680 40,680 39,799 39,799 39,799 39,885 39,885 39,277 39,277

国有林 45,177 45,177 45,153 45,153 45,042 44,994 44,994 44,989 44,989 44,984 44,977 44,977 44,977 44,959

計 189,817 189,817 189,224 189,224 189,092 188,849 188,849 187,907 187,907 187,952 187,833 187,833 186,878 186,860

主な環境指標
◇森林面積　186,860ha（25年4月）
◇造林面積　61ha（25年度）

第１　森林・平地林・農地の現状  
森林の持つ機能を高度に発揮させるため，健
全で活力ある多様な森林の整備を進める。また，
緑豊かなうるおいのある生活環境づくりを進め
るため，平地林等の保全整備を推進している。
農業生産の基盤である農地については，環境
保全，景観形成の機能等，多様な公益的機能の
維持・推進を図るとともに，適正な管理による
保全を進めている。

１　森林の現状
森林は，水源のかん養や県土の保全，快適な
環境の形成など様々な機能を持ち，人間を含め

たすべての生物を支え育む自然環境の基盤をな
すものである。
森林の視点から本県の姿を見ると，県土面
積 609,572 haのうち，森林面積が 186,860 ha
（25 年４月現在）と県土面積の 30.7 ％，農地が
29.1 ％，その他住居地等が 40.1 ％と全国と比較
して特徴ある土地利用区分となっている。
しかしながら，近年の土地利用の推移を見る
と，各種基盤整備等に伴い，道路，住宅地，工
業用地といった土地利用が増え，森林，農用地
といった緑の減少傾向が続いている。

２　平地林等の現状
森林のうち県央部から県南西部にかけて広く
分布している平地林や農村部等に点在する里山
林は，身近な自然として，また，多様な生態系
を維持するなど多くの役割を果たしてきている
が，都市基盤の整備等に伴う減少傾向ととも
に，管理放棄による荒廃が著しく，適正な保全
と整備を図っていくことが課題となっている。

３　農地の現状
本県の農地は，約 17.4 万ha（H24. 7. 15）と
県土の約 28.5 ％を占め，山林とともに本県の自
然環境・景観形成に重要な役割を担っている。
しかしながら，その面積は，宅地等への転用や
かい廃等によって減少してきている。

第２　森林・平地林・農地の保全に関する施策  
１　森林の保全と整備

（１）山地・山間地等の優れた自然の保全
ア　県土の保全―保安林の適正配備
保安林は，水源のかん養，土砂の流出防備，
公衆の保健等その目的によって 17 種類に分け
られ，25 年度末で本県では，13 種類 55,436 ha
（民有林 17,411 ha，国有林 38,025 ha）を指定し
ている。
保安林の整備については，県土の開発及び都
市化の進展，水需要の増大，自然災害の防備等

に対処するため，「地域森林計画」に基づいて
計画的に進めた。

イ　森林の維持・育成
森林の計画的な伐採や造林を推進するため，

「森林法」に基づく「水戸那珂地域森林計画」
の樹立準備を進めるとともに，市町村森林整備
計画に即した計画的な森林整備等の推進につい
て支援した。
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図表 5-3-2　民有林間伐面積の推移 （単位：ha）

年度
区分 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

民有林間伐面積 1,298 1,305 1,202 1,151 1,281 1,313 1,632 2,520 2,613 2,469 3,860 2,093 ー

※　「ー」は調査中

24

56

14.6

23

60 6.0

18 19 20 21 22

（ア）林業の担い手対策
木材価格の長期低迷，生産コストの上昇によ

る林業採算性の悪化など林業を取り巻く情勢が
厳しい状況にあることなどから，林業就業者は
減少傾向にあり，林業就業者の平均年齢も他産
業に比べて高い。
このため，５年度に設置した「森林整備担い

手対策基金」を活用して，林業就業者の新規参
入の促進，社会保険加入の促進，労働安全対策
等を行っている。また，就労条件の整備を推進
するとともに，省力化・魅力ある職場づくりに
欠かせない高性能林業機械のオペレーターの養
成を行っている。
さらに，「林業労働力の確保の促進に関する

法律」に基づき，10 年３月に設置した「茨城県
林業労働力確保支援センター」を通じて，林業
労働者の新規参入の促進と労働環境の整備を図
るため，普及啓発や各種の研修事業等を実施し
ている。

（イ）林道の整備と県産材安定供給体制の確立
林道は，林業生産性の向上，適正な森林管理

の推進のための基幹となる施設であるととも
に，山村地域の生活環境の改善と振興に大きな
役割を果たしている。このため，林道の開設，

改良及び舗装事業を計画的に実施した。県産材
の安定供給体制については，産地における生
産・流通拠点施設の整備による品質の安定した
良質の木材製品の供給に努めている。

（ウ）造林の推進
水源かん養機能や地球温暖化防止などの森林
の有する公益的機能の高度発揮に対する県民の
要請が高まってきている。そのため，造林から
保育に至る一貫した森林の造成整備を推進し健
全で活力ある多様な森林を育成した。

（エ）間伐の推進
木材価格の下落，林業採算性の悪化等によ
り，間伐等の保育管理が遅れ，荒廃した森林が
増加している状況にある。一方，二酸化炭素の
森林吸収源対策として間伐の実施が急務になっ
ている。
このため，20 年度から導入した森林湖沼環境
税を活用して，荒廃した森林における間伐の必
要性を周知し森林所有者等への働きかけを強化
するとともに，関係機関と連絡を密にする等，
積極的に間伐を推進し，水源かん養等の公益的
機能が持続的に発揮される健全な森林を整備し
ている。

（オ）森林保護対策
林野火災から森林を守るため，保安林や林野

火災の多発するおそれのある地域において森林
保全巡視員による森林パトロールを実施すると
ともに，林野火災予防の普及啓発に努めた。
また，保安林等重要な松林を松くい虫による

被害から保護するため，薬剤の空中散布や地上
散布による防除を実施するとともに，松くい虫
により枯損した松の伐倒駆除等を実施し，被害
の拡大防止に努めた。

県民の森林や緑に対する期待と関心は高まり
を見せているため，県民を対象にした，植樹，

下刈り，枝打ちなど，育林実践活動などを実施
している。

（カ）県民参加の森林づくりの推進

図表 5-3-3　林野火災件数と焼失面積の推移
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図表 5-3-4　自然観察施設一覧（林政課所管）

名　　　称 設　置　目　的 位　置

茨城県民の森 野生植物の観察並びに保健及び休養の場

那珂市戸
茨城県植物園 植物に関する知識の習得及び憩いの場

茨城県森のカルチャーセンター 森林及び野生鳥獣に関する知識の習得の場

茨城県きのこ博士館 きのこ類，山菜類その他の特用林産物に関する知識の習得の場

茨城県奥久慈憩いの森 森林に関する学習及び研修並びに自然探勝の場 大子町高柴

茨城県水郷県民の森 森林その他の自然環境に関する学習並びに保健及び休養の場 潮来市島須

（１）平地林等の整備
地域住民の提案等による地域の整備目的に沿っ
た平地林・里山林の保全整備を実施している。

（２）自然観察施設の整備
県民の森林・緑に対する要請は，近年の余暇
時間の増大やライフスタイルの変化等によっ
て，自然と人との交流・ふれあいの場として利
用されるなど多様化しており，県民が身近に利
用できる施設の整備が必要となっている。
このため，身近に緑にふれあう場として，県

民が楽しみながら緑に接し，緑の大切さを学ぶ
野外活動の場として茨城県民の森をはじめとし
た自然観察施設の適切な管理・運営を図ってい
る。

（３）ふるさと茨城の森（平地林等）保全活
用基本方針の普及・促進
９年度に策定した「ふるさと茨城の森（平地
林等）保全活用基本方針」の内容をPRするた
め，「ふるさと茨城の森を守ろう」を関係機関
等に配布した。

２　平地林の保全と活用

（１）優良農地の保全
新規参入者を含む農業担い手の育成，農地や
農道等の農業基盤の整備を推進するほか，「農
業振興地域の整備に関する法律」に基づき市町
村農業振興地域整備計画の適正な管理を行い，
また，農業の多面的機能の維持・発揮のための
地域活動や営農活動に対して支援し，農地の確
保・保全を図っている。

（２）都市農村交流の推進
近年，都市住民を中心に農業・農村に対する
関心が高まり，市民農園や体験農園が開設され
るなど，都市農村交流施設の整備が進み，農村
への来訪者を受け入れようとする農家等の動き
も生じている。
このような動きを受けて，県では各種の事
業，制度を活用して都市農村交流施設や市民農
園の整備を推進するとともに，農家民宿の開設
支援などグリーン・ツーリズムを推進し，魅力
ある農村づくりを進めている。

３　農地の保全
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第３　今後の取り組み  
１　森林の保全と整備
貴重な動植物が生息する森林を利用するに当

たっては，自然環境の保全に留意し，保安林は
「地域森林計画」に基づき，また，林業生産の基
盤である林道及び作業道については，「森林・
林業振興計画」で掲げた林内路網密度の目標で
ある 25.1 m/haの達成に向けて計画的に整備す
る。さらに，国補造林事業等により，26 年度は
造林約 42 ha，保育約 2,371 haの森林整備を実
施する。森林計画については，26 年度に地域森
林計画の樹立・変更を行うとともに，森林計画
制度見直しによる地域の意見を反映した市町村
森林整備計画の作成を支援することにより，計
画的な森林整備等を推進する。森林の保護につ
いては，林野火災から森林を守るため，森林パ
トロールや林野火災予防の普及啓発を行う。ま
た，保安林等の重要な松林については，松くい
虫による被害拡大を防ぐため，薬剤散布等を実
施する。
また，森林湖沼環境税を活用して，「森林環

境保全のための適正な森林整備の推進」，「いば
らき木づかい運動の推進」，「県民協働による森
林づくりの推進」の３つを施策の柱として，森
林の保全・整備に取り組む。

２　平地林の保全と活用
平地林・里山林については，20 年度から開始
した「身近なみどり整備推進事業」により，26
年度には 200 haを目標に整備する。
さらに，コナラやクヌギ，シイ，カシなどの
貴重な平地林が見られる「水郷県民の森」につ
いては，自然環境に関する学習の場としての利
活用を図る。

３　農地の保全
（１）優良農地の保全
地域農業の担い手の育成を図りながら，担い
手への農用地利用の集積等を促進するととも
に，農地の基盤整備を推進するほか，「農業振
興地域の整備に関する法律」等に基づき，市町
村農業振興地域整備計画の適正な管理を行い，
優良農地の確保・保全を図っていく。

（２）都市農村交流の推進
農村の活性化を図るため，各種事業等を活用
し都市農村交流施設の整備や，グリーン・ツー
リズムに関する研修会の開催，市民農園や農家
民宿の開設支援などを実施し，都市と農村の交
流を推進する。
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整備され見通しのよくなった平地林 子育て支援センターに導入した木製品

トピックス 森林湖沼環境税を活用した森林の整備・保全

本県では，良好な自然環境を次代に引き継ぐため，平成 20 年度より森林湖沼環境税を活用し，
「森林環境保全のための適正な森林整備の推進」，「いばらき木づかい運動の推進」，「県民協働に
よる森林づくりの推進」の３つを柱とする健全な森林づくりに取り組んでいます。

◆森林環境保全のための適正な森林整備の推進
緊急に間伐を必要とする森林を対象に，平成 29 年度までの５年間で約 8,000 ヘクタールを目標

とした間伐に取り組むほか，平地林や里山林の整備を進めています。さらに，松くい虫被害を受
けた海岸防災林の再生を図るため，広葉樹等の植栽などを行っています。

◆いばらき木づかい運動の推進
県民の皆様に木の良さを知っていただき，県産材の需要を増やすことが森林整備の推進にも繋

がることから，県や市町村施設の木造化や，学校等への机や椅子などの木製品の導入に対する支
援，木造住宅の建築に対する支援などを行っています。さらに，これまで林内に残されていた未
利用間伐材などの木質バイオマスの有効利用を推進します。

◆県民協働による森林づくりの推進
森林の働きや重要性などについて広く県民の皆様に理解していただくため，森林づくりや森林

環境学習などを行う市町村やボランティア団体等を支援するとともに，森林・林業体験学習を実
施しています。
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第４節　河川等水辺環境の保全と活用

第１　河川等水辺環境の保全と活用に関する施策  
１　河川の保全と活用
近年，河川は洪水対策や水資源の確保に加え

て，私たちの生活にうるおいを与える水と緑の
貴重なオープンスペースとして大きな期待が寄
せられていることから，河川環境に配慮し，各
河川の特性に応じた河川整備に取り組んでい
る。
県では，沿川の幅をもった地域を「水際線」

と位置付け，水際線地域計画等に基づき，うる
おいのあるまちづくりや地域振興に寄与する水
辺空間づくりを推進している。25 年度は花貫川
（高萩市）等において事業の推進を図った。

２　湖沼・湿地の保全と活用
多様な生態系を育みうるおいある水辺環境を
保全・創出するため，各湖沼や，湿地の特性に
応じ，自然の状態の維持・保全に努めるととも
に，自然環境や親水性に配慮した水際線整備を
図っている。25 年度は涸沼のモデル地区におい
て，水生植物帯の保全・再生整備の事後モニタ
リングを実施した。

３　沿岸・海域の保全と活用
砂浜の消失から生じる被害から県土を守るた
めに，鹿島灘海岸において，昭和 60 年度から
※ヘッドランド工法により侵食対策を実施して
いる。これまでに 34 基のヘッドランドが完成
し，25 年度は，養浜を実施した。

第２　今後の取り組み  
１　河川の保全と活用
各河川の特性に応じ，遊歩道や桜づつみの整

備，自然の河川に見られる多様性のある河岸や
みお筋を保全するなど河川環境に配慮した多自
然川づくりを推進する。
また，「茨城県水際線計画」に基づき，うる

おいのあるまちづくりや地域振興に寄与する水
辺空間づくりを推進する。
さらに，河川環境に対する地域住民の理解を

深めるため，河川に係る広報活動を充実し，河
川愛護思想の普及啓発に努める。

２　湖沼・湿地等の保全と活用
河川と同様に，各湖沼や，湿地の特性に応

じ，自然の状態の維持・保全に努めるととも

に，自然環境や親水性に配慮した水際線整備を
図る。
また，水生植物帯の保全・再生を図るなど，
水生植物の有する自然の水質浄化機能の活用に
努める。

３　沿岸・海域の保全と活用
「茨城沿岸海岸保全基本計画」に基づき，各
地域（海域）の特性に応じた“美しく安全でい
きいきした海岸”の空間づくりを推進する。
さらに，海岸環境に対する地域住民や海岸利
用者の理解を深めるため，海岸に係る広報活動
を充実し，海岸愛護思想の普及啓発に努める。
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第１　都市地域の緑の保全と快適な生活環境の創出に関する施策  
１　緑の空間の保全と創出

第６章　快適で住みよい環境の保全と創出
第１節　都市地域の緑の保全と快適な生活環境の創出

主な環境指標（実績／目標）
◇１人当たり都市公園面積
　9.00m2（24年度）／9.5m2（27年度）

緑は，都市環境にうるおいとやすらぎをもた
らすなど，自然と人間が共生する生活環境を形
成するうえで重要な役割を担っており，都市部
においては，樹林地や水辺地等，既存緑地の保
全に努めるとともに，都市公園の整備促進等，
緑の創出に努めることが必要である。
市町村では，「緑の基本計画」により推進してお
り，26年４月１日現在12市町村が策定している。

（１）緑の保全対策
都市計画区域内において良好な自然環境を形
成する緑地の保全を図るため，26年４月１日現
在 21地区 1,081.5 haを※風致地区として，１地区
24 haを※特別緑地保全地区として指定している。

（２）都市公園の整備
緑豊かなゆとりとうるおいのある生活環境の
形成をめざし，緑の拠点となる都市公園の整備
を推進している。
本県における都市公園（都市計画区域外の特
定地区公園を含む）は，25 年３月末現在 44 市
町村で 1,892 箇所，面積 2,582.78 haが開設され
ており，都市計画区域内人口１人当たりの公園
面積は 9.00m2 となっている。

（３）公共施設等の緑化の推進
都市の緑化を総合的かつ効率的に推進するた
め，学校や道路等公共施設の緑化を含めた多面
的な緑化施策の展開が望まれている。
そのため，都市における緑の核となる都市公
園の整備を進めるとともに，住民や団体の参加
と協力を得て，都市緑化普及啓発のため県営都
市公園等で「いばらき都市緑化フェスティバル」
を春又は秋に開催している。

２　うるおいのある快適な都市空間の創出
（１）都市景観形成の推進
「景観形成条例」に基づき，大規模な建築物
等の新築，増改築等や土地の形質の変更に係る
行為について届出を義務付け，周辺景観と調和
した景観形成の誘導を図るなど，地域の特性を
生かした景観形成に努めている。
また，「屋外広告物条例」により，屋外広告
物の表示の場所，方法等について必要な規制を
行うとともに，「屋外広告物のてびき」などに
より，屋外広告物に関する制度や内容等の周知
に努めている。

図表 6-1-1　都市公園面積の推移（総面積，１人当たり）
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そのほか，良好な町並み，景観や緑の維持・
形成のため，26 年４月１日現在 57 区域 200ha
で建築基準法に基づく建築協定を結んでいる。

（２）電線類の地中化の推進
都市景観の向上と，安全かつ円滑な道路交通

の確保を図るため，７年６月から施行された「電
線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づ
き電線類の地中化を推進している。
25 年度は，県道取手東線（取手市）外 18 路

線において電線共同溝の整備を実施した。

（３）交通安全施設等の整備
安全かつ円滑・快適な交通環境の確立を図る

ため，交通事故の多発している道路や緊急に交

通の安全を確保する必要のある道路について，
歩道設置や交差点改良などの整備を行っている。
また，自転車交通の安全を確保するととも
に，快適なスポーツ・レクリエーション活動に
資することを目的として，霞ケ浦自転車道（潮
来市〜土浦市）の整備を実施した。

（４）まちづくり推進事業の実施
住民がまちづくりに関心を持ち，まちづくり
に自ら積極的に参加するような環境づくりを進
めるため，まちづくりシンポジウムを開催する
とともに，まちづくりに功績のあった住民等を
広く表彰するうるおいのあるまちづくり顕彰事
業を実施し，25 年度は５件表彰した。

第２　今後の取り組み  
１　緑の空間の保全と創出

（１）緑の基本計画策定と地域地区指定促進
市町村の緑の基本計画策定を促進するととも

に，風致地区の指定や，※緑地協定などを活用
し，都市計画区域内において良好な自然環境を
形成する緑地の保全・創出を図る。

（２）都市公園の整備
偕楽園公園，笠間芸術の森公園，鹿島灘海浜

公園，茨城空港公園等の県営都市公園の充実に
努めるとともに，市町村の行う都市公園整備に
ついても積極的に助言・協力を行う。

（３）公共施設等の緑化の推進
都市における緑の核となる都市公園の整備や

学校等の緑化を図るとともに，これをネット
ワーク化し都市の緑の骨格づくりのため道路等
の緑化に努める。
また，市街地の大半を占める民有地の緑化な

ど，住民等の広範な参加と協力を得て，都市緑
化推進運動を各県営公園等で展開するなど，官
民一体となって，緑化の普及啓発活動を進めて
いく。

２　うるおいのある快適な都市空間の創出
（１）都市景観形成の推進
「景観形成条例」の適正な運用を図るととも
に，市町村が行う景観行政に対する助言や景観

に関する広報啓発を推進する。
また，屋外広告物の適正な表示を推進するた
め，屋外広告物制度の広報啓発や，違反広告物
の是正指導を進めるとともに，住民参加による
違反広告物の除去を行う茨城県まちの違反広告
物追放推進制度を実施する。
さらに，良好な住環境の形成のため建築協定
の活用を推進する。

（２）電線類の地中化の推進
電線類の地中化による道路の景観の向上と安
全かつ円滑な道路交通の確保を図るため，26 年
度も県道取手東線外 17 路線で引き続き電線共
同溝の整備を推進する。

（３）交通安全施設等の整備
安全かつ円滑・快適な交通環境の確立を図る
ため，「安心安全な生活道路整備事業」を活用
し，歩道設置や交差点改良など計画的な整備を
推進する。
さらに，霞ケ浦自転車道（潮来市〜土浦市）
の整備を推進する。

（４）まちづくり推進事業の実施
まちづくり推進事業として，まちづくりシン
ポジウム及びうるおいのあるまちづくり顕彰事
業を実施する。
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第２節　歴史的環境・自然景観の保全と活用

第１　歴史的環境・自然景観の保全と活用に関する施策  
１　歴史的・文化的環境の保全と活用

（１）文化財の保護と史跡の公有化の推進
ア　史跡名勝天然記念物の指定
「文化財保護法」に規定する文化財のうち，
※史跡，※名勝及び※天然記念物を総称して記念
物といい，国・県・市町村はそれぞれの段階の
特色に応じて指定を行い，その保護をおこなっ
ている。
記念物は，その内容が自然環境と極めて密接
な関連を有しており，文化財としてのしていは
原則として指定時の現状を保存することを前提
としている。指定された各記念物の指定価値を
損なう現状変更等は原則として認められて居ら
ず，保護・保存が図られている。

イ　保護対策
（ア）史跡の公有化と整備
史跡は直接自然環境に関わるものではない
が，その多くは良好な自然環境を維持してい
る。
本県では史跡のより一層の保護を図るため，
良好な歴史的環境を維持し，広く活用を図る目
的で公有化と史跡公園等の整備を促進してい
る。

（イ）名勝の整備
名勝の存在は自然環境に支えられている。し
たがって，その保護は，そのまま自然環境の保
護につながるものである。

（ウ）天然記念物
天然記念物は自然そのものであり，動物の生

息条件は植物以上に周辺の環境に左右され，自
然環境の変化を如実に反映する。
なお植物の指定には名木，巨樹，老木等の単
木のほか，植物生態学上の視点による自然林や
樹叢の指定がある。

（２）指定文化財の所有者・管理者への支援
国・県指定文化財の保存修理，防災設備等に
対し補助金を交付している。
東日本大震災で被災した文化財の早期復旧と
所有者等の負担軽減を図るため，本県独自に復
旧事業への補助を実施している。
文化財の保護のための支援を進めることに
よって，地域住民の文化財保護の意識の高揚を
図っている。

（３）文化財保護意識の高揚と人材の育成
市町村の文化財保護審議会委員や地域で文化
財保護活動をしている者を対象に，表彰や講演
会を実施し，文化財の保護や活用を推進してい
る。

（４）文化財に関する資料の刊行等
新たに指定・登録された文化財の解説と国・
県指定文化財，登録文化財を掲載した「茨城の
文化財」を刊行するとともに，遺跡台帳（埋蔵
文化財包蔵地調査カード）や「茨城県遺跡地図」
を完備・更新し，埋蔵文化財の保護活用と遺跡
の有無の照会，開発事業との調整の円滑化を
図った。

第２　今後の取り組み  
１　歴史的・文化的環境の保全と活用
史跡については，計画的な土地の公有化につ
いて，市町村に助言・支援を行い，史跡公園等
の整備・活用を促進する。

また，名勝や天然記念物については，現状保
存とともに，周辺環境の整備を促進する。
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第３節　自然災害への対応
主な環境指標（実績／目標）
◇河川改修率　57.3％（25年度）／57.9％（27年度）
◇急傾斜地崩壊対策事業整備率　29.4％（25年度）／29.4％（25年度）

第１　自然災害等への対応  
１　地震や台風などの自然災害等への対応

（１）水害の防止
地域開発の進展に伴う人口の集中化・都市化

に対処し，河川流域住民を洪水の被害から守る
ため，河川改修やダム事業を推進するととも
に，大規模開発など流域の開発が著しい河川に
ついては，防災調節池等の整備と合わせて改修
を進めている。
25 年度は，桜川など 34 河川（37 工区）で，

改修事業を実施した。

（２）海岸災害の防止
飛砂防備保安林等に指定されている海岸防災

林は，気象や土壌などが極めて悪いうえ，飛砂
や潮風などの被害を受けやすく，また，本県の
海岸は近年，気象の変化等により侵食性海岸に
なっている。このため，防潮護岸工を施工する
とともに，人工砂丘や静砂垣を設置し，植栽工
等を実施した。
また，高潮や侵食の被害を防止するため，護

岸やヘッドランド等の整備を実施しており，25
年度は，鹿嶋海岸など６海岸で実施した。

（３）地震災害への対応
災害に強い都市環境の形成を図るため，駅前

や中心市街地を中心に市街地再開発事業や，土
地区画整理事業を推進している。26 年３月末現
在で，市街地再開発事業は 15 地区，土地区画
整理事業は 300 地区が完了している。
また，防災空間確保のための※防災公園や，

住民の避難，消防活動，緊急輸送のための道路
の整備を図るとともに，茨城港（日立港区，常
陸那珂港区）及び鹿島港において耐震強化岸壁
を供用している。
そのほか県耐震改修促進計画に基づき，県有

施設の耐震化の推進，木造住宅耐震診断への助
成，市町村の耐震改修促進計画策定促進を行っ
ている。

（４）土砂災害防止施設の整備推進
砂防事業，地すべり対策事業，急傾斜地崩壊
対策事業により，土砂災害防止施設の整備を
図っている。
25 年度は，砂防事業は羽根黒沢など９渓流，
地すべり対策事業は大塚地区など３地区，急傾
斜地崩壊対策事業は上田沢地区など 23 地区の
整備を実施した。

（５）土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒
区域等の指定推進
土砂災害から県民の生命・身体を守るため，
土砂災害警戒区域等の指定に努めている。
25 年度は，水戸市など７市町村（251 箇所）
で指定を実施した。

（６）予防治山や復旧治山の推進
山地において台風や集中豪雨等の天然現象に
よって発生した崩壊地や，崩壊の可能性が高
く，崩壊土砂の流出により下流に被害を与える
おそれがあり，緊急に防止工事を要する箇所に
ついて，「地域森林計画」に基づき治山ダム工や
山腹工，森林造成のための植栽工を実施した。

（７）保安林の適正配備と機能の維持・向上
土砂災害等山地災害を防備する目的で土砂流
出防備及び土砂崩壊防備保安林を指定してお
り，本県では主に県北山間部に配備し，面積は
25 年度末で 3,954 haとなっている。
また，保安林の機能が高度に発揮できるよう
保安林整備事業等により整備を進めている。

（８）土砂災害に対する防災意識の高揚
毎年６月の土砂災害防止月間に市町村ととも
にがけ地のパトロールを実施している。
また，小・中学校生徒を対象に「土砂災害防
止に関する絵画・作文」を募集・表彰して，土
砂災害に対する防災意識を高めている。
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２　災害廃棄物への対応
（１）東日本大震災により発生した災害廃棄

物への対応
23 年３月末時点で，県内の市町村が把握した
災害廃棄物は，重量では約 24 万トン，重量で
把握できていないものが約６万m2 に上った。
市町村における災害廃棄物の処理促進を図る
ため，市町村等からの災害廃棄物の処理に係る
個別の相談に対して，環境省と連携し技術的な
助言を行うとともに，災害廃棄物の処理に対す
る国の補助制度を活用した支援を実施し，本県
の最終処分場「エコフロンティアかさま」等に
おいて災害廃棄物を処理した。
また，宮城県議会から，震災により生じた災
害廃棄物の受入要請があり，併せて内閣総理大
臣及び環境大臣からの協力要請も受けたことか
ら，最終処分場「エコフロンティアかさま」等
において，宮城県の災害廃棄物を処理した。

（２）台風 26 号により発生した災害廃棄物
への対応
25 年 10 月に発生した台風 26 号により，行方
市において，家屋浸水，ビニールハウスの倒壊
及び崖崩れ等に伴い，災害廃棄物が生じた。環
境省と連携し，行方市に対して技術的な助言を
行うとともに，災害廃棄物の処理に対する国の
補助制度を活用した支援を実施した。

３　異常気象への対応
（１）防災情報メールの配信
防災情報システムの更新（20年度）にあわせ，
新たに県民に対するサービスとして，気象関連情
報や避難関連情報について電子メールにより配信
する「茨城県防災情報メール」を開始した。
ア　配信する情報
・気象警報
（大雨，洪水，暴風，波浪，高潮の５警報）
・避難関連情報
（避難準備情報，避難勧告，避難指示，地
震情報）

イ　登録者数
16，674 件（H26. 3. 1 現在）

ウ　配信実績

（２）防災情報ネットワークシステムの更新
（運用開始Ｈ 28. 4〜）
11 年度より運用を行っている現行システムに
ついては，老朽化による障害等の発生頻度の増
加や，一部部品の製造中止など，機能を維持し
ていくことが困難な状況にあるため，更新を行
う必要がある。
ア　更新に向けた基本方針等
・地上回線，衛星回線の２ルート維持による
確実性の確保
・いばらきブロードバンドなどの既存光回線
を活用したデジタル化・高速大容量化
・救急医療機関やトラック協会，東日本高速
道路（株）などとの連携強化
・救急車から医療機関に直接連絡できる機能
などを構築
・水防情報システムなど各種関連システム等
との連携により，河川水位情報や道路通行
止め情報，避難所情報などの災害関連情報
を関係機関と共有

図表 6-3-1　防災情報メールの配信実績

警　　報 24年度 25年度
気 象 警 報 94 61
竜 巻 注 意 情 報 24 45
地 震 情 報 33 24
津 波 注 意 報 ６ 2
避 難 関 連 情 報 ０ 0
お 知 ら せ ３ 4
土砂災害警戒情報 21 25

合　　計 181 161

図表 6-3-1　防災情報メールの配信実績

警　　報 24年度 25年度
気 象 警 報 94 61
竜 巻 注 意 情 報 24 45
地 震 情 報 33 24
津 波 注 意 報 ６ 2
避 難 関 連 情 報 ０ 0
お 知 ら せ ３ 4
土砂災害警戒情報 21 25

合　　計 181 161
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第２　今後の取り組み  
１　地震や台風などの自然災害等への対応

（１）水害の防止
河川改修を重点的に推進するとともに，大規

模開発など流域の開発が著しい河川について
は，防災調節池等と合わせた改修を推進するこ
ととし，26 年度は，改修事業については，桜川
をはじめ 31 河川（32 工区）で実施する。

（２）海岸災害の防止
26 年度は，日立市十王町伊師など３か所で防

潮護岸工等を施工するとともに，神栖市豊ヶ浜
など３か所で樹木の成長を促すため，静砂垣を
設置し植栽工を実施する。また，東日本大震災
の復興事業として，L1 津波や高潮・波浪に備え
るため北茨城市神岡上ほか 28 箇所の防潮護岸
の嵩上げ等を行う。
さらに，鹿島灘海岸で，養浜による侵食対策

を実施する。

（３）地震災害への対応
市街地再開発事業や土地区画整理事業の面的

整備について支援等を行い，災害に強いまちづ
くりを推進する。また，防災公園や，緊急輸送
道路ネットワークに指定された路線の整備を推
進する。そのほか，建築物の耐震化を図るため，
県耐震改修促進計画に基づく各種施策を推進す
る。

（４）土砂・山地災害の防止
砂防事業，地すべり対策事業，急傾斜地崩壊
対策事業による土砂災害防止施設の整備と，土
砂災害警戒区域等の指定を推進する。
また，保安林の機能が高度に発揮できるよう
保安林整備事業等を進めるとともに，荒廃山地
の復旧及び荒廃危険山地の崩壊を未然に防止す
るため，26 年度は大子町中郷など 12 か所で山
復工や治山ダム工本数調整伐等を実施する。
そのほか，大雨による土砂災害発生の危険度
が高まった時に気象台と共同で発表する土砂災
害警戒情報や補足する情報を，県のホームペー
ジ等から市町村，県民に配信し適切な避難がで
きるよう，避難体制の支援を図る。

２　災害廃棄物への対応
自然災害が発生した際は，被災市町村が円滑
に災害廃棄物を処理できるよう，環境省等と連
携し，被災市町村に対して技術的な助言を行う
とともに，国の補助制度を活用した支援等を行
う。

３　異常気象への対応
防災情報メールの登録について県民への広報
を行い，登録を促し，より多くの県民に地震・
津波などの災害時における災害情報の収集・伝
達を迅速かつ的確に行う。
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植栽状況（白い筒状のものは野ウサギによる食害防止用ネット）

トピックス 海岸防災林の機能強化

本県の海岸線は約 190 kmあり，そのうち 61 kmが海岸防災林になっています。
海岸防災林は，飛砂防止や防風，潮害防備等のほか，津波エネルギーの減衰や漂流物の捕捉等

による津波災害の軽減などの公益的機能があり，後背地の農地や住宅等を保護し，生活環境を保
全する重要な役割を果たしています。
しかし，海岸防災林の多くはクロマツの単一樹種であることから，松くい虫の被害を受けやす

く，その公益的機能が低下しています。一方，東日本大震災では海岸防災林により津波被害が軽
減された事例も見られたことから，海岸防災林の公益的機能を強化することが急務となっていま
す。
そこで，津波による被害を低減するなど，海岸防災林が持つ公益的機能を強化するため，森林

湖沼環境税を活用して，松くい虫による被害木を伐採し，広葉樹等の植栽や天然更新によって樹
種転換を進めるとともに，既存のマツ林については松くい虫予防のための薬剤散布を実施してい
ます。
なお，植栽している広葉樹はネズミモチ・スダジイ・タブノキ・モチノキ・トベラ・マサキ，

針葉樹は松くい虫抵抗性クロマツとカイヅカイブキです。

○平成 25 年度の実績
被害木伐採
1,147 m3（北茨城市 223 m3，大洗町 910 m3，神栖市 14 m3）

広葉樹等植栽
　 12 ha（北茨城市５ha，大洗町６ha，神栖市１ha）

松くい虫予防のための薬剤散布
  395 ha　北茨城市 26 ha，日立市 17 ha，東海村 21 ha，大洗町 44 ha，
　　　　 鉾田市 137 ha，鹿嶋市 28 ha，神栖市 122 ha

�
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第１　環境教育・環境学習等の推進に関する施策  

第７章　各主体が学び協働することによる環境保全活動の推進
第１節　環境教育・環境学習等の推進

今日の環境問題は，通常の事業活動や日常生
活に起因するところが多く，事業者や県民など
すべての主体が自主的かつ積極的に環境の保全
及び創造に取り組んでいくことが必要である。
このため，普及啓発や広報活動を含め，各種の
環境教育・学習推進事業を実施した。

１　環境教育・環境学習の推進
（１）エコ・カレッジの開催

環境についての幅広い知識と地域や職場にお
いて様々な環境保全活動を実践するために必要
なノウハウの習得を図るため，広く県民を対象
とした講座を開催した。
ア　体験コース

環境について幅広い視点を備えるため，環境
学習や環境保全活動に関するプログラム構築の
ノウハウを習得

○修了者数　29 人
○内容　講義，実習，ワークショップ等

イ　導入コース
インターネットを活用して学ぶ通信講座を開講
○修了者数　31 人
○内容　穴埋問題やレポート作成

ウ　職域コース
企業の環境保全担当者を対象に，環境に配慮

した事業活動を推進するため，環境保全業務に
関する知識やノウハウを習得（（一社）茨城県
環境管理協会で実施）

○修了者数　24 人
○内容　講義，事例研究等

（２）子ども向け環境実践プログラムの配布
子どもの頃から環境保全に関する意識を育む

ため，本県独自の環境実践プログラム「キッズ
ミッション」を県内の全小学校約 548 校で小学
校高学年を対象として配布した。

（３）高校３年生向け「How to エコライフ」
読本による啓発

高校卒業後に新社会人や大学生として新しい
暮らしを始める高校３年生を対象に，エコライ
フのノウハウを伝えるため，エコライフ実践ハ
ンドブック「ECO LIFE」を県内の高校３年生
約 26,500 人に配布した。

２　環境教育・環境学習の機会と場の提供
（１）環境アドバイザーの派遣

地域での環境学習を支援するため，学校，公民
館，自治会等が行う学習会等に講師を派遣した。

○アドバイザー委嘱数　57 人及び４団体
○派遣回数　136 回，受講者　6,158 人
○内容　地球温暖化問題，自然観察会，ごみ

とリサイクル，エコライフなど

（２）こどもエコクラブ事業の推進
こどもエコクラブは，幼児から高校生を対象

に，地域や学校で環境学習や環境保全活動に取
り組むクラブである。

本 県 で は，53 ク ラ ブ，2,759 人（26 年 ３ 月
末）が参加している。クラブの活動を支援する
ため，活動事例集を作成し，エコクラブや市町
村に配布した。

学習会の様子学習会の様子

第２　今後の取り組み  
県民一人ひとりが環境について学び，環境に

配慮した生活の実践に取り組む「環境学習社会」
の構築に向け，家庭，学校，地域社会，職場な

どの様々な場において，環境教育・環境学習を
推進する。
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第２節　各主体の環境保全活動と協働取組の促進

第１　各主体の環境保全活動と協働取組の促進に関する施策  
持続可能な社会を実現するためには，県民一

人ひとりが環境問題についての理解を深め，家
庭や学校，地域社会，職場など様々な場面で環
境に配慮した活動を実践することが重要であ
る。このため家庭，事業者等の実践的取り組み
の促進を図るとともに，県も，自らの事務事業
にともなう環境負荷の低減を図った。

１　県民の環境保全活動の促進
（１）茨城エコ・チェックシート

日常生活での省エネ・省資源等の実践活動を
促進するため，「茨城エコ・チェックシート」
を県民，事業者等に配布し，環境に配慮した生
活行動への動機付けを行った。

・配布部数：約 209,000 部（26 年３月末）

（２）キャンペーン等の実施
県民や事業者の地球温暖化防止等に関する意識

の高揚を図るため，キャンペーン等を実施した。
〇夏の省エネキャンペーン（６/ １〜９/30）
〇冬の省エネキャンペーン（12/ １〜３/31）
○ライトダウンキャンペーン（６月 21 日（夏

至の日）・７月７日（クールアースデー））
○ノーマイカーデー

①７/ ２〜７/ ９に１回以上
②９/ ７〜10/31 に２回以上
③２月〜３月に１回以上

（３）レジ袋無料配布中止の取組み
地球温暖化防止とごみの減量化を図るため，

県，県域４団体，事業者が協定を締結し，県全
域を対象としたレジ袋の無料配布の中止を開始
した。

・食品スーパーマーケット
開始日　21 年７月１日〜
参加事業者　27 事業者　272 店舗

・クリーニング店
開始日　22 年 10 月１日〜参加事業者　15
事業者　288 店舗

食品スーパーマーケットにおける効果は次の
とおり。

・レジ袋辞退率　85％程度で推移

・レジ袋削減枚数　年換算約２億３千枚
・石油削減量　年換算約 420 万リットル

（ドラム缶 21,000 本分）
また，同様の取組みが市町村ごとにも進んでお

り，26 市町村が事業者等と協定を締結している。

２　団体の環境保全活動の促進
（１）食を通じたエコライフ運動

生活学校を通じて，地産地消や食べ残しの削
減，３Ｒ実践などを呼びかけるとともに，勉強
会及び活動発表会を実施した。

（２）環境関係表彰
環境保全意識の高揚を図るため，環境保全や

環境美化に功績があった１人，５団体と，環境
マネジメントなどに成果のあった３企業を表彰
した。

３　事業者の環境保全活動の促進
（一社）茨城県環境管理協会は，事業者自ら

が公害を防止しようとする共通の目的のもとに
昭和 47 年に設立され，環境調査，測定分析評
価，環境技術支援を行っている。

県は，環境管理協会が行う事業に対して指
導・支援を行い，事業者の環境保全活動の促進
に貢献した。

４　環境マネジメントの推進
（１）茨城エコ事業所登録制度の普及

事業者の環境に配慮した取り組みを推進するた
め，中小事業者でも手軽に導入できる簡易な※環
境マネジメントシステムとして普及を推移した。

（２）環境マネジメントシステム導入の促進
環境マネジメントシステムの国際的な規格で

ある ISO14001 が８年９月に発効されて以来，
県内では，製造業を中心に同規格の認証取得が
順調に進んでいる。

また，環境省が普及を推進しているエコアク
ション 21 の地域事務局として，19 年 12 月に茨
城県中小企業団体中央会が認定されている。
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５　県の環境保全に向けた率先実行の推進
県は，自らの事務事業の執行に際し，環境へ

の負荷の低減を図ることを目的に，「環境保全
率先実行計画」（県庁エコ・オフィスプラン，
10 年２月策定，23 年４月改定）に基づき，全
庁的に取り組みを進めている。

（１）計画の期間
23 年度から 27 年度までの５年間

（２）計画の対象
県が行うすべての事務事業及び指定管理者施

設が行う事務事業を対象

（３）実施状況
クールビスや定時退庁日の一斉消灯（ライト

ダウン）に加え，エコドライブを推奨するな

ど，省エネルギーなどの取組を推進した。
また，グリーン購入推進方針や低公害車購入

方針に基づき，環境負荷の少ない公用車や物品
の購入を進めた。

６　協働の取組の仕組みづくり
環境保全茨城県民会議（昭和 47 年設立）で

は，各構成団体をはじめ事業者，行政との連
携を一層強化し，県民運動の推進，エコライフ

（環境に配慮した生活）実践活動の推進，環境
情報の発信等を積極的に行った。

県は，環境保全活動を推進する観点から，自
然環境保全活動，エコライフ運動などを県民運
動として推進する環境保全茨城県民会議に対し
て事業費などの助成を行い，組織の育成，指導
を図った。

図表 7-2-1　県庁エコ・オフィスプラン実績（速報値）

項　　　目 単位 基準 24年度
（参考）

25年度	
（実績） 25/ 基準 達成

状況
25年度
目標値

27年度
目標値

電気使用量
（道路照明・信号を除く）

庁舎用 kWh/m2 46.87  46.24  40.56  86.5％ ◎ 44.57  43.68  

事業用 kWh/m3 0.367 0.324 0.249 67.8％ ◎ 0.349 0.342 

公用車燃料使用量＜原油換算＞ kL/ 台 1.36  1.34  1.33  97.8％ × 1.29  1.26  

燃料使用量
＜原油換算＞

庁舎用 L/m2 3.43  2.63  2.07  60.3％ ◎ 3.26  3.19  

事業用 kL/ 汚泥 t 0.038 0.037 0.018 47.3％ ◎ 0.036 0.035 

用紙類使用量＜A4版換算＞ 千枚 236,019 245,133 251,062 106.4％ × 218,764 210,616 

水道使用量 千m3 1,525 1,345 1,348 88.4％ ◎ 1,414 1,361 

可燃廃棄物排出量 t 3,930 3,233 3,229 82.1％ ◎ 3,643 3,507 

グリーン購入率 ％ 71.6  74.1  68.0  95.0％ × 90％以上 90％以上

温室効果ガス排出量＜CO2 換算＞ t 169,748 165,262 159,426 93.9％ × 157,866 153,113 

第２　今後の取り組み  
県民，民間団体，事業者，県などの各主体の

環境保全活動の促進に向けた取り組みを推進
し，自主的かつ積極的な環境保全活動の促進を
図るとともに，すべての主体が一体となって取
り組めるような，連携の仕組みづくりに努めて
いく。

そのため，環境保全茨城県民会議や大好きい

ばらき県民会議等と連携し，環境保全に向け
た県民運動を展開する。また，県自らの取り組
みについても，「第４期環境保全率先実行計画」

（県庁エコ・オフィスプラン）に基づき，低公
害車の導入や省エネ・省資源の推進を図ること
により環境への負荷の低減を図る。
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第３節　国際的な視点での環境保全活動の促進

第１　国際的な視点での環境保全活動の促進に関する施策  
１　環境保全のための国際協力の推進

国際的な協力については，これまで国や国際
機関が中心となって実施してきたが，開発途上
国からの多様なニーズに応えるため，地方自治
体の役割が期待されるようになってきた。

本県においても，高度な産業が集積している
とともに，環境保全活動に取り組む様々な主
体が多数活動していることから，情報交換等の
ネットワーク化を図り，地球規模での環境保全
活動が推進されるよう，積極的に環境分野にお
ける国際協力に取り組んでいる。

（１）海外への専門家派遣
一財団法人自治体国際化協会（CLAIR）が作

成する「自治体国際協力人材バンク」に，国際
協力に関する知識や技術を有する県内自治体職
員を登録しており，開発途上国からの要請に応
じて適切な人材を派遣する体制を整えている。

（２）国等との連携・協力
独立行政法人国際協力機構（JICA）が実施し

ている「青年海外協力隊派遣事業」及び「シニ

ア海外ボランティア派遣事業」に係る募集・広
報活動を同機構と共同で実施するとともに，派
遣者及び帰国者に対する支援活動を行ってい
る。

（３）いばらき霞ヶ浦賞
本県では，９年度から開発途上国における湖

沼環境保全の研究や技術開発を支援するため
「いばらき霞ヶ浦賞」を創設している。同賞の
授与は，世界湖沼会議に併せて実施しており，
これまで 27 カ国・46 組（101 名）の研究者等
に授与している。

２　民間団体等の国際協力の推進
本県には多くの国際交流・協力団体が存在し

ており，公益財団法人茨城県国際交流協会に登
録している団体だけでも 126 団体に上る。この
中には，環境分野での国際協力を活動の中心と
している団体も多く，本県では，現地情報の提
供，現地との連絡・調整の支援，各団体が独自
に行う研修員受入・ボランティア派遣等に係る
各種手続きのアドバイス等を行っている。

第２　今後の取り組み  
国や関係機関と協力・連携を図りながら，研

修員の受入，専門家の派遣，学術・研究交流等
に積極的に取り組み，引き続き地方発の国際的
環境協力の推進に努める。
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トピックス 茨城県環境アドバイザー制度

地球温暖化やごみの不法投棄等の身近な環境問題に対し，一人ひとりが日常生活の中で意識し
て環境保全活動に取り組めるようにするため，学校や地域，職場において，環境に関する意識の
啓発を行うことは非常に大切です。

本県では，環境保全に関する知識を深め，地域社会での環境学習活動を醸成することを目的と
して，平成５年 10 月に「茨城県環境アドバイザー制度」を創設し，学校や公民館，自治会や住
民団体などが実施する環境学習会・自然観察会などに，県で委嘱した「環境アドバイザー」を派
遣してまいりました。

環境アドバイザーには，「地球環境」，「地域環境」，「自然環境」，「生活環境」，「環境パート
ナーシップ」の幅広い分野の専門家（58 人，４団体（平成 26 年４月現在））がおり，地域のニー
ズに対応した派遣活動を行い，ここ数年の派遣件数の実績は毎年 120 件を超えております。

その結果，派遣先からは，「参加した子どもたちの環境や自然を大切にしていこうとする意識
に高まりが見られた」等の好意的な感想が多数寄せられております。

県では，今後も講師や講義内容の充実を図り，幅広い世代に対し環境教育・環境学習の場の提
供を推進してまいります。

◆学習会・講演会・観察会の分野
地球環境 地球温暖化

エネルギー
地域環境 大気

水質
土壌
廃棄物・リサイクル

自然環境 昆虫・植物観察会
水生生物調査
野鳥観察会
自然体験

生活環境 エコライフ
省エネクッキング
エコ住宅
エコドライブ

環境パートナーシップ 環境マネジメント
環境学習
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トピックス 快適な自然冷房「緑のカーテン」

「緑のカーテン」とは
夏場に，町を歩いていて家や建物の周りに，植物を育成させている光景をみたことはありませ

んか？これが「緑のカーテン」です。緑のカーテンは，遮光効果や冷却効果でエアコンの使用を
抑え，節電・省エネ効果があるだけではなく，植物を育てる楽しみもありますので，家庭や学
校，さらには職場でも緑のカーテンを実践されている方が年々増えております。

緑のカーテンに使用する植物としては，朝顔やヘチマ，ゴーヤなどが多いですが，最近は，イ
ンゲンやメロンといった植物も使われる例も見られます。

「緑のカーテン」の効果
夏場に木陰となっているところが，日差しの中と比べて，とても涼しいことを実感したことは

ありませんか？これは，植物が水分を蒸散することによって，その周りの空気の温度を下げる効
果があるためです。

建物を植物で覆ったものが緑のカーテンです。植物が建築物の周囲を覆うことによって，建物
内部に涼しい風が入ることでクーラーを使わなくても室内の温度が抑えられるために，節電・省
エネの効果が図られます。

「緑のカーテン」の作り方
・標準的なプランター（長さが 30cm以上で深さが 50cm）を用意する。
・種を植え，芽が出たら，水をたっぷり与える。
・苗が大きくなってきたら，植物専用ネットを張り，つるを誘因する。
・２週間に一度は，有機肥料（液体，油かす等）を与える。
・つるが伸び，花が咲いたら，ネットより大きくならないよう，適宜先端をはさみで切って成長

を止める。
・植物が枯れ始めたら，早めに枯れた葉が飛び散らないよう，取り除いて掃除をする。

（株）クラレ鹿島事業所 笹沼氏（東海村）
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第１　環境情報の収集・管理・提供の状況  

第８章　環境の保全と創造のための基本的施策の推進
第１節　環境情報の収集・管理・提供

１　ホームページ「環境いばらき」による情報提供
県ホームページ「環境いばらき」に，23 年

度から継続して節電対策のページを掲載するな
ど，環境関連の情報提供の一層の充実を図っ
た。

また，環境学習メールマガジンを毎月発行
し，県民に対して，県の施策や県内の環境イベ
ント等に関する情報提供を行った。

・メールマガジン購読者数 509 人（26 年３月末）

２　環境学習資料の提供
環境に関するビデオ，図書やパネルの貸出し

を行った。
・貸出件数　23 件

３　霞ケ浦環境科学センターの情報収集・発信
（１）センターホームページによる情報発信

ホームページに霞ヶ浦の調査・研究情報，環
境学習やイベント情報を掲載し，また，県内の
環境保全に取り組む市民団体等の活動を紹介す
るなどの情報提供を行った。

また，メールマガジンを毎月発信し，セン
ターの施策・情報等の提供を行った。

（２）市民団体交流会の開催
市民交流ひろばを開催し，参加した団体同士

の意見交換などの場を提供した。

（３）霞ヶ浦環境科学センター成果発表会の
開催

・基調講演「茨城県におけるジオパーク事業

の展開と地域振興」
茨城大学　天野　一男

・霞ヶ浦の流入負荷やリン，アオコ調査，県
内のＰＭ 2.5 の状況などについて成果発表
した。
開 催 日：H25.12.13
開催場所：霞ヶ浦環境科学センター
参 加 者：80 人

（４）センター公開セミナーの開催
霞ヶ浦のアオコに関する公開セミナーを開催
テ ー マ：「アオコって何？
　　　　　　　　霞ヶ浦の現状とその対策」
開 催 日：H25. ９.21
開催場所：茨城県生涯学習センター
参 加 者：44 人

（５）資料の収集及び提供
環境関連施設や環境保全市民団体の発行紙の

収集・情報提供を行った。また，環境関係図
書の貸出しを行った（貸出可能図書約　7,328
冊）。

（６）展示交流広場の活動による情報提供
環境保全団体や企業に環境保全活動の情報を

発信する場を提供した。

（７）センターサポーター
サポーター登録者に環境イベントの情報を中

心に定期的に情報発信した。

第２　今後の取り組み  
ホームページ「環境いばらき」において，環

境学習をはじめ様々な環境情報を県民にとって
わかりやすく，迅速に提供する。また，霞ケ浦
環境科学センターにおいて，水環境や大気環境

等についての研究成果など様々な情報の収集・
整理・発信をインターネットを活用して積極的
に進め，市民・企業・研究者・行政を結ぶ霞ケ
浦情報ネットワークの充実を図る。
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第２節　グリーン・イノベーションの推進

第１　グリーン・イノベーションの推進  
「グリーン・イノベーション」とは，生活・

地域社会システムの転換及び新産業創出によ
り，環境，資源（天然資源，食糧資源），エネ
ルギー等の地球規模での制約となる課題解決に
貢献し，経済と環境の両立により世界と日本の
成長の原動力となるものである。

国では，世界最先端の低炭素社会を実現する
ため，エネルギー供給の低炭素化やエネルギー
利用の高効率化・スマート化など，グリーン・
イノベーションを強力に推進することとしてい
る。

本県においても，県民一人ひとりのライフス

タイルの転換や環境・エネルギー技術を用いた
新産業の創出を図ることにより，経済の成長を
維持しながら，環境負荷の小さい社会の構築を
目指す必要がある。

そうした中，本県は，原子力発電・火力発電
等を有する電源立地県であり，我が国のエネル
ギー供給において重要な役割を担っている。ま
た，つくば・東海・日立・鹿島地区などの知的
集積や産業集積があり，次世代のエネルギー
分野を開拓する研究開発が進められるなど，グ
リーン・イノベーションの推進基盤となる環境
研究・技術開発に取り組む環境が整っている。

第２　グリーン・イノベーション推進のための施策  
１　つくば・東海地区等の科学技術集積の活用

（１）J-PARCの利活用の促進
低炭素社会に貢献する燃料電池やリチウムイ

オン電池など環境エネルギー分野をはじめとし
て，中性子ビームラインの産業利用を促進する
ため，様々な技術相談等への迅速な対応や，産
業界の研究ニーズを踏まえた利用制度の導入な
ど，きめ細かな利用者支援を行うとともに，得
られた成果を企業向けセミナーや成果報告会等
を通じて産業界に発信している。

（２）つくば国際戦略総合特区の推進
平成 23 年 12 月に指定された「つくば国際戦

略総合特区」において，グリーンイノベーショ
ン分野のプロジェクトを推進している。

新エネルギーでは，石油代替燃料として期待
される藻類バイオマスエネルギー実用化の研究
を，省エネルギーでは，国際競争力のある世界
的なナノテク拠点を構築するとともに，炭化ケ
イ素等を活用した画期的な省エネルギー機器等
の開発などを進めている。

２　競争力あるものづくり産業の育成
○県内中小企業の成長分野進出支援

今後市場の拡大が期待できる成長分野への県
内中小企業の進出を支援するため，県内産学官
の結集により，22 年６月 28 日に設立した「い
ばらき成長産業振興協議会」において，「次世

代自動車」「環境・新エネルギー」「健康・医療
機器」「食品」の４研究会を設置し，分野に関
する情報提供や大手企業への技術提案機会の提
供による取引拡大にむけた支援等をおこなって
いる。

分野別の取り組みとしては，「次世代自動車
研究会」において，電気自動車や水素燃料電池
自動車，「環境・新エネルギー研究会」におい
て，風力発電や地中熱利用等をテーマとした取
り組みを推進している。

３　低炭素社会推進戦略
（１）再生可能エネルギーの利活用促進
ア　茨城県次世代エネルギーパーク（再掲

P20）
イ　再生可能エネルギー導入促進（再掲P20）

（２）スマートコミュニティの構築
ア　環境モデル都市の取り組み

つくば市では，25 年３月の環境モデル都市選
定を受け，民間企業と協力してTX沿線に「コ
ミュニティ型低炭素モデル街区」の整備を進め
ている。
イ　EVバス導入実証実験

・つくば市において，23 年度に企業と連携
して，太陽光等で昼間発電・蓄電した電力
を夜間に電気自動車へ給電して利用するな
ど，低炭素交通社会システムの共同実証プ
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ロジェクトを実施した。
・（株）日立製作所，日野自動車（株）では，

日立市において路線バス向けのEVバス運

用管理システムの実用化に向けたEVバス
運用管理システムの実用化に向けた実証実
験を行っている。

第３　今後の取り組み  
１　つくば・東海地区等の科学技術集積の活用

低炭素社会の実現に向けて，科学技術研究拠
点であるJ-PARCの産業利用を促進し，燃料電
池やリチウムイオン電池等の革新的技術の研
究・開発による成果の創出を図る。

また，「つくば国際戦略総合特区」では，グ
リーンイノベーション分野のプロジェクトを計
画的に推進することにより，藻類バイオマスの
屋外大規模生産技術の確立，藻類産業の創出や
世界的ナノテク拠点における次世代効率電力変
換技術の確立などによる電力エネルギー利用の
効率化を図っていく。

２　競争力あるものづくり産業の育成
県内中小企業を会員とし，県内の産学官が結

集する「いばらき成長産業振興協議会」におい
て，成長分野における新製品・新技術の開発支
援等をおこなうことにより，競争力あるものづ
くり産業の育成を図っていく。

３　低炭素社会推進戦略
低炭素で持続可能な地域社会の構築を目指

し，地域における積極的な分散型エネルギーの
導入，エネルギーの融通，ICT活用によるエネ
ルギー受給調整など，日立市やつくば市などモ
デル的に取り組む地域（市町村）等を支援し，
先導的なスマートコミュニティ地区の形成促進
を図る。
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第３節　総合的な環境保全対策の推進

第１　総合的な環境保全対策の推進に関する施策  
１　※環境影響評価制度の適正な運用

25 年度は，水戸市新ごみ処理施設整備事業に
係る環境影響評価準備書について，事業者の公
告・縦覧後，審査会の審査を経て，知事意見を
述べた。

（１）対象事業の概要
・水戸市新ごみ処理施設整備事業

①　事業者：水戸市
②　場　所：水戸市下入野町南散野地内
③　種　類：一般廃棄物処理施設
④　規　模：焼却施設約 370 トン／日，

リサイクルセンター約 60 トン／日
最終処分場約 128,000m3

（２）手続の経過
・水戸市新ごみ処理施設整備事業

①　広告年月日：25 年８月５日
②　縦覧期間：25 年 ８月 ５日〜９月４日
③　審 査 会：25 年 ９月 ２日

　　　　　25 年 12 月 ５日
　　　　　25 年 １月 17 日

④　知事意見：25 年 １月 22 日

２　生活環境の保全等に関する条例
都市・生活型の環境問題に適切に対応してい

くため，環境関係法令や 17 年に改正した「生
活環境の保全等に関する条例」に基づき，公害
防止対策や騒音，振動及び悪臭防止対策，大気
保全対策，河川・湖沼などの公共用水及び地下
水などの水質保全対策，ダイオキシン類等化学
物質対策を推進している。

（１）条例の特徴
ア　新たな課題への対応

（ア）都市・生活型公害への対応
県民のライフスタイルの転換による環境への

負荷の低減のため，生活排水と自動車排出ガス
の対策について規定している。

（イ）化学物質，土壌・地下水汚染への対応
化学物質の使用等に伴う環境汚染を防止する

ため，化学物質の適正管理と土壌・地下水の汚
染防止について規定している。

イ　取り組みの強化
（ア）工場・事業場の排水対策の強化

一定床面積以上の飲食店等を規制対象施設に
追加，排水基準の適用を受けない小規模事業所
の排水対策について規定している。

（イ）危機管理対策の強化
大気汚染や水質汚濁に係る事故時・緊急時の

措置を新たに規定している。
（ウ）豚舎，鶏舎等の悪臭防止の強化

農業振興地域の適用除外規定を廃止，鶏舎に
係る規制を強化している。

（エ）関係法令等との整合
廃棄物処理法との整合から，量の如何を問わ

ず，ゴム，廃油等の屋外燃焼行為を禁止してい
る。

114

環
境
の
保
全
と
創
造
の
た
め
の
基
本
的
施
策
の
推
進

第
８
章



図表 8-3-1　環境保全施設資金融資制度

中　小　企　業　者　対　象

対 象 者 県内に工場等を有し，原則として１年以上継続して同一事業を営む中小企業者

融資対象事業 ○環境保全施設

○低公害車の導入
○地球温暖化対策

【大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・悪臭の防止施設，産業廃棄物の適正処
理施設，化学物資の適正管理施設の設置や改善】

【ハイブリッド・電気・天然ガス・メタノール自動車】
【省エネルギー・再生可能エネルギー施設の設置や改善】

融 資 限 度 額 環境保全施設
低公害車の購入

（１）融資対象となる事業費の80％以内
（２）一つの貸付事業につき2,500万円を限度

但し，ダイオキシン類対策等，知事が必要と認めた場合は5,000万円

地球温暖化対策 （１）融資対象となる事業費の80％以内
（２）一つの貸付事業につき500万円を限度

但し，再生可能エネルギー施設設置等，知事が必要と認めた場合は1,500万円

融 資 利 率 融資期間	 利率（カッコ内は保証付きの場合）
５年超～７年以内	 2.5（2.0）％
３年超～５年以内	 2.4（1.9）％
３年以内	 2.3（1.8）％

償 還 方 法 元金均等償還（１年以内の据置可）

利 子 補 給 ○汚水処理施設（排水規制の適用を受けない事業者（小規模事業者）が設置する場合に限る）
高度処理（窒素又はりん除去）施設：全額利子補給
高度処理以外の汚水処理施設　　　：全額利子補給（霞ヶ浦流域）
　　　　　　　　　　　　　　　　：0.9％　　　		（霞ヶ浦流域以外）

○家畜排せつ物の負荷削減対策施設　　：全額利子補給（霞ヶ浦流域）
○ダイオキシン類対策施設　　　　　　：0.6％
○省エネルギー施設・再生可能エネルギー施設：全額利子補給（省エネルギー対策実施計画書を提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済のエコ事業所登録事業者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：0.9％　　　		（上記以外のエコ事業所登録事業者）

個　人　対　象
対 象 者 霞ヶ浦，涸沼，牛久沼流域に居住する個人世帯
融資対象事業 ○高度処理型浄化槽（窒素やりんの除去）の設置に係る費用

○公共下水道または農業集落排水処理施設への接続工事に係る費用
融 資 限 度 額 （１）設置や接続工事に係る費用全額

（２）補助金額は除くものとし，200万円を限度
融 資 利 率 県が全額利子補給しますので，利用者の実質金利は0％
融 資 期 間 5年以内
償 還 方 法 元金均等償還（6ヶ月以内の据置可）

県では，中小企業者が環境保全及び地球温暖
化対策に資する事業に必要な資金について，ま
た霞ヶ浦，涸沼及び牛久沼流域の個人世帯が高
度処理型浄化槽の設置や下水道への接続工事等

に必要な資金について融資のあっ旋を実施して
いる。また，対策がより必要な部門について事
業者及び個人の取組みの促進を図るため利子補
給制度を設けている。

３　経済的支援
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４　公害苦情処理・公害紛争処理
（１）事業者の公害防止組織の整備

「特定工場における公害防止組織の整備に関
する法律」に基づき，特定工場を設置する事業
者は，工場内に公害防止管理者等からなる公害
防止組織を整備し公害の防止に努めることとさ
れている。

公害防止組織は，公害防止対策の責任者であ
る「公害防止統括者」，公害防止対策の技術的
事項を管理する「公害防止管理者」及び一定規
模以上の特定工場における「公害防止主任管理
者」から構成されている。

25 年３月現在，公害防止管理者等が選任され
ている工場は 522 社である。未選任の工場に対
しては，立入検査等で選任を指導している。

（２）公害防止計画の推進
公害防止計画は，「環境基本法」に基づき，

現に公害が著しい地域又は今後人口や産業の急
速な集中等により公害が著しくなるおそれがあ
る地域について，公害の防止に関する諸施策を
総合的かつ計画的に講じることによって公害の
防止を図ることを目的として知事が作成するも
のであり，本県では鹿島地域について作成して
いる。

鹿島地域については，鹿島港を中核とした大
規模な臨海工業団地に，鉄鋼，電力，石油化学
等の基幹産業が立地しているため，鹿嶋市，神
栖市を対象として昭和 47 年度から９度にわた
り公害防止計画を作成し，これに基づき大気汚
染防止対策等の諸々の公害防止対策を推進して
いる。

（参考）
「第９次鹿島地域公害防止計画」の概要（23〜
32 年度）
１　主要課題
（１）鹿島コンビナート周辺における大気汚

染対策
（２）北浦，常陸利根川及び鹿島灘海域の水

質汚濁対策
２　主な施策

下水道・浄化槽の整備，工場・事業場に対
する排水指導及びばい煙の排出抑制指導，大
気汚染原因物質の実態把握

（３）公害防止協定の運用
公害防止協定は，現行の環境関係法令による

規制だけでは，公害の未然防止を十分に図るこ
とができない地域について，行政と企業双方が
合意した取り決めのもとで，積極的に公害防止
を図ろうとするものである。

本来，協定の締結による地域の環境保全は，
地元市町村が主体的に行うものであるが，大規
模な工業団地や企業の集積度が高い地域等につ
いては，県が協定事業者となって地域の環境保
全に関与することとしており，鹿島地域，筑波
地域（北部・西部工業団地）及びひたちなか地
域（東京電力（株）常陸那珂火力発電所）の３
地域がこれに該当する。

これらの地域では，協定締結企業や新規に立
地する企業に対し，協定内容の遵守等について
指導を行っている。

５　その他の環境保全対策
（１）公害苦情処理
ア　公害苦情の処理体制

公害に関する苦情は，地域住民に密接に関わ
る問題であり，これを適切に処理することは
苦情申立者はもとより，住民の健康と良好な生
活環境を確保するうえで極めて重要なことであ
る。このため，「公害紛争処理法」の規定に基
づき公害苦情相談員を設置するなど，公害苦情
処理体制を整備し，公害苦情の迅速かつ適切な
処理に努めている。

26 年３月末現在，公害苦情相談員は，県では
34 人が，市町村では 20 人が設置されている。
なお，公害苦情相談員のほかにも，県で９人，
市町村で 234 人の職員が苦情の処理に当たって
いる。

イ　公害苦情の受理状況
25 年度の公害苦情種類別新規受理件数は

4,193 件（県 58 件，市町村 4,135 件）である。
苦情内容を種類別にみると，典型７公害につい
ては大気汚染に関するものが最も多く，次いで
悪臭，騒音に関するものとなっており，典型７
公害の苦情の約 89 ％を占めている。典型７公
害以外については不法投棄などが多く苦情全体
の約 29 ％を占めている。
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図表 8-3-2　公害苦情種類別受理件数の推移

種類別　　年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

典 型 ７ 公 害 件（％）
1,606（45.1）

件（％）
1,442（42.6）

件（％）
1,513（40.7）

件（％）
1,536（41.9）

件（％）
1,728（41.2）

大気汚染 634（17.8） 647（19.1） 669（18.0） 558（15.2） 752（17.9）

水質汚濁 190（	 5.3） 167（	 4.9） 140（	 3.8） 174（	 4.7） 164（	 3.9）

土壌汚染 12（	 0.3） 5（	 0.1） 8（	 0.2） 13（	 0.4） 5（	 0.1）

騒　　音 292（	 8.2） 278（	 8.2） 313（	 8.4） 316（	 8.6） 380（	 9.1）

振　　動 18（	 0.5） 14（	 0.4） 23（	 0.6） 25（	 0.7） 24（	 0.6）

地盤沈下 2（	 0.1） 0（	 0.0） 0（	 0.0） 0（	 0.0） 0（	 0.0）

悪　　臭 458（12.9） 331（	 9.8） 360（	 9.7） 450（12.3） 403（	 9.6）

典型７公害以外 1,955（54.9） 1,942（57.4） 2,203（59.3） 2,132（58.1） 2,465（58.8）

計 3,561（	100） 3,384（	100） 3,716（	100） 3,668（	100） 4,193（	100）

（２）公害紛争処理
公害に関する民事紛争の迅速かつ適正な解決

を図るため，「公害紛争処理法」に基づき，行
政機関で処理する紛争処理制度が設けられてい
る。

紛争処理機関としては，国に公害等調整委員
会，県に公害審査会が設置されており，公害等
調整委員会は重大事件，広域処理事件等の紛争

のあっせん，調停，仲裁及び裁定を行い，公害
審査会は公害等調整委員会で扱う以外の紛争の
あっせん，調停，仲裁を行っている。
「茨城県公害審査会」は現在，10 名の委員で

構成されており，昭和 45 年の設置以来 26 年
３月末現在までに 10 件の調停事件の処理に当
たっている。

第２　今後の取り組み  
１　環境影響評価制度の適正な運用
「環境影響評価法」及び「環境影響評価条例」

の適正な運用により，事業の実施に伴う環境影
響の低減を図り，県域における良好な環境の保
全に努める。

また，「港湾法」や「公有水面埋立法」など
の個別法に基づく指導・助言を行い，事業に係
る環境の保全について適切な配慮がなされるよ
うに努める。

２　生活環境の保全等のための施策の推進
「生活環境の保全等に関する条例」に基づき，

都市・生活型公害などの新たな環境問題に対応
するための施策を推進するとともに，現行規制
の適切な運用を図る。

３　経済的支援
中小企業における環境保全及び省エネル

ギー・再生可能エネルギー施設の設置・改善

や，霞ヶ浦・涸沼・牛久沼流域の個人世帯が高
度処理型浄化槽の設置等を促進するため，融資
あっ旋や利子補給事業を実施し，事業者等の経
済的負担の軽減を図る。

４　公害苦情処理・公害紛争処理
「特定工場における公害防止組織の整備に関

する法律」に基づき，対象工場に対し，公害防
止管理者等の選任及び届出等の指導を行う。

鹿島地域では，環境質の一部で改善されてい
ないものがあるため，公害防止計画に基づき，
総合的な公害防止施策の推進を図る。

また，公害防止協定の適切な運用を図り，環
境汚染の未然防止及び生活環境の保全に努め
る。

さらに，県民からの公害苦情を処理するた
め，公害苦情相談員制度により迅速かつ適切な
苦情処理に努める。
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◇森林湖沼環境税活用事業の実施状況について

森林や霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川には
広く県民の皆様が恩恵を受けているさまざまな
働き（公益的機能）がある。

しかし，県内では管理放棄され荒廃した森林
が増加しているため，水源かん養機能や山地災
害防止機能，二酸化炭素吸収源として地球温暖
化を防止する機能などの森林の公益的機能が低
下するおそれが生じている。

また，霞ヶ浦の水質については，汚濁の進行
は抑えられているが，大幅な改善には至ってお
らず，一層の取り組みが必要である。

このため，県では，20 年度から，森林湖沼環
境税を導入し，森林の保全整備や湖沼・河川の
水質保全のための施策を重点的に実施している。

１　25 年度事業実績
（１）森林の保全・整備
ア　森林環境保全のための適正な森林整備の推進

（ア）森林機能緊急回復整備事業
緊急に間伐を行う必要があると判定された荒

廃した森林のうち，水源かん養機能または山地災
害防止機能が高い森林の間伐作業に対する助成を
行った。また，効率的な間伐実施のために必要な
作業道の開設や，間伐実施の調整等を行う間伐推
進員の配置に対する助成を行うとともに，未利用
間伐材の搬出を促進するための助成を行った。

（イ）身近なみどり整備推進事業
都市化に伴う開発や手入れ不足などにより，減

少と荒廃が進んでいる平地林・里山林について，
地域住民等が主体となって行う保全と整備に対し
助成し，快適で豊かな森林環境づくりを推進した。

（ウ）森林づくり推進体制整備事業
林業従事者の減少や高齢化が進み，間伐など

の森林整備を担う林業労働力の不足が危惧され
ることから，高性能林業機械のレンタル経費に
助成し，森林整備に必要な労働力を確保した。

（エ）海岸防災林機能強化事業
海岸防災林の機能強化を図るため，広葉樹の

植栽や被害木を伐採するとともに，松くい虫予
防のための薬剤散布を実施した。

イ　いばらき木づかい運動の推進
（ア）いばらき木づかいの家推進事業

住宅建築は，木材需要の多くを占めているこ

とから，県産材を使用した木造住宅の建築に助
成を行うことにより，県産材の利用を促進した。

（イ）いばらき木づかい環境整備事業
公共施設の木造化や，木製机・椅子などの導入に

助成し，県民に木の良さや木材利用の意義について
理解していただき，県産材の利用促進を図った。

（ウ）木質バイオマス利活用促進事業
森林内に放置されている未利用間伐材などの木

質バイオマスを燃料等のエネルギーとして利用し
森林資源の有効利用を図るための情報収集や地域
で構成する協議会により，未利用間伐材を円滑に
収集するためのモデル的な取組に助成した。

ウ　県民協働による森林づくりの推進
（ア）いばらきの森普及啓発事業

森林の働きや重要性，林業の果たす役割，木
づかいが森林整備につながることから，森林湖
沼環境税の意義や使途などについて，広く県民
の理解を得るために，パンフレットの作成・配
布やイベントを通じて普及啓発を行うほか，森
林づくりや森林環境学習などの活動を行う団体
に対し助成を行った。

（イ）森林環境教育推進事業
次代を担う子どもたちが，森林内での自然観

察や体験活動などを通じて，森林の持つ様々な
働きについて理解を深め，健全な心身の成長に
資するよう，森林環境教育の推進を図った。

（ウ）筑波山ブナ林保護対策事業
衰退が危惧されている筑波山のブナ林に対し

て，行政と県民が一体となった保全活動を推進
するため，ロープ柵の設置や後継樹を育成する
ための苗畑整備などを実施した。

（２）湖沼・河川の水質保全
ア　生活排水などの汚濁負荷量の削減（点源対策）

（ア）霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業
湖沼の富栄養化の要因となる窒素・りんを通

常型より多く除去できる高度処理型浄化槽の設
置を促進するため，設置者の負担額が通常型浄
化槽と同等になるよう上乗せ補助を行った。

また，生活排水を未処理のまま放流している
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を
促進するため，単独処理浄化槽の撤去費用につ
いて補助を行った。
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事　業　名 整　備　量	

（１）森林の保全・整備

ア　森林環境保全のための適正な森林整備の推進

（ア）　森林機能緊急回復整備事業 ・間伐実施面積
・作業道開設延長
・間伐推進員配置人数（延べ）

1,222 ha
66,969 m

1,382 人日

（イ）　身近なみどり整備推進事業 ・平地林・里山林整備面積 165 ha

（ウ）　森林づくり推進体制整備事業 ・高性能林業機械のレンタル補助 延べ 128 か月分

（エ）　海岸防災材機能強化事業 ・広葉樹植栽
・被害木伐採
・予防散布

12 ha
1,147 m3

395 ha

（イ）湖沼水質浄化下水道接続支援事業・農業
集落排水施設接続支援事業

下水道及び農業集落排水施設への接続を促進
するため，市町村が行う接続支援事業に対して
補助を行った。

（ウ）霞ヶ浦・北浦点源負荷削減対策事業
工場・事業場の排水基準の遵守徹底のため，

水質保全相談指導員を計 10 名配置し，工場・
事業場の立入検査等を実施した。

（エ）良質堆肥広域流通促進事業
畜産系負荷を軽減するため，家畜排せつ物堆

肥化施設等の整備に対し補助を行った。
（オ）畜産バイオマス燃料化推進モデル事業

家畜排せつ物の燃料化モデルを設置し，技術
の調査・検討を行った。

（カ）排水処理施設りん除去支援事業
農業集落排水施設の排出水からさらにりんを

除去するため，市町村に対し，薬剤追加添加等
にかかる費用に対する補助を行った。

イ　農地からの流出水への対策（面源対策）
（ア）農業排水再生プロジェクト事業

霞ヶ浦湖岸の水田からの農業排水を用水とし
て循環させ，負荷の削減を図った。

ウ　県民参加による水質保全活動の推進（県民
意識の醸成）

（ア）霞ヶ浦・北浦水質保全市民活動支援事業
市民活動を促進するため，環境保全活動や環

境学習などに必要な活動資機材の無料貸出し及
び市民団体への活動費補助を実施し，市民活動
の活性化を図った。

（イ）霞ヶ浦環境体験学習推進事業
子どもの頃から水辺環境に親しみ，水環境保

全の重要性を学ぶため，県内小中学生を対象と
した霞ヶ浦湖上体験スクールを実施し，霞ヶ浦
の現状や対策についての理解と水環境保全意識
の醸成を図った。

（ウ）漁場環境・生態系保全活動支援事業
漁業者等によるヨシ帯の保全活動に対する支

援を行った。

エ　水辺環境の保全（湖水・河川対策）
（ア）公募型新たな水質浄化空間創出事業

公募した水質浄化技術による実証試験を実施
した。

（イ）漁業による水質浄化機能促進事業
未利用魚を回収し，魚体を通じた窒素・りん

の削減を実施した。
（ウ）霞ヶ浦・北浦アオコ対策事業

アオコ被害を防止するため，アオコ抑制装置の
設置やパトロール，アオコ回収等を実施した。

（エ）霞ヶ浦直接浄化対策検証事業
土浦港内に設置する湖水の直接浄化装置によ

る，りん削減等の実証試験を実施した。
（オ）霞ヶ浦水質環境改善事業

水質改善に向けた試験研究を行った。

霞ヶ浦湖上体験スクール霞ヶ浦湖上体験スクール
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事　業　名 整　備　量	（H25年度）

イ　いばらき木づかい運動の推進

（ア）　いばらき木づかいの家推進事業 ・新築木造住宅の建築補助 300 戸

（イ）　いばらき木づかい環境整備事業 ・県・市町村施設の木造化・木質化
・小学校，幼稚園等の木製品の導入助成

7 施設
41 施設

（ウ）　木質バイオマス利活用促進事業 ・木質バイオマス利用調査
・燃料確保等の支援

1 件
1 件

ウ　県民協働による森林づくりの推進

（ア）　いばらきの森普及啓発事業 ・県広報紙「ひばり」特集記事掲載
・パンフレット作成
・市町村が行う PR 活動
・森林づくりなどの活動補助

25,000 部
9 市町村
20 団体

（イ）　森林環境教育推進事業 ・子どもの森の整備
・森林・林業体験学習参加人数

12 校
5,436 人

（ウ）　筑波山ブナ林保護対策事業 ・希少なブナ林の保全等 ロープ棚設置
木道整備
看板設置

199 m
1 箇所
4 箇所

（２）湖沼・河川の水質保全

ア　生活排水などの汚濁負荷量の削減（点源対策）

（ア）　霞ヶ浦流域等高度処理型浄化槽
補助事業

・高度処理型浄化槽設置補助
・単独処理槽撤去補助

1,259 基
600 基

（イ）　湖沼水質浄化下水道接続支援事業，
農業集落排水施設接続支援事業

・下水道接続補助
・農業集落排水施設接続補助

356 件
239 件

（ウ）　排水処理施設りん除去支援事業 ・薬剤追加添加等にかかる費用を市町
村に補助

26 施設

（エ）　霞ヶ浦・北浦点源負荷削減対策
事業

・水質保全相談指導員の配置
・立入検査

10 名
611 事業所

（オ）　畜産バイオマス燃料化推進モデ
ル事業

・家畜排せつ物の燃料化に関する実証・
設置

　2 箇所

（カ）　良質堆肥広域流通促進事業 ・良質堆肥の広域流通を推進 2 集団

120

◇
森
林
湖
沼
環
境
税
活
用
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て



事　業　名 整　備　量	（H25年度）

イ　農地からの流出水への新たな対策（面源対策）

（ア）　農業排水再生プロジェクト事業 ・循環かんがい施設設備・管理補助 24 箇所

ウ　県民参加による水質保全活動の推進（県民意識の醸成）

（ア）　県民参加水質保全活動推進事業 ・市民団体活動支援
・霞ヶ浦湖上体験スクール　参加人数

15 団体
9,097 人

（イ）　漁場環境・生態系保全活動支援
事業

・ヨシ帯保全活動支援 1 地域協議会
10 活動組織

エ　水辺環境の保全（湖水・河川対策）

（ア）　公募型新たな水質浄化空間創出
事業

・実証実験の実施 3 箇所

（イ）　漁業による水質浄化機能促進事業 ・未利用魚の回収 287.6 t

（ウ）　霞ヶ浦・北浦アオコ対策事業 ・アオコ抑制装置の設置，アオコ回収，
パトロールの実施等

（エ）　霞ヶ浦直接浄化対策検証事業 ・実証試験の実施

（オ）　霞ヶ浦水質環境改善事業 ・水質改善にむけた試験研究

（１）森林の保全・整備
間伐や平地林・里山林を整備したことによ

り，2,316 炭素トン（CO2 換算で，8,450 トン）
の炭素吸収効果があった。

県民の皆さんに森林の大切さや木の良さを理
解していただき，「県民全体で森林を守り育てて
いこう」という意識の醸成を図ることができた。

（２）湖沼・河川の水質保全
高度処理型浄化槽の設置支援及び下水道等への

接続支援等により，霞ヶ浦などに流入する負荷量
を，年間のCODで約 49.4 トン，窒素で約 35.6 ト
ン，りんで約 4.1 トン削減することができた。

また，農業排水再生プロジェクト事業によ
り，流入負荷量を，年間のCODで約 0.7 トン，
窒素で約 2.1 トン，りんで約 0.26 トン削減する
ことができた。

このほか，霞ヶ浦・北浦水質保全市民活動支
援事業及び霞ヶ浦環境体験学習推進事業によ
り，県民全体の水環境保全意識の醸成を図るこ
とができた。

子どもたちへの森林環境教育

２　効果
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環境白書

環境指標

第3部



1　「地球環境保全対策の推進」に係る環境指標

環境指標項目 単位
実　績　値

目　標
23年度 24年度 25年度

温室効果ガス排出量 万t-CO₂ 4,895.4 ― ― 4,601.4万ｔ〜4,264.9万ｔ-CO₂
（H2年度比▲8.5%〜▲15.2%）
［県地球温暖化対策実行計画：
H32年度］うち二酸化炭素 万t 4,720.4 ― ―

森林面積 ha 186,878
（H24.4）

186,860
（H25.4）

186,779
（H26.4）

適正な森林面積を確保し多様で
質の高い森林の育成に努めるうち民有林 ha 141,901

（H24.4）
141,901
（H25.4）

141,791
（H26.4）

うち国有林 ha 44,977
（H24.4）

44,959
（H25.4）

44,988
（H26.4）

大気環境中のフロン環境濃度

全ての主体が一体となって，フ
ロン類の大気中への排出抑制に
努める

CFC-11 ppb 0.26 0.25 0.24

CFC-12 ppb 0.52 0.56 0.37

CFC-113 ppb 0.084 0.082 0.056

フロン回収破壊法に基づく
フロン類回収量

（CFC，HCFC，HFC）
kg ― 102,040 117,608 排出フロンの全量回収に努める

再生可能エネルギーの発電設備
容量 万kW 28.6 37.0 64.5

（H26.1）
導入量を増やしていく方向

（検討中）

※実績値欄の「―」は未調査または調査中

環境指標

「環境基本計画」に掲げられた環境保全施策
を総合的かつ計画的に推進するためには，環境
の状況等を的確に把握することが必要である。

そのため，25 年３月に改定した「第３次環境
基本計画」においては，新たに環境指標を設定

した。環境の状況及び各種施策の実施状況を把
握するために，次の環境指標を活用する。

なお，環境指標項目については，各指標及び
目標の根拠となる個別計画の改定等により，変
更となったものがある。
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2　「地域環境保全対策の推進」に係る環境指標

環境指標項目 単位
実　績　値

目　標
23年度 24年度 25年度

大気汚染に係る環境基準の達成率(一般環境大気測定局）

100（H27）

二酸化いおう（SO₂） ％ 100 100 100

二酸化窒素（NO₂） ％ 100 100 100

オキシダント（Oｘ） ％ 0 0 0

一酸化炭素（CO） ％ 100 100 100

浮遊粒子状物質（SPM） ％ 100 100 94.1

微小粒子状物質（PM2.5） ％ 0 80 33.3

　大気汚染に係る環境基準の達成率(自動車排出ガス測定局）

100
二酸化窒素（NO₂） ％ 100 100 100

一酸化炭素（CO） ％ 100 100 100

浮遊粒子状物質（SPM） ％ 100 100 75

光化学スモッグ注意報発令日数 日 2 3 5 0

低公害車等導入台数

台数を増やす県公用車（ハイブリッド車等） 台 130 135 148

県全体　（　　  〃 　 　） 台 61,725 88,194 118.168

騒音に係る環境基準の達成率

100自動車（面的評価） ％ 92.1 90.5 90.6

航空機 ％ 90.6 94.1 91.2

酸性雨測定結果
（降雨pH県年間平均値） pH 4.97 4.86 5.00 原因物質の排出抑制に努め

る

公共用水域の環境基準の達成率

100
河川（環境基準点・BOD) ％ 78.4 70.5 75.0

海域（環境基準点・COD) ％ 72.7 100 95.5

湖沼（環境基準点・COD) ％ 0.0 0.0 0.0

生活排水処理総合普及率 ％ 78.4 79.3 ― 88.0（H27）

下水道普及率 ％ 57.9 58.4 ― 64.2（H27）

農業集落排水施設普及率 ％ 5.5 5.6 ― 6.5

合併処理浄化槽普及率 ％ 14.6 14.9 ― 17.0

コミプラ等 ％ 0.4 0.4 ― 0.2
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環境指標項目 単位
実　績　値

目　標
23年度 24年度 25年度

土壌汚染に係る要措置区域の件
数 件 ４ ３ ２ 土壌汚染対策を進める

地盤沈下面積（２cm以上沈下） km2 305.4 0.09 0 各主体が一体となって，改
善を図る

ダイオキシン類の環境基準の達成率

100

大気（測定地点） ％ 100 100 100

土壌（測定地点） ％ 100 100 100

公共用水域水質（測定地点） ％ 95.3 95.5 95.5

公共用水域底質（測定地点） ％ 100 100 100

地下水 ( 測定地点） ％ 100 100 100

河川，湖沼及び海域等公共用水域
の環境基準の達成率（健康項目） ％ 100 100 100 100

有害大気汚染物質の環境基準の
達成率 ％ 100 100 100 100

有害大気汚染物質の指針値の超
過率 ％ ０ ０ 0 0

PRTR法による化学物質の排出
量・移動量の総量 kg 16,905,465 14,208,251 ― 化学物質の排出量・移動量

の削減に努める

除染実施計画を策定した市町村の
うち除染活動を終了した市町村数 市町村 ０ ０ 6 19

※実績値欄の「－」は未調査または調査中
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3　「湖沼環境保全対策の推進」に係る環境指標

環境指標項目 単位
実　績　値

目　標
23年度 24年度 25年度

霞ヶ浦の水質（COD：年平均値）

西浦 mg/ℓ 8.1 7.5 6.6 7.3（H27）

北浦 mg/ℓ 8.0 8.3 7.3 7.6（H27）

常陸利根川 mg/ℓ 8.5 8.0 6.7 7.6（H27）

全水域平均 mg/ℓ 8.2 7.8 6.8 7.4（H27）

霞ヶ浦の水質（全窒素）

西浦 mg/ℓ 1.2 1.0 1.3 1.1（H27）

北浦 mg/ℓ 1.6 1.2 1.4 0.99（H27）

常陸利根川 mg/ℓ 0.093 0.91 1.1 0.89（H27）

全水域平均 mg/ℓ 1.2 1.0 1.3 1.0（H27）

霞ヶ浦の水質（全りん）

西浦 mg/ℓ 0.076 0.084 0.086 0.088（H27）

北浦 mg/ℓ 0.093 0.090 0.11 0.096（H27）

常陸利根川 mg/ℓ 0.081 0.080 0.078 0.072（H27）

全水域平均 mg/ℓ 0.081 0.084 0.089 0.084（H27）

下水道整備普及率

西浦 ％ 64.3 64.7 66.1 71.7（H27）

北浦 ％ 13.5 16.2 16.5 14.2（H27）

高度処理型浄化槽整備基数 基 8,183 9,874 11,421 15,654（H27）

特殊肥料生産・販売業者届出数 件 544 573 574 582（H27）

霞ヶ浦北浦湖岸の水生植物帯
（ヨシ）造成面積 m2 60,756 65,419 65,419 72,748（H27）

外来魚回収量（霞ヶ浦） t/ 年 502 0 287.6 800（H27）

涸沼の水質

COD：年平均値 mg/ℓ 5.9 6.1 5.9 5.5（H26）

全窒素：年平均値 mg/ℓ 1.8 1.6 1.7 1.4（H26）

全りん：年平均値 mg/ℓ 0.060 0.075 0.077 0.060（H26）

涸沼流域下水道普及率 ％ 40.6 40.6 41.3 48.7（H26）

涸沼流域農業集落排水施設
処理人口 千人 12.6 12.6 13.3 17.1（H26）

牛久沼の水質

COD：年平均値 mg/ℓ 7.5 8.1 7.2 7.2（H28）

全窒素：年平均値 mg/ℓ 1.4 1.5 1.6 1.3（H28）

全りん：年平均値 mg/ℓ 0.062 0.071 0.064 0.059（H28）

牛久沼流域下水道普及率 ％ 76.2 76.0 74.3 85.4（H28）

牛久沼流域農業集落排水施設
処理人口 千人 0.6 0.6 0.6 0.6（H28）

※実績値欄の「―」は未調査または調査中
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４　「資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進」に係る環境指標

環境指標項目 単位
実　績　値

目　標
23年度 24年度 25年度

ごみ排出量
（１人１日当たり） g/人/日 1,004 1,002 ― 949（H27）

一般廃棄物資源化率 ％ 20.0 21.3 ― 23（H27）

産業廃棄物発生量
（直近の調査は20年度値：10,838千t） 千t ― ― ― 10,838（H27）

産業廃棄物資源化率
（直近の調査は20年度値：64％） ％ ― ― ― 65（H27）

建設廃棄物リサイクル率 ％ ― 96.5 ― 98（H27）

コンクリート塊 ％ ― 99.0 ― 100（H27）

アスファルト・コンクリート塊 ％ ― 99.2 ― 100（H27）

建設発生木材 ％ ― 97.7 ― 97（H27）

建設汚泥 ％ ― 83.4 ― 98（H27）

建設発生土有効利用率 ％ ― 83.8 ― 92（H27）

下水汚泥リサイクル率 ％ 52.0 43.1 ― 100（H27）

一般廃棄物最終処分量 千t 114 102 ― 94（H27）

産業廃棄物最終処分場
（石炭火力の港湾埋立量除く）
（直近の調査は20年度値：185千t）

千t ― ― ― 163（H27）

不法投棄等新規発見事案件数 件 136 171 116 現状維持に努める

不法投棄等未解決件数 件 512 524 493 500 件程度

野外焼却新規発見事案件数 件 42 48 43 現状維持に努める

※実績値欄の「―」は未調査または調査中
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５．「生物多様性の保全と持続可能な利用」に係る環境指標

環境指標項目 単位
実　績　値

目　標
23年度 24年度 25年度

市町村における生物多様性保全
活動 箇所 － － １ 全市町村で実施（H34）

鳥獣保護区

面積 ha 60,449 60,449 61,834 61,834（H28）

箇所数 箇所 80 80 81 81（H28）

ラムサール条約登録湿地 箇所 － 1 1 4（H34）

自然公園面積 ha 90,896 90,896 90,896 維持・拡大

自然環境保全地域面積 / 箇所数

維持・拡大面積 ha 645 645 645

箇所数 箇所 34 34 34

緑地環境保全地域面積 / 箇所数

維持・拡大面積 ha 114 114 114

箇所数 箇所 44 44 44

平地林保全整備面積
（H5 〜 25 累計） ha 1,985 2,228 2,393 地域の要望に応じ，増やし

ていく

森林面積 ha 186,878 186,860 186,779
適正な森林面積を確保し，
多様で質の高い森林の育成
に努める。

うち民有林 ha 141,901 141,901 141,791

うち国有林 ha 44,977 44,959 44,988

造林面積 ha 79 68 61 115（H27）

間伐実施面積 ha 3,860 2,093 － 2,620（H27）

水辺空間づくり河川整備事業箇
所数（累計） 箇所 36 39 40

良好な水辺環境を保全・創
出するため自然に配慮した
河川整備を進めていく

※実績値欄の「―」は未調査または調査中
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６．「快適で住みよい環境の保全と創出」に係る環境指標

環境指標項目 単位
実　績　値

目　標
23年度 24年度 25年度

都市公園面積（１人当たり） m2/ 人 8.82 9.00 － 9.5（H27）

保安林面積 ha 55,053 55,366 55,436

河川改修率 ％ 56.9 57.1 － 57.9（H27）

土砂災害防止施設の整備率 ％ 23.0 23.3 23.6 23.4（H27）

※実績値欄の「―」は未調査または調査中

７．「各主体が学び協働することによる環境保全活動の推進」に係る環境指標

環境指標項目 単位
実　績　値

目　標
23年度 24年度 25年度

環境学習講座参加者数 人 12,774 － － 10 万
（H25 〜 34 年度累計）

人材育成事業修了者数 人 97 116 60 2,000
（H25 〜 34 年度累計）

環境 NPO 等と県の連携・協働
事業実施件数 件 21 20 20 協働取組数を増やす（H27）

茨城エコ事業所登録制度登録件数 件 1,756 1,836 1,879 2,400（H27）

ISO14001 登録件数 件 408 407 426 登録件数を増やす

エコアクション 21 登録件数 件 127 139 151 登録件数を増やす

※実績値欄の「―」は未調査または調査中

８．「環境の保全と創造のための基本的施策の推進」に係る環境指標

環境指標項目 単位
実　績　値

目　標
23年度 24年度 25年度

県環境ホームページへのアクセ
ス件数（年間） 件 956,086 776,203 523,236 1,000,000

再生可能エネルギーの発電整備
容量 万 kW 28.6 37.0 64.5

（H26.1） 導入量を増やしていく方向
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用 語 解 説
（本文中の※印のある用語等について解説）

アオコ
植物プランクトンの一種である藍藻類が大量

に増殖して湖水が着色する現象。窒素やりん分
の多い富栄養湖沼において夏から異常繁殖して
湖沼水を緑色に変色させる。

アオコ現象が発生すると透明度が低下した
り，着臭等により上水道への利用が不適当とな
る。さらに藍藻類が死滅する際，悪臭を発生す
るとともに水中の溶存酸素を奪うため水産や観
光上重大な被害をもたらす。

硫黄酸化物（SOX）
石油・石炭などの硫黄を含んだ燃料の燃焼に

伴って発生し，高濃度では人の呼吸器や植物
等に悪影響を及ぼすほか，酸性雨の原因にもな
る。

一酸化炭素（CO）
一般には，燃料の不完全燃焼によって発生

し，都市における最大の発生源は自動車の排出
ガスである。

一酸化炭素は，血液中のヘモグロビンと容易
に結合して，呼吸困難を引き起こす。

移動量（PRTR法届出対象事業所）
政令で定める 24 の業種で，事業者全体の従

業員数が 21 以上，かつ事業所における化学物
質の年間取引量が１トン以上等の一定要件に該
当する事業所が対象。

MSDS制度
化学物質やそれを含む製品を事業者間で取

引する際，相手方に対してその性状及び取扱
に関する情報（MSDS ＝ Material Safety Data 
Sheet）の提供を義務づける制度（対象となる
化学物質は第一種指定化学物質（462 物質），第
二種指定化学物質（100 物質）及びこれらを含
む製品）。

汚泥再生処理センター
し尿，浄化槽汚泥及び生ごみ等の有機性廃棄

物を併せて処理するとともに，資源を回収する

施設をいい，水処理施設，資源化施設及び脱臭
設備等の付属設備で構成される。

COD（化学的酸素要求量）
水中の被酸化性物質を酸化剤（過マンガン酸

カリウム）で酸化し，その際に消費される酸素
量を表す。数値が大きいほど汚濁が進んでいる
ことを示す。湖沼や海の汚濁の程度を表すのに
用いられる。

WECPNL（加重等価平均騒音レベル）
Weighted Equivalent Continuous Percived 

Noise Levelの略。25 年３月 31 日まで環境基準
を評価する際に使われていた航空機騒音の指数
でうるささ指数ともいう。航空機の騒音レベル
のほかに時間帯別の騒音発生回数を組み合わせ
て算出する。

環境影響評価（環境アセスメント）
事業者自らが，事業の実施が環境に及ぼす影

響を事前に調査，予測及び評価し，環境への影
響の低減，回避するための措置を検討し，この
措置が行われた場合における環境に及ぼす影響
を総合的に評価すること。
環境ホルモン

環境中に放出された化学物質の中には体内に
入って，体内のホルモンと同じような，あるい
はホルモンの働きを阻害する作用をもつものが
ある。これらの化学物質は「内分泌撹乱物質」
と呼ばれるが，環境中に放出されてホルモンと
同様の作用を示すことから，「環境ホルモン」
とも呼ばれている。

環境マネジメントシステム
環境に関する経営方針・計画を立て，実施し，

点検し，是正するというサイクルを体系的・継
続的に実行していくことにより，企業等の組織
が環境に与える影響を改善するための仕組みの
こと。代表的なものとして，国際標準化機構

（International Organization for Standardization）
が定めた国際規格ISO14001 がある。

あ行あ行
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COP（気候変動枠組条約締約国会議）
Conference of the Partiesの略。1995 年３月

にベルリンで第１回締約国会議（COP1）を開
催。2013 年 11 月ポーランド・ワルシャワで開
催された第 19 回締約国会議（COP19）には，
195 カ国・地域が参加。

魚毒性
水生動物に対する毒性の評価。A 〜 C類に分

類されC類は最も強い毒性で，魚介類に強い影
響を及ぼすため，河川，湖沼，海域及び養魚池
等に飛散・流入するおそれがある場所では使用
しない。

緊急事防護措置を準備する区域（UPZ）
Urgent Protective Action Planning Zoneの略。

確率的影響のリスクを最小限に抑えるため，緊
急時防護措置を準備する区域。UPZの具体的な
範囲については，IAEA（国際原子力機関）の
国際基準において，UPZの最大半径は原子力施
設から５〜30 kmの間で設定されていること等
を踏まえ，「原子力施設から概ね 30 km」を目
安としている。

空間線量率
対象とする空間の単位時間当たりの放射線量

を空間線量率という。
放射線の量を物質が放射線から吸収したエネル

ギー量で測定する場合，線量率の単位は，Gy/h
（グレイ／時）で表す。空気吸収線量率ともいい，
表示単位は一般的にnGy/h（ナノグレイ／時）及
びµSy/h（マイクロシーベルト／時）である。

K値規制
施設ごとに煙突の高さに応じた硫黄酸化物許

容排出量を求める際に使用する大気汚染防止法
で定められた定数である。K値は区域ごとに定
められており，施設が集合して設置されている
区域ほど規制が厳しく，その値も小さい。

健康項目
水質汚濁物質の中で，人の健康に有害なものと

して定められた物質。主なものとしては，シアン
や蓄積性のある重金属類（カドミウム，水銀，鉛
など），科学技術の進歩で人工的に作り出した物
質（PCB）などがある。環境中の濃度について
は，人の健康の保護に関する環境基準により物質

ごとに定められている。工場などからの排水中に
含まれる有害物質の量は，物質ごとに排水基準と
して排出許容限度が定められている。

原子力オフサイトセンター
（緊急事態応急対策等拠点施設）

原子力災害発生時に避難住民等に対する支援
など様々な応急対策の実施や支援に関係する
国，地方自治体，放射線医学総合研究所，日本
原子力研究開発機構などの関係機関及び専門家
など様々な関係者が，一堂に会して情報を共有
し，指揮の調整を図る拠点となる施設。

光化学オキシダント
大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫

外線を受けて光化学反応を起こして発生す
る 二 次 汚 染 物 質 で， オ ゾ ン，PAN（Peroxy-
acetyintrate）等の酸化物物質の総称である。

このオキシダントが原因で起こるいわゆる光
化学スモッグは，日ざしの強い夏季に多く発生
し，眼や喉などの粘膜を刺激することがある。

公共用水域
水質汚濁防止法で「河川，湖沼，港湾，沿岸

海域その他公共の用に供される水域及びこれに
接続する公共溝渠，かんがい用水路その他公共
の用に供される水路をいう。ただし，下水道法
で定めている公共下水道及び流域下水道であっ
て，終末処理場を有しているもの，また，この
流域下水道に接続されている公共下水道は除
く。」とされている。

鉱さい
主に製鉄業の溶鉱工程（高炉，平炉，転炉，

電気炉等）において生ずる残さいで，高炉スラ
グには水砕スラグと徐冷スラグがあり，徐冷ス
ラグは路盤材等に利用されている。

コプラナーPCB
PCB（ポリ塩化ビフェニール）のうち，塩化

原子がつく位置によってダイオキシン類と同じ
く平面構造（＝コプラナー）となったもの。
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最終処分
廃棄物を自然環境に還元すること。これには

埋立処分，海洋投入処分があり，法令により一
定の処理基準が定められている。

最終処分場には，一般廃棄物の処理施設とし
てのものと産業廃棄物の処理施設とがあり，後
者には安定処分場，管理型処分場及びしゃ断型
処分場がある。

産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，燃え

殻，汚泥，廃油，廃酸，廃プラスチック類等法
令で定められた 20 種類の廃棄物をいう。

産業廃棄物は，排出事業者の責任において処
理しなければならないこととされており，他者
に委託して処理する場合には産業廃棄物処理業
の許可を受けた業者に委託しなければならない。

酸性雨
工場や自動車から出された硫黄酸化物や窒素

酸化物等の大気汚染物質が雨水に取りこまれて
強い酸性を示す雨のことをいい，一般にはpH
が 5.6 以下をいう。

JCO事故
11 年９月 30 日に，（株）ジェー・シー・オー

東海事業所の核燃料加工施設である転換試験棟
において我が国初の臨界事故が発生し，３名の
従業員が重篤な放射線被ばくをし，うち２名が
亡くなったほか，この従業員を搬送した消防署
員，臨界状態の停止作業に従事した社員及び事
業所周辺の住民等 663 名が被ばくした。

また，事故現場から半径 350 メートル圏内の
住民約 150 名に避難要請が，半径 10 キロメー
トル圏内の住民約 31 万人に屋内退避要請が行
われた。

Lden（時間帯補正等価騒音レベル）
実際の騒音の大きさと継続時間から算出され

る騒音の暴露量。算出の過程において，時間帯
による騒音の感じ方の違いが加味されている。
時間帯を加味する点については，WECPNLと
同様である。
※「航空機騒音に係る環境基準について」が改

正され，平成 25 年４月１日よりWECPNLか

ら変更となった。

史跡
貝塚，古墳，都城跡，城跡，旧宅その他の遺

跡で，歴史上又は学術上価値の高いもののうち
重要なもの。

自動車排出ガス
自動車の内燃機関から排出されるガスをいう。

その排出ガス中には汚染物質として，一酸化炭
素，炭化水素，窒素酸化物，粒子状物質がある。

浄化槽
水洗し尿及び生活雑排水（厨房排水，洗たく

排水等）を一緒に沈殿分解あるいは微生物の作
用による腐敗または酸化分解等の方法によって
処理し，それを消毒し，放流する施設をいう。

なお，従前は水洗し尿のみを処理する施設
（単独処理浄化槽）も浄化槽に含まれていたが，
改正浄化槽法の施行（13 年４月 1 日）に伴い，
水洗し尿及び生活雑排水を一緒に処理する施設

（合併処理浄化槽）に一本化された。

水域類型
水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 の う ち，BOD，

COD，窒素，リンなどの生活環境の保全に関す
る環境基準については，河川，湖沼，海域別に
利水目的に応じた類型を設けている。各公共用
水域に水域類型に該当させ，この該当水域の環
境基準が具体的に示される。利根川（霞ヶ浦を
含む），那珂川，鬼怒川など２都道府県以上に
またがる重要な河川や湖沼，海域については，
原則として国が，その他の水域は都道府県知事
があてはめを行う。

生活環境項目
水質汚濁物質の中で，生活環境に悪影響を及

ぼすおそれがあるものとして定められている項
目であって，pH，DO，BOD，COD，SS（直径
２mm以下の水に溶けない懸濁性の物質），大腸
菌群数などが定められている。環境基準は，河
川，湖沼，海域別に，水道，水産，産業用水，
工業用水，水浴などの利用目的によって基準が
定められ，排水基準においても健康項目と同様
に項目別に定められている。

さ行さ行
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BOD（生物化学的酸素要求量）
水中の有機物が微生物により分解されるとき

に消費される酸素の量をいう。数値が大きいほ
ど汚濁が進んでいることを示す。河川の汚濁の
程度を表すのに用いられる。

生物多様性
「生物多様性」とは，生きものたちの豊かな

個性とのつながりのこと。
生物多様性条約では，「すべての生物の間に

違いがあること」と定義しており，「生態系の
多様性」「種（種間）の多様性」「種内（遺伝子）
の多様性」の３つのレベルでの多様性がある。

ダイオキシン類
一般に，ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン

（PCDD），ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及
びコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナー
PCB）の総称を『ダイオキシン類』と呼んでいる。

ダイオキシン類の中でも最も毒性が強い物質
である 2, 3, 7, 8－TCDDを使った動物実験では，
動物の種類によって違いはあるものの，サリン
の２倍，青酸カリの約 1,000 倍の毒性があるこ
とが分かっている（急性毒性）。また，動物に
よるダイオキシン類の慢性毒性実験では，動物
の種類によって違いはあるが，発ガン性，体重
減少，胸腺萎縮，肝臓代謝障害，心筋障害，性
ホルモンや甲状腺ホルモンへの影響，さらに学
習能力の低下などの症状が報告されている。

また，WHO（世界保険機構）の国際がん研
究 機 関（LARC） で は，2, 3, 7, 8－TCDD に つ
いては人に対する発ガン性があるという評価を
行っている。私たちが日常摂取しているピコグ
ラム（１兆分の１グラム）のレベルでは，ダイ
オキシン類の毒性はほとんど問題にならない。

TDI（耐容１日摂取量）
Tolerable Daily Intakeの略。人が生涯摂取し

ても，人体に及ぼす健康影響がないと判断され
る１日，体重１kg当たりのダイオキシン類の摂
取量。

炭化水素（HC）
塗料・印刷工場，重油等の貯蔵タンク，自動

車等から主に発生し，窒素酸化物とともに光化
学オキシダントの原因物質の一つである。

炭素トン
二酸化炭素その他の温室効果ガスの移動量等

を，相当する二酸化炭素中の炭素重量に換算し
た単位。

二酸化炭素トンとは，二酸化炭素分子中の炭
素原子の重量の割合を乗じた関係にある。

地球環境問題
環境問題のうち，原因や影響が国際的に広

がっているもの，又は，国際的な対策が必要な
ものをいい，通常，地球温暖化，オゾン層の破
壊，酸性雨，森林の減少，野生生物の減少，砂
漠化，海洋汚染，有害廃棄物の越境移動及び開
発途上国の公害問題の９つに分類される。

窒素酸化物（NOX）
石油，ガス，石炭等燃料の燃焼に伴って発生

し，酸性雨や光化学スモッグの原因となり，特
に二酸化窒素は高濃度で人の呼吸器に悪影響を
及ぼす。

中間処理
廃棄物の最終処分に先立って，その安定化・

減量化のために行う前処理で，焼却，中和，溶
解，脱水，砕枠，圧縮等がある。

低公害車
従来のガソリン車やディーゼル車に比べて，

NOX，粒子状物質，CO2 といった大気汚染物質
や温室効果ガスの排出が少ない，又は全く排出
しない自動車のこと。電気自動車，天然ガス車，
メタノール車，ガソリンエンジン等と電気モー
ターを組み合わせたハイブリッド車などがある。

デシベル（dB）
音の強さなどの物理量をある標準的な基礎量

と堆肥して，相対的な比較検討を行うのに用い
る単位のことであり，騒音や振動等のレベルを
表すのに用いる。

騒音を耳の感覚に合うように補正した音の「大
きさ」をはかる単位をデシベル（dB）という。

振動の場合は，感覚に合うように補正した鉛
直振動加速度の「大きさ」をはかる単位をdB
といっている。

た行た行
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典型７公害
公害とは，環境の保全上の支障のうち，事

業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範
囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁（水質以外
の水の状態又は水質の底質が悪化することを
含む。），土壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈下

（鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除
く。），及び悪臭によって，人の健康又は，生活
環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに
人の生活に密接な関係のある動植物及びその生
育環境を含む。）に係る被害が生ずることをい
う。この大気汚染から悪臭までの７種類の公害
を，典型７公害といい，大気汚染・水質汚濁・
土壌汚染・騒音の環境基準が設定されているの
をはじめ，典型７公害について，種々の規制基
準が規定され，公害防止対策がとられている。

天然記念物
動物（生息地，繁殖地及び渡来地を含む。），

植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な
自然の現象の生じている土地を含む。）で，学
術上価値の高いもののうち重要なもの。

TEQ（毒性等量）
Toxicity Equivalency Quantityの略。ダイオ

キシン類の毒性を評価するため，ダイオキシン
類の量を 2, 3, 7, 8－TCDDの量に換算した量と
して表記する際の符号。

毒物・劇物
人や家畜に対する毒性が高く，毒物及び劇物

取締法により規定される物質。

特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染症そ

の他の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお
それがある性状を有するものとして法令で定め
るものをいう。

特別緑地保全地区
都市計画区域内の樹林地，草地等の緑地で，

都市緑地法の規定に基づいて定める地区。

特用林産物
保有山林から生産または採取し販売したもの

のうち，用材，ほだ木用原木を除く林産物をい
う。

t-CO2（二酸化炭素トン）
二酸化炭素その他の温室効果ガスの排出，吸

収，貯蔵等の量を，相当する温室効果を有する
二酸化炭素の重量に換算した単位。

２％除外値
年間の日平均の全データを低い順から並びか

え，測定値の高い方から２％の範囲内にある
ものを除外したときの最高値が２％除外値であ
る。二酸化いおう，浮遊粒子状物質等の環境基
準適合の判定に用いる。

RDF（廃棄物固形燃料）
Refuse Derived Fuelの略。産業廃棄物や一般

廃棄物の中から選別した可燃物を，粉砕，粒度
調整，成形固化などの加工により製造した固形
燃料をいう。本来は「ごみに由来する燃料」の
意。

排出量（PRTR法における排出量）
排ガスや排水等として大気や公共用水域等に

排出された物質の量。

ppm（パーツ・パー・ミリオン）
parts per millionの略。100 万分の１を表す単

位で，濃度や含有率を示す容量比，重量比のこ
と。１ppmとは，大気汚染物質の濃度表示では
大気１m3 の中にその物質が１cm3 含まれている
こと。

ppmC
炭素の量に換算した濃度。

PRTR制度
Pollutant Release and Transfer Registerの略。

化学物質を取り扱う事業所自らが，化学物質の
環境への排出量及び廃棄物等として事務所の外
に移動する量を把握し，その結果を都道府県を
経由して国に報告を行い，国は家庭，農地，自
動車等の事業所以外からの排出量を推計して，
事業所からの報告と併せて集計して報告する制
度。

な行な行
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PRTR法届出対象事業所
政令で定める 24 の業種で，事業者全体の従

業員数が 21 人以上，かつ事業所における化学
物質の年間取り扱い量が１ｔ以上等の一定要件
に該当する事業所が対象。

微小粒子状物質（ＰＭ 2.5）
粒径が 2.5µm以下の微粒子。肺の奥に付着し，

ぜんそくや気管支炎を引き起こすと考えられて
いる。

風致地区
「都市の風致を維持するため定める地区」で，

都市の樹林地・水辺等の良好な自然的環境を維
持するため定め，都市における生活環境をより
快適にするものである。

富栄養化
海洋や湖沼で栄養塩類（窒素，りん等）の少

ないところは，プランクトンが少なく，透明度
も大きい。このような状態を貧栄養であるとい
う。これに対し，栄養塩類が多いところでは，
プランクトンが多く透明度が小さい。このよう
な状態を富栄養であるという。有機物による水
質汚濁その他の影響で，貧栄養から富栄養へと
変化する現象を富栄養化という。

浮遊粒子状物質（SPM）
Suspended Particulate Matter の略。浮遊粉

じんのうち粒径が 10 ミクロン（１mmの 100 分
の１）以下のもので，大気中に長時間滞留し，
肺や気管等に沈着して呼吸器に影響を及ぼす。

工場・事業場やディーゼル自動車等から排出
される人為的なもののほか，土壌粒子，海塩粒
子などの自然界に由来するものがある。

フロン類
クロロフルオロカーボン（CFC）
　塩素，フッ素，炭素の化合物
ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）
　塩素，フッ素，水素，炭素の化合物
ハイドロフルオロカーボン（HFC）
　フッ素，水素，炭素の化合物
フルオロカーボン（FC）
　炭素，フッ素の化合物
※使用される製品の例：冷蔵庫，エアコン，

スプレー，発泡断熱材等

ヘッドランド工法
侵食海岸に大規模な突堤を１km位の間隔で

設置し，波浪エネルギーを分散させ海浜の安定
を図るもの。

防災公園
地震に起因して発生する市街地火災等の二次

災害時における国民の生命，財産を守り，大
都市地域等において都市の防災構造を強化する
ために整備される，広域防災拠点，避難地，避
難路としての役割をもつ都市公園および緩衝緑
地。

放射性セシウム
ウランの核分裂で人工的に生成される放射性

物質。半減期（放射能が半分になるまでの期
間）は，セシウム 134 で 2.1 年，セシウム 137
で 30.2 年。

放射線監視測定局
放射線を定期的に，または連続的に監視測定

するため，原子力事業所の周辺等に設置された
設備。

名勝
庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳その他の名勝

地で，芸術上又は鑑賞上価値の高いもののうち
重要なもの。

緑地協定
「都市緑地法」に規定され，都市の良好な環

境を確保するため，土地所有者等の全員の合
意によって区域を設定し，市町村長の認可を受
け，緑地の保全及び緑化を推進する制度。

ま行ま行
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資料編
環境の各分野ごとのデータを収集した資料編については，茨城県ホームページ「環境いばらき」にて公表
しております。
http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/08hakusho/index.html

関係部局
この白書は，環境政策課が取りまとめ，編集・発行したものですが，原稿を執筆した関係課は次のとおり

です（括弧内は電話番号と電子メールアドレス）。
生活環境部 環境政策課 （029-301-2940 kansei@pref.ibaraki.lg.jp）
 環境対策課 （029-301-2956 kantai@pref.ibaraki.lg.jp）
 原子力安全対策課 （029-301-2916 gentai@pref.ibaraki.lg.jp）
 廃棄物対策課 （029-301-3015 haitai@pref.ibaraki.lg.jp）
 防災・危機管理課 （029-301-2879 bousaikiki@pref.ibaraki.lg.jp）
部　　　外 国際課 （029-301-2853 kokuko@pref.ibaraki.lg.jp）
企　画　部 企画課 （029-301-2536 kikaku@pref.ibaraki.lg.jp）
 科学技術振興課 （029-301-2529 kikaku7@pref.ibaraki.lg.jp）
保健福祉部 薬務課 （029-301-3384 yakumu@pref.ibaraki.lg.jp）
商工労働部 産業政策課 （029-301-3522 shosei5@pref.ibaraki.lg.jp）
農林水産部 農業政策課 （029-301-3823 noseisaku@pref.ibaraki.lg.jp）
 産地振興課 （029-301-3916 sansin@pref.ibaraki.lg.jp）
 エコ農業推進室 （029-301-3931 econou1@pref.ibaraki.lg.jp）
 畜産課 （029-301-3977 chikusan@pref.ibaraki.lg.jp）
 林政課 （029-301-4016 rinsei@pref.ibaraki.lg.jp）
 林業課 （029-301-4045 ringyo@pref.ibaraki.lg.jp）
 漁政課 （029-301-4070 gyosei@pref.ibaraki.lg.jp）
 水産振興課 （029-301-4119 suishin@pref.ibaraki.lg.jp）
 農村計画課 （029-301-4150 nokeikaku@pref.ibaraki.lg.jp）
 農村環境課 （029-301-4254 nokan@pref.ibaraki.lg.jp）
土　木　部 検査指導課 （029-301-4366 kensa@pref.ibaraki.lg.jp）
 道路建設課 （029-301-4416 doken@pref.ibaraki.lg.jp）
 道路維持課 （029-301-4454 doiji@pref.ibaraki.lg.jp）
 河川課 （029-301-4485 kasen3@pref.ibaraki.lg.jp）
 港湾課 （029-301-4516 kowan@pref.ibaraki.lg.jp）
 都市計画課 （029-301-4575 toshikei@pref.ibaraki.lg.jp）
 都市整備課 （029-301-4614 toshisei@pref.ibaraki.lg.jp）
 公園街路課 （029-301-4646 kogai@pref.ibaraki.lg.jp）
 下水道課 （029-301-4674 gesui@pref.ibaraki.lg.jp）
 建築指導課 （029-301-4716 kenshi@pref.ibaraki.lg.jp）
教　育　庁 文化課 （029-301-5442 bunka@pref.ibaraki.lg.jp）
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